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本　計　画　の　概　要東　京　都　環　境　基　
世界で最も環境負荷の少ない都市を目指し取り組んできた幅広い環境政策をさらに進化・発展させ、 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会（東京2020大会）とその後を見据え、環境政策と
経済成長を両立させた「世界一の環境先進都市・東京」の将来像やこれを目指した政策展開を明らかに

新たな計画の位置付け

東京を取り巻く状況

≫

≫

≫

≫

これまでも「世界で最も環境負荷の少ない都市」の実現
を目指し、幅広い環境施策を展開
前計画策定から８年が経過し、都の環境施策に関わる状
況は大きく変化
東日本大震災後のエネルギー需給をめぐる問題、気候変
動対策、資源制約の高まり、大気環境改善、生物多様性
の保全など、取り組むべき課題が山積
社会経済情勢の変化や技術革新にも柔軟に対応し、先進
的な環境施策を積極的に展開していく必要

【気候変動】
≫COP21 でパリ協定が採択。世界共通の目標として産業

革命前からの平均気温の上昇を 2℃未満に保ち、1.5℃
に抑える努力が明記

【資源循環】
≫経済成長や人口増等により、世界の資源消費量は今後も

大幅に増加する見込み
【生物多様性】
≫国際自然保護連合のレッドリスト (2015 年 11 月改定）

では既に絶滅したと判断された種は 903 種で、　過去
100 年での絶滅スピードはこれまでの 1000 倍以上

【大気】
≫国内でも光化学オキシダントの環境基準を達成する測定

局は１％に満たない状況が継続
【持続可能な開発目標】
≫国際社会共通の目標として、エネルギーへのアクセス、持

続可能な消費と生産等の視点

◆

◆

東京 2020 大会を契機に、持続可能な都市実現への
取組をレガシーとして継承
都の総力を挙げて取り組むとともに、都民、事業者等と
連携して政策展開

◆最高水準の都市環境 の実現　　◆サステナビリティ　　◆連携とリーダーシップ

●2030 年までに 温室効果ガス排出量を 30% 削減（2000 年比）
●2030 年までに 再生可能エネルギーによる電力利用割合 30% 程度
●2030 年までに 燃料電池自動車 20 万台、水素ｽﾃｰｼｮﾝ150 か所

≫中小規模事業所等への取組支援　　　　　　　　
≫住宅の省エネ性能向上
≫地産地消型再生可能エネルギー導入の拡大　
≫水素エネルギーの普及・拡大

≫食品ロス削減の促進　　　　　
≫事業系廃棄物のリサイクルの促進
≫先進企業等と共同したモデル事業の実施　
≫新たなスタイルによる公共空間の美化

≫花と緑による都市環境の向上　　　　　
≫生物多様性に配慮した緑化の推進
≫多様な主体の参画による自然環境の保全
≫新たな時代にふさわしい自然公園のあり方検討　

≫低 NOX・低 CO2 小規模燃焼機器の普及拡大 
≫暮らしに身近な低 VOC 商品の選択促進　　　　　　
≫クールスポットなど暑熱環境の改善

≫世界の諸都市との政策連携・技術協力 
≫都民、NGO/NPO、企業等との連携
≫次世代の人材育成等の充実・強化　
≫東京都環境科学研究所の機能強化　　　

●2030 年度の一 リサイクル率 37％
●2030 年度に最

般廃棄物
終処分量を 25% 削減（2012 年度比）

●2030 年度に保 全地域等での自然体験活動参加者数延べ 5 万人
●自然公園の潜在 的な魅力の掘り起し

●2030 年度まで に全ての測定局における光化学オキシダント
　濃度を 0.07ppm 以下
●真夏に人々の感 じる暑さが軽減されるエリアの増加

●多様な主体との 連携、世界の諸都市との技術協力等の推進
●環境学習、環境広 報の充実強化

2020 年／ 2030 年

≫環境政策と経済成長が両立すること　  はもちろん、相互に良い影響をもたらすように施策を構築・展開
≫オリンピック・パラリンピック大会後    においても、環境施策やその成果を継続・発展
≫持続可能な都市の実現に向け、新た な価値観やライフスタイルを創出

するため、新たな東京都環境基本計画を策定

2016（平成 28）年３月策定
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スマートエネルギー都市の実現
東京都環境白書2017

  科学的見地からみた地球温暖化による
危機
大気中の二酸化炭素濃度は依然として増え続け

ており、2016（平成28）年の年平均値は過去最

高を更新しました。2015（平成27）年３月には

世界の月平均値で初めて400ppmを超えており、

地球で最も濃度が低い場所と考えられている南極

でも2016（平成28）年５月に400ppmを超えて

います。

2014（平成26）年10月、ＩＰＣＣ（気候変動

に関する政府間パネル）は第５次評価報告書を取

りまとめ、科学的な見地からの報告を行いました。

自然科学的根拠については、気候システムの温暖

化は疑う余地がないこと、世界平均気温はこの

130年間に0.85℃上昇しており、最近30年の各

10年間の世界平均気温は1850年以降のどの10年

間よりも高温であったこと、累積ＣＯ２排出量と

世界平均気温の上昇量はほぼ比例関係にあり、産

業革命以降の二酸化炭素の累積排出量は約5,550

億炭素トン、今も毎年約10億炭素トン規模で累積

し続けていることを明らかにしました。影響・適

応・ぜい弱性については、観測された影響と将来

地球温暖化に伴う気候変動は、異常気象の頻発、食料生産の困難、飲料水の枯渇、海面上昇によ

る居住地の喪失などを引き起こす、最も深刻な環境問題です。そして、温暖化の主な要因は、人類

が消費する大量の化石燃料に起因する、ＣＯ２をはじめとした温室効果ガスの増加であることが、ほ

ぼ特定されています。この危機を回避するためには、必要最低限のエネルギーを使って快適な都市

生活を送ることのできる、低炭素なエネルギー社会への転換を図ることが不可欠です。

また、東日本大震災後に顕在化した電力供給力の確保という課題への対応を契機として、エネル

ギーのあり方が見直され、需給両面からの取組が求められています。需要面では、震災以降かつて

ないほど進んだ賢い省エネ・節電対策を更に加速化することに加え、エネルギーマネジメントの推

進等により、電力需要を抑え、電力の効率的・効果的な使用を促していくことが必要です。一方で、

供給面では、大規模集中型の電力供給への過度な依存から脱却し、太陽エネルギー等の再生可能エ

ネルギーや高効率なコージェネレーションシステム等の自立・分散型電源の普及を図る必要があり

ます。

人口や産業が集中している東京は、我が国の首都として、世界有数の大都市として、エネル

ギー・環境制約の強まる時代においても、都市機能の維持成長を可能とするため、先駆的な施策展

開が求められています。都民、ＮＰＯ、事業者、他自治体や海外の大都市とも連携しながら、気候

変動とエネルギー対策に一体的に取り組み、低炭素・快適性・防災力の３つを兼ね備えたスマート

エネルギー都市を実現していきます。

東京から地球の危機に挑む
現状と課題
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スマートエネルギー都市の実現

の活力を維持し更なる成長を可能とするための必

須要件です。また、東京が率先して気候変動対策

に取り組むことは、発展していく低炭素型の新た

なビジネスモデルを東京から生み出していくこと

になります。同時に、エネルギーを大量に消費す

る大都市として、その特性を踏まえた気候変動対

策を通じて、規模に見合った責任と役割をしっか

りと果たしていく必要があります。

  先行する準国家政府及び都市レベルの
取組
2015（平成27）年12月、国連気候変動枠組条

約第21回締約国会議（ＣＯＰ２１）で、パリ協定

が採択され、2016（平成28）年11月に発効しま

した。協定では、世界共通の長期目標として、産

業革命前からの平均気温の上昇を２℃未満に保つ

こと、1.5℃に抑える努力を追求することが明記さ

れ、このため今世紀後半には温室効果ガスの排出

を実質的にゼロとする目標を掲げています。

こうした中、準国家政府や地方政府レベルで気

候変動対策を強化する動きが世界中で活発化して

おり、中でも、世界の温室効果ガスの７割を排出

している都市の取組が注目されています。都は、

ＣＯＰ２１に先駆け、温室効果ガス排出量を2030

年までに2000年比で30％削減するという意欲的

な目標設定を表明しました。また、建築物の低炭

素化をはじめ、東京における温室効果ガスの排出

特性に応じた取組を進めていますが、これらの都

の取組は、世界の準国家政府や都市政府の先導的

な取組と軌を一にするものです。

の影響及びぜい弱性について地域・分野別に具体

的に評価するとともに、世界全体の気候変動によ

る海面上昇や洪水被害、インフラ等の機能停止、

食料安全保障が脅かされること等をリスクとして

抽出しています。気候変動の速さと大きさを制限

することにより、その影響によるリスクを低減で

きるとしつつ、地球温暖化が大規模になれば、深

刻かつ広範で、不可逆的な影響が起こる可能性が

高まるとしています。気候変動の緩和については、

気温上昇幅を２℃未満に抑えるためには、ＣＯ２

排出量を2010年比で2050年には40～70％削減、

2100年にはゼロ又はマイナスにする必要がある

こと、一次エネルギーに占める低炭素エネルギー

の割合を３～４倍にすること、今後とり得る対策

として、例えば建築部門では、建築基準等が正し

く設計・実施されるならば、排出削減の最も効果

的な手段となること、等を指摘しています。

 都が気候変動対策を進める意義
都は、2006（平成18）年12月に「2020年ま

でに東京の温室効果ガス排出量を2000年比で

25％削減する」という目標を掲げ、達成に向けて

様々な取組を進めてきました。キャップ＆トレー

ド制度をはじめとするこれらの施策は、都民や事

業者の皆さんの協力により実施されており、着実

に成果を挙げています。

都が気候変動対策を強化してきたのは、東京自

身をいち早く低炭素都市へと転換することを目指

したためです。東京における企業活動や都市づく

りのあり方を低炭素型へ移行することは、ＣＯ２

排出制約が強まるこれからの時代において、東京
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スマートエネルギー都市の実現

東日本大震災直後の深刻な電力不足を経験して

以降、エネルギー施策の見直しや新たな取組を進

めることが必要になっています。

これまで進めてきた気候変動対策に加え、エネ

ルギーの安定供給を維持するための自立・分散型

エネルギーの確保や、都市のにぎわい・快適性を

維持しつつエネルギー利用の効率化・最適化を図

るエネルギーマネジメントの考え方などが求めら

れるようになりました。

こうした中で、都は、2012（平成24）年５月、

「東京都省エネ・エネルギーマネジメント推進方…

針～節電の先のスマートエネルギー都市へ～」を

策定しました。ここでは、気候変動対策に先導的

に取り組むとともに、災害に備え、かつ、都市の

魅力と知的生産性の向上を図ることで、低炭素、

快適性、防災力の３つを同時に実現する「スマー

トエネルギー都市」を目指す都の取組について示

しています。

東京が目指す都市の姿

 
①省エネ技術やノウハウ
を最大限に活用した賢
い節電・省エネ 

＋ 
②低炭素・自立分散型エ

ネルギーの利用拡大 

③エネルギーマネジメント

による需給の最適制御 

＋ 快適性 
（オフィスの知的生産性も向上） 

防災力 
（高度防災都市を実現）

低炭素 

（気候変動に先導的に対処）

目指すべきスマートエネルギー都市の姿 
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スマートエネルギー都市の実現

  東京のエネルギー消費と温室効果ガス
排出量
東京のエネルギー消費は2005（平成17）年度

以降、減少傾向にあります。2015（平成27）年

度のエネルギー消費は629ペタジュール（速報値）

であり、2000（平成12）年度の801ペタジュー

ルと比較して約22％、前年の2014（平成26）年

度と比較して約2.6％と、それぞれ減少しています。

エネルギー消費の削減には、都内の事業所や家庭

等が、これまでの気候変動対策（省エネ対策）の

経験を生かして実行した2011（平成23）年度の

電力危機やその後の継続した省エネ・節電対策が

大きく寄与しています。

また、東京の2015（平成27）年度の温室効果

ガス排出量は6,598万トン（速報値）であり、

2000（平成12）年度の6,209万トンと比較して

約6.3％増となりました。エネルギー消費が減少し

ているにもかかわらず排出量が増加しているのは、

都内に供給される電気のＣＯ２排出係数※が大幅に

上昇しているためです。このように、ＣＯ２排出

量の推移だけでは、事業者や都民の省エネ努力の

成果が分かりにくい状況となっていることから、

温室効果ガス削減目標における需要側が取り組む

べき目標として、「東京のエネルギー消費量を

2000年比で2030年までに38％削減する」という

エネルギー消費そのものに着目した目標も設定し

ています。

東京の部門別ＣＯ２排出量を見ると、業務・家

庭等を中心とする建築物部門が全体の７割以上を

占めています。都は、こうした部門に応じたＣＯ２

削減対策を推進するとともに、低炭素・防災力の

向上に向けた多様なエネルギー源の確保に取り組

んでいます。
※ �電気のＣＯ２排出係数：電気１ｋＷｈ当たりどれだけのＣＯ２を排出
しているかを示す数字

省エネルギー対策・エネルギーマネジメント等の推進

現状と課題
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（PJ）（万t-CO2）

2015年度 629PJ
温室効果ガス排出量

エネルギー消費量
2015年度 6,598万t-CO2

エネルギー消費量と温室効果ガス排出量の推移

（注１）�ＰＪ（ペタジュール）：Ｊは熱量を表す単位で、１ＰＪ＝1015Ｊです。
（注２）2015年度は速報値

11.5% 

32.1% 

24.3% 

30.0% 
2.0% 

8.8% 

38.2% 

29.8% 

20.5% 

2.7% 

7.6% 

40.1% 

31.0% 

18.7% 

2.7% 

運輸部門

産業部門

家庭部門
業務部門

廃棄物

ＣＯ２排出量の部門別構成比
（2015年度速報値）

内円：2000年度（合計5,889万ｔ-ＣＯ２）
中円：2010年度（合計5,874万ｔ-ＣＯ２）
外円：2015年度（合計6,048万ｔ-ＣＯ２）
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スマートエネルギー都市の実現

  大規模事業所に対する温室効果ガス排出
総量削減義務と排出量取引制度の実施
2010（平成22）年４月から開始した都の「温

室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」

は、大都市に集中するオフィスなどの業務部門を

も対象とする点において、世界で初めての都市型

キャップ＆トレードプログラムです。

本制度は、①原単位でなく総量の削減、②自主

参加ではなく義務的制度、③明確な排出量の算定

検証ルールの確立、④規制手法と市場メカニズム

の結合、という４つの要件を満たす世界水準のプ

ログラムです。東京が世界レベルの施策を実施す

ることは、日本全体の気候変動対策の強化を実現

するうえで、重要な意義を有するものです。

2010（平成22）年度から2014（平成26）年

度までの第１計画期間では、ＬＥＤ照明の導入な

どの対策実施により削減が進み、約1,300の対象

事業所のうち、約９割が自らの対策によって削減

義務率（８％又は６％）以上の削減を達成しまし

た。残りの約１割も2016（平成28）年９月末の

義務履行期限までに必要な排出量取引を行って、

削減義務を履行しています。

2015（平成27）年度からの第２計画期間では、

削減義務率を17％又は15％に強化しており、

2015（平成27）年度の対象事業所の排出量は、

総延べ床面積が増加する中でも前年度から１%削

減が進み、基準排出量比で26％削減となり、既に

約８割の事業所が、第２計画期間の削減義務率以

上の削減を達成しています。

また、第２計画期間からは、都が認定するＣＯ２

排出係数の小さい供給事業者から電気又は熱を調

達した場合にＣＯ２削減分として認める仕組み

（低炭素電力及び熱の選択の仕組み）を導入してお

り、2015（平成27）年度には、低炭素電力につ

いては16事業所、低炭素熱については103事業所

が活用しました。

テナントを抱える大規模ビルの義務履行に向け

ては、より一層のテナント事業者の省エネ対策の

大規模・中小規模事業所における対策（産業・業務部門対策）
施　策

特定テナント省エネ評価区分 特定テナント省エネ評価区分

1,650

1,227

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700
（万t-CO2）

基準年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

基準
排出量※1

 

 

13％ 22％ 22％ 23％ 25％

 

26％ 

2015年度 ※2

第２計画期間第１計画期間

対象事業所の総ＣＯ２排出量の推移

※1　�基準排出量とは、事業所が選択した2002（平成14）年度から2007
（平成19）年度までのいずれか連続する３か年度排出量の平均値

※2　�2017（平成29）年２月３日時点の集計値（電気等の排出係数は
第２計画期間の値で算定）

公表テナント事業所

473事業所

31％
（184事業所）

27％
（160事業所）

18％
（107事業所）

18％
（110事業所）

3％
（19事業所）

3％
（20事業所）

評価ごとの特定テナント事業者割合（ｎ＝600）
※2017（平成29）年７月12日時点
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スマートエネルギー都市の実現

Close-up   1 大規模事業所に対する「温室効果ガス排出総量削減義務
と排出量取引制度」

都は、2002（平成14）年４月、大規模事業
所を対象に温室効果ガス排出量の算定・報告、
目標設定等を求める「地球温暖化対策計画書制
度」を導入し、更に2005（平成17）年からは、
削減対策への都の指導・助言及び評価・公表の
仕組みを追加して、事業者の自主的かつ計画的
な対策の実施を求めてきました。
こうした実績を踏まえ、対策レベルの底上げ

を図るとともに、都内のＣＯ２排出総量の削減
を実現するため、都は、2008（平成20）年７
月、環境確保条例を改正し、「温室効果ガス排
出総量削減義務と排出量取引制度」を導入しま
した。削減義務は、2010（平成22）年４月か
ら開始しています。この制度は、わが国で初め
てのキャップ＆トレード制度であると同時に
オフィスビル等をも対象とする世界初の都市型
の制度です。
排出量取引制度では、大規模事業所間の取引

に加え、都内中小クレジット、再エネクレジッ
トなどのクレジットを活用できます。対象事業
所は、自らの事業所での削減対策に加え、排出
量取引での削減量の調達により、経済合理的に
対策を推進することができます。

制度の概要
１　対象事業所
対象となる
事業所

燃料、熱、電気の使用量が原油換算で年間
1,500ｋＬ以上の事業所

総量削減義務
の対象ガス 燃料、熱、電気の使用に伴い排出されるＣＯ２

総量削減義務
の対象者 対象となる事業所の所有者（原則）

２　削減計画期間
削減計画期間：５年間
第１計画期間：…2010（平成22）～…

2014（平成26）年度

第２計画期間：…2015（平成27）～…
2019（平成31）年度

以後、５年度ごとの期間
３　義務の内容及び基準排出量

総量削減義務
削減義務量＝基準排出量×削減義務率
※�５年間の排出量を、次に定める排出上限量
以下にする義務
　（基準排出量－削減義務量）×５年間

基準排出量
原則、2002年度から2007年度までの間のい
ずれか連続する３か年度の平均排出量（どの
３か年度とするかは、事業者が選択可能）

☆…排出量の報告（毎年度）、基準排出量の申請等
に際しては、登録検証機関による検証が必要

４　削減義務率
⑴　設定の考え方
◆…「2020年までに、東京の温室効果ガス排出量
を2000年比で25％削減する」ために必要な
業務・産業部門の削減率は17％

基準年度 2020年度
第１計画期間

（2010-2014年度)
第２計画期間

（2015-2019年度)

５年平均６％削減

５年平均15％削減

◆…第１計画期間は、「大幅削減に向けた転換始
動期」と位置付け、総量削減目標を▲６％に
設定

◆…第２計画期間は、「より大幅なＣＯ２削減を定
着・展開する期間」と位置付け、総量削減目
標を▲15％に設定
⇒…これらを前提に、計画期間ごと、区分ごと
の削減義務率を設定

推進及びオーナーとの関係強化が求められていま

す。そこで都は、2014（平成26）年度から、特

定テナント等事業所の省エネ対策の実施状況を評

価・公表する仕組みを導入し、特定テナント等事

業所の省エネを促進しています。

都は、今後もセミナーの開催や省エネ診断・

指導等を通して、事業者の更なる削減対策への

取組を促進していきます。
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スマートエネルギー都市の実現

⑵　削減義務率

区分
削減義務率

第１計
画期間

第２計
画期間

Ⅰ－１
オフィスビル等※１と地域冷暖房施
設（「区分Ⅰ－２」に該当するも
のを除く。）

８％ 17％

Ⅰ－２
オフィスビル等※１のうち、地域冷
暖房等の他人から供給された熱を
多く利用している※２事業所

６％ 15％

Ⅱ 区分Ⅰ－１、区分Ⅰ－２以外の事
業所（工場等※３） ６％ 15％

※１…　オフィスビル、官公庁庁舎、商業施設、
宿泊施設、教育施設、医療施設等

※２…　事業所の全エネルギー使用量に占める地
域冷暖房等の他人から供給される熱の使用
割合が20％以上

※３…　工場、上下水道施設、廃棄物処理施設等
◆…第２計画期間の「より大幅な削減を定着・展
開する期間」としての特別の配慮

①中小企業等への対応
　…中小企業等が１／２以上所有する事業所は、
削減義務対象外

②…電気事業法第27条に関連する削減義務率の
緩和措置

　…電気事業法第27条の使用制限の緩和措置
（削減率０％又は５％）の要件を満たす需要
設備の排出量が当該事務所の排出量の１／２
以上である事業所は第２計画期間に限り削減
義務率を緩和（４％又は２％）

③…第２計画期間から新たに削減義務対象となる
事業所

　…第１計画期間と同等の削減義務率（８％又は
６％）を適用

◆トップレベル事業所について
…「地球温暖化の対策の推進の程度が特に優れ
た事業所」として、「知事が定める基準」に
適合すると認められたときは、トップレベル
事業所として、当該事業所に適用する削減義
務率を１／２（準トップレベル事業所の場合
は３／４）に減少

５　総量削減義務の履行手段
⑴　自らで削減
・…高効率なエネルギー消費設備・機器への更
新や運用対策の推進など

・…低炭素電力・熱の選択の仕組み【第２計画
期間から】
　…エネルギー需要側である事業所の「低炭素
な電力や熱の供給事業者」選択行動を促す
ため、供給事業者の排出係数の違いを、一
定の範囲で事業所の排出量算定に反映させ
ることができる仕組みとして第２計画期間
から導入

⑵　排出量取引（次の量を取引等で取得）
①超過削減量 対象事業所が削減義務量を超えて削

減した量

②都内中小クレジット 都内中小規模事業所の省エネ対策に
よる削減量

③再エネクレジット
再生可能エネルギー環境価値（グ
リーンエネルギー証書、生グリーン
電力等を含む。）

④都外クレジット 都外の大規模事業所の省エネ対策に
よる削減量

☆…①～④の量は、登録検証機関の検証を経て、
都に認定されることが必要（グリーンエネル
ギー証書については、既に認証手続を経てい
るので、検証は不要）

☆…⑵のクレジット等については、第１計画期間
中のものを、第２計画期間で利用することも
可能

●埼玉県との連携
2011（平成23）年４月、埼玉県では目標設

定型排出量取引制度を導入しました。都は、埼
玉県と協定を締結し、超過削減量と中小クレ
ジットについて都県の垣根を越えた相互利用を
可能にしました。
６　実効性の担保
義務履行期限までに削減義務未達成の場合、

削減義務不足量×1.3倍を削減するよう措置命令
⇒…命令違反の場合、罰則（上限50万円）、違
反事実の公表、知事が命令不足量を調達
し、その費用を請求
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スマートエネルギー都市の実現

  中小規模事業所に対する地球温暖化対
策報告書制度の運用
都内には、全国の１割強を占める、約66万の中

小規模事業所（エネルギー使用量を原油に換算し

て1,500ｋＬ／年未満の事業所等）が存在し、東

京における業務・産業部門の約６割のＣＯ２を排

出しています。こうした中小規模事業所は、これ

まで都や国の制度の直接的な対象となっていな

かったことなどから、省エネルギーの取組が十分

ではありませんでした。

このため、2008（平成20）年に環境確保条例

を改正し、都内の全ての中小規模事業所が簡単に

ＣＯ２排出量を把握し、具体的な気候変動対策に

取り組むことができる「地球温暖化対策報告書制

度」を創設しました。2010（平成22）年４月か

ら提出が始まり、毎年度３万を超える事業所の報

告書が提出されています。

2014年度〜2016年度報告書提出状況

提出事業者数 提出事業所数

2014 2015 2016 2014 2015 2016

2,278 2,226 2,147 34,332 34,580 34,329

この制度で報告書を提出する事業者には、義務

提出者と任意提出者があり、義務提出者となる場

合は、本社等が事業所ごとの「地球温暖化対策報

告書」を取りまとめ、一括して提出し、公表する

ことが義務付けられています。

2012（平成24）年度には、提出された報告書

の情報を基に自己評価指標（低炭素ベンチマーク）

を作成・公表しています。これにより自分の事業

所の排出水準を把握・評価することで、取組のス

テップアップが期待されます。

2013（平成25）年度には、地球温暖化対策の

目標を任意記載できるよう改正を行いました。目

標の設定を行い、翌年度に達成状況を確認するこ

とで、更なる改善と一層効果的な対策の実施が可

能となります。

地球温暖化対策報告書制度のイメージ

トップレベル事業所
トップレベル事業所は、東京都キャップ＆トレード制度において、地
球温暖化対策の取組が特に優れた事業所として認定された事業所（オ
フィスビル・工場等）です。省エネ推進体制の整備、高効率な設備の導
入やきめ細かい運転管理など数多くの優れた取組を行っています。取組
の程度に応じ、トップレベル事業所、準トップレベル事業所として、都
が認定しています。
認定結果についてはホームページなどで公表するとともに、平成29年
度から、トップレベル事業所認証マーク入りの認定証を交付しています。

トップレベル事業所
認証マーク
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スマートエネルギー都市の実現

  環境性能評価の普及促進
都内のＣＯ２排出量において相当割合を占める

中小規模テナントビルでは、ビルオーナーが省エ

ネ改修を行っても光熱費の削減効果の多くは入居

するテナントが享受するため、省エネ改修が進み

にくい状況にあります。こうしたビルの省エネ・

低炭素化を推進していくためには、テナント入居

者等が省エネ性能の高いビルを入居先として選択

するように誘導し、ビルの稼働率が向上するなど、

ビルオーナーの収益の安定・拡大に寄与する仕組

みが必要です。

このため、2014（平成26）年６月に低炭素ベ

ンチマークを活用し、中小規模テナントビルの省

エネ・低炭素レベルの見える化を図り、ビルオー

ナーがテナント入居者や入居希望者等に対してビ

ルの省エネレベルを示すことのできる「カーボン

レポート」の様式提供を開始し、これにより省エ

ネ性能をアピールできるようになりました。

さらに、2015（平成27）年５月には、カーボン

レポートの普及拡大や省エネ性能に優れたビルの

市場価値向上について不動産市場に関わる団体や

有識者と意見交換を行う「中小テナントビル低炭

素パートナーシップ」を立ち上げ、中小テナントビ

ルの低炭素化を一層推進する取組を開始しました。

都は、不動産市場において、低炭素な建築物に

対する評価を確立し、不動産投資家やテナント事

業者が、投資物件や入居先物件として中小規模ビ

ルを評価・選定することにより、低炭素ビルの普

及促進を目指します。

  中小規模事業所等の取組支援
都は、「東京都地球温暖化防止活動推進センター」

を中小規模事業所の対策拠点として、個々の事業所

の実態に即した無料の「省エネルギー診断」や気候

変動対策の基本から実践的な知識を学べる「省エ

ネルギー研修会」などの支援を実施しています。

さらに、各種支援策や制度を有効に機能させる

ために、地球温暖化対策報告書の受付、省エネ促

進税制の対象となる機器の公表・申請受付も実施

し、中小規模事業所がワンストップで気候変動対

策、省エネ対策の支援を受けられる体制を構築し

ています。このほか、様々な手法を活用して、中

小規模事業所における省エネ対策を総合的に推進

しています。

  グリーンリース普及促進事業
テナントビルの低炭素化を推進するため、ビル

オーナーとテナントが協働して省エネ行動・省エ

ネ改修に取り組むグリーンリース契約を条件に改

修費用等の一部を助成するモデル事業を2016（平

成28）年度から開始しました。また、2017（平成

29）年度からは、併せて省エネ性能に優れたＬＥ

Ｄの導入促進を図るため事業の拡充を行っています。

カーボンレポート（表面）
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スマートエネルギー都市の実現

都内の家庭部門から排出されるＣＯ２は、都内に

おけるＣＯ２排出量全体の約３割を占めています。

家庭部門のＣＯ２削減を進めるに当たっては、

高効率な機器やＥＭＳ（エネルギー管理システム）

等の導入による省エネ・エネルギーマネジメント

を進めていくことや、個々の家庭に対して実情に

即した省エネルギーや節電についての普及啓発を

行っていくことが重要です。

都は、家庭における創エネ機器等の導入に対す

る補助事業を実施しています。また、各家庭での

自主的な節電の促進に向けた支援を行っています。

家庭部門への対策

家庭におけるＬＥＤ省エネムーブメント促進事業
家庭での省エネを進めるため、都内の地域家電店で白熱電球2個以上とＬＥＤ電球1個を交換する

とともに、省エネアドバイスを行う事業を平成29年7月10日（月）から開始しました。電球交換を
機会に、更なる省エネに取り組みましょう！

お店で提供されるＬＥＤ電球
・電球４０Ｗ相当又は６０Ｗ相当
・口金のサイズがＥ２６
・電球の形状がＡ型

交換対象者　
・都内に住所を有する１８歳以上の都民の方
　（交換は一人１回まで）

交換に必要なもの
・ご家庭で使用中の白熱電球※1 2個以上
　※１　消費電力が３６Ｗ以上で、１つは口金サイズがＥ２６
・運転免許証や健康保険証などの本人確認書類※２

　※２　公的機関が発行したもので、氏名、生年月日、現住所が確認できるもの
交換場所
・参加協力店（地域の家電店）

お近くの参加協力店や事業の詳細については、ホームページを
ご覧いただくか、コールセンターまでお問い合わせください。
ＨＰ：https://www.tokyo-co2down.jp/individual/ecoother/LED-family/index.html
コールセンター：０５７０－０６６－７００…/…０３－６７０４－４２９９

形状Ａ型の電球

参加協力店ステッカー

Ｅ26サイズの口金
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スマートエネルギー都市の実現

アコン、冷蔵庫、テレビ（ブラウン管、液晶、プ

ラズマ）を５台以上陳列販売する店舗に対して、

製品本体への省エネラベルの表示を義務化してい

ます。こうした都の先駆的な取組が国を動かし、

2006（平成18）年10月から全国統一のラベル様

式が導入されています（表示は努力義務）。

このほか、家庭における再生可能エネルギーの

利用拡大に取り組むとともに、学校教育を通じた

省エネ対策の普及促進を図るなど、家庭部門にお

ける気候変動対策の更なる推進を図っています。

  家庭におけるエネルギー利用の高度化
促進事業
家庭におけるエネルギー消費量の削減と非常時

の自立性の向上を目的に、蓄電池システム、ビー

クル・トゥ・ホームシステム、家庭用燃料電池及

び太陽熱利用システムの導入に対して補助を行っ

ています（蓄電池システムとビークル・トゥ・

ホームシステムは、太陽光発電システムと同時導

入が補助要件）。

申請期間は、2016（平成28）年度から2019

（平成31）年度までです（補助金の交付は2021

（平成33）年度まで）。

  企業・団体と連携した家庭部門の省エ
ネ・節電行動の推進
都は、家庭から排出されるＣＯ２削減に向けて、

企業・団体と連携して、個々の家庭へ省エネアド

バイスを行う「家庭の省エネアドバイザー制度」

を実施しています。この制度は、都が、家庭との

関わりが深く省エネに関するノウハウを持つ企

業・団体を統括団体として認定し、当該団体の構

成員のうち、研修を修了した者を省エネアドバイ

ザーとして登録します。この省エネアドバイザー

が、アドバイスを希望する家庭を訪問し、省エネ

の具体的ポイントや期待される省エネ効果など、

個々の状況に応じた適切な助言や説明を行い、各

家庭における省エネ行動を推進します。また、統

括団体は、省エネアドバイザーをセミナーや勉強

会等へ講師として派遣も行っています。

また、消費者が家電製品を購入する際に、一目

で省エネ情報が分かるように、都は、2002（平成

14）年から省エネ基準達成率を５段階に区分した

相対評価とランニングコストを表示する省エネラ

ベルキャンペーンを開始し、2006（平成18）年

には全国23の都道府県の地域で実施されました。

同時に都では、2005（平成17）年７月から環境

確保条例に基づき、家庭での消費電力量が多いエ

省エネリーフレット（2017夏版）

統一省エネラベル
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スマートエネルギー都市の実現

  スマートマンション導入促進事業
都内住宅ストックの約７割を占める集合住宅の

エネルギーマネジメントを進めるため、ＩＴ技術

を活用したＭＥＭＳ（マンションのエネルギー管

理システム）の導入に対する補助事業を2014（平

成26）年度から開始しました。申請期間は2014

（平成26）年度から2018（平成30）年度までで

す（補助金の交付についても2018（平成30）年

度まで）。

ＭＥＭＳアグリゲータ等の事業者がＭＥＭＳを

活用し、専有部と共用部のエネルギーマネジメン

トを行うことにより、エネルギー使用の効率化及

び電力需要の抑制による無理のない節電を図るこ

とが可能となります。

ＭＥＭＳアグリゲータ等：クラウド等による集中管理システムを保有す
る事業者で、マンションなどの集合住宅に対してＭＥＭＳを導入し、エ
ネルギー管理サービスやＭＥＭＳからの取得情報を活用した継続的な
サービスを通じて節電事業を行う者

  既存住宅における高断熱窓導入促進事業
熱の出入りが大きい窓の断熱改修を促進させて

いくため、既存住宅を対象に高断熱窓への改修を

支援しています。申請期間は2017（平成29）年

度から2019（平成31）年度まで。

対象者 戸建・集合住宅の所有者又は管理組合等
（既存住宅に限る）

助成対象
設備・
助成額

高断熱窓（内窓の設置及び外窓・ガラス
の交換）
対象費用の１／６（上限50万円）

主な助成
条件

１つ以上の居室において、設置される全て
の窓を改修すること

  エコハウスの普及促進
家庭における省エネルギー対策を促進するため、

業界団体、ハウスメーカー等と連携し、住宅展示

場等を活用したエコハウスの普及に向けた啓発を

行います。

また、国内外の事例や関係団体へのヒアリング

等を踏まえ、戸建住宅の環境性能評価手法や、Ｉ

ｏＴやＡＩなどの先端技術を活用した、環境性能

の高いエコハウスの建築・改修に係る誘導策につ

いても幅広く調査・検討していきます。

〈エコハウスのイメージ〉

（出典）国土交通省資料
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スマートエネルギー都市の実現

  運輸部門のＣＯ２排出量の現状
都はこれまで、環境負荷が少なく、効率的な自

動車使用を実践し、誰もが安全で快適な移動環境

を享受できる都市の実現を目指し、自動車交通量

の抑制、環境負荷の少ない自動車使用への転換等、

持続可能な環境交通施策を展開してきました。

特に、運輸部門のＣＯ２排出量の約８割を占め

る自動車については、低公害・低燃費車の導入促

進や物流効率化対策等、重点的に対策を推進して

います。また、環境負荷の少ない移動手段として、

公共交通機関に加え、自転車の利用促進に向けた

取組を進めています。

東京都環境基本計画では、2030年までに、東京

の温室効果ガスを2000年比で30％削減するとい

う目標を掲げています。この達成に向けては、運

輸部門において、2000年比60％程度の削減が必

要となります。

近年、運輸部門のＣＯ２排出量は、都内自動車

走行量の減少や実走行燃費の改善が見られている

ことから減少傾向が継続していますが、次世代自

動車等（燃料電池車、電気自動車、プラグインハ

イブリッド車、ハイブリッド車）の普及促進や交

通渋滞の緩和、地域交通における環境負荷の低減

を進め、更なるＣＯ２排出量の削減を図っていき

ます。

運輸部門への対策

0
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0
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0

5
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22.7
27.026.126.424.0

12.4
9.410.210.911.8

8.4 7.98.18.78.8
0.6 0.60.70.70.6
44.1 44.945.146.745.2

1994年度

44.1

1994年度

44.945.146.745.2

22.6
21.0

24.223.724.2

18.6
18.7

21.220.221.0

15.7 16.817.517.518.5

2010年度2005年度1999年度1997年度1997年度 1999年度 2005年度 2010年度

都
内
走
行
量
（
百
万
台
キ
ロ
／
12
ｈ
）

都
内
走
行
量
（
百
万
台
キ
ロ
／
12
ｈ
）

混
雑
時
旅
行
速
度
（
km
／
ｈ
）

■ バス　■ 小型貨物車　■ 普通貨物車　■ 乗用車 ■ 走行量（都内）　　　 旅行速度（都内平均）　　　 旅行速度（区部）　　　 旅行速度（市郡部）

（都内の自動車走行量の推移）

自動車

80%

鉄道

18%

船舶

2%

航空

0%

総量

11.3
（百万 ｔ -ＣＯ２）

（運輸部門の運輸機関別ＣＯ２排出量構成比）
2015年度（速報値）

（混雑時平均旅行速度の推移）

� （道路交通センサスによる）
（注）2010年度に道路交通センサスの平均旅行速度調査の調査方法が変更されたため、それまでの結果とは不連続である。
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スマートエネルギー都市の実現

  次世代自動車等の普及促進
都は、2030年のあるべき姿として、運輸部門に

おいては、燃料電池自動車、電気自動車などの次

世代自動車等が広く普及し、低炭素化が一層進展

している社会を目指しています。そのため、東京

都環境基本計画では、2030年における都内の次世

代自動車等の普及割合を、乗用車で８割以上、貨

物車で１割以上に高めるという目標を掲げました。

都は、次世代自動車をはじめとした低公害・低燃

費車の導入を進めるために、各種導入支援策を実

施していくとともに、次世代自動車の魅力や利便性

について、都民に広く普及啓発を図っていきます。

▪低公害・低燃費車の導入促進

自動車の排出ガス性能や燃費は、メーカーの積

極的な技術開発により向上してきています。今後、

自動車に起因する大気汚染やＣＯ２排出量を削減し

ていくためには、ハイブリッド自動車などの低公

害・低燃費車の大量普及を図る必要があります。

都は、環境確保条例において、都内で200台以

上の自動車を使用している事業者に対して、知事

が定める特定低公害・低燃費車を一定割合以上導

入することを義務付けています。

また、マイカーに比べ走行距離が長くＣＯ２排

出量の多いタクシーからの環境負荷の低減を図る

ため、環境性能が高く誰もが利用しやすいユニ

バーサルデザイン（ＵＤ）タクシーの普及促進を

進めていきます。

  自動車環境管理計画書制度
低公害・低燃費車の導入、エコドライブなど、

事業者による積極的なＣＯ２削減対策の取組を促

進するため、都内で30台以上の自動車を使用する

特定事業者（約1,700事業者）に対し、自動車環

境管理計画書・実績報告書の作成及び提出を義務

付けています。

導入支援制度　2017（平成29）年度
融
資
あ
っ
せ
ん
制
度

環境保全資金

・東京信用保証協会が保証し、取扱金融機関が長期プライムレート以内で融資します。
・都の補助は、下記のとおり

　

区分 対象 利子補助 保証料補助
買換え 指定低公害・低燃費車 １／２ ２／３

補
助
制
度

優良ハイブリッドバス ・補助対象経費から国補助金を除いた１／２（補助限度額250万円）� 予定台数　� 30台
優良ハイブリッドトラック ・通常車両との価格差から国補助金を除いた１／２（補助限度額16.4万円）� 予定台数　280台
ハイブリッド塵芥車 ・国補助金の１／２（補助限度額19.5万円）� 予定台数　� 30台

電気自動車等
電気自動車及びプラグインハイブリッド車
　国補助金の１／２（上限あり）� 予定台数　電気自動車� 130台
� 　　　　　プラグインハイブリッド車� 190台

次世代タクシー
・環境性能の高いユニバーサルデザインタクシー
　国補助金を除いた額（補助限度額60万円）� 10,200台（平成28～32年度の５年間）
・電気自動車等タクシー
　車両本体価格１／６（補助限度額100万円）� 500台（平成28～32年度の５年間）

自動車環境管理計画書制度の概要

計画期間 2016年度から2020年度までの５か年（第４期計画期間）
義務の内容 自動車環境管理計画書及び毎年度の実績報告書の提出

計画書の主な内容
・自動車から排出する温室効果ガス及び排出ガス排出量削減目標の設定
・特定低公害・低燃費車の導入の取組
・エコドライブの取組
・車両の有効活用や物流の効率化等、自動車の使用の合理化の取組



18

ス
マ
ー
ト
エ
ネ
ル
ギ
ー
都
市
の
実
現

３
Ｒ
・
適
正
処
理
の
促
進
と

「
持
続
可
能
な
資
源
利
用
」
の
推
進

自
然
豊
か
で
多
様
な
生
き
も
の
と

共
生
で
き
る
都
市
環
境
の
継
承

快
適
な
大
気
環
境
、
良
質
な
土
壌
と

水
循
環
の
確
保

環
境
施
策
の
横
断
的
・
総
合
的
な
取
組

資　
料　
編

スマートエネルギー都市の実現

ライブの普及イベントを実施してきました。

今後も、九都県市連携による講習会や、ポス

ターの掲示、ステッカーの配布を行うなど、エコ

ドライブの積極的な推進を図るほか、区市町村等

が開催するエコドライブ講習会への支援するとと

もに、事業者がエコドライブに取り組む環境を整

備するため、研修等で活用できるカリキュラムを

作成するなど、エコドライブの実践を社会に定着

させていきます。
（ＵＲＬ）�http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/vehicle/sgw/ecodrive/

index.html

  エコドライブの推進
急加速や急減速、空ぶかしや無用なアイドリン

グを行わないなど、環境に配慮した自動車の運転

である「エコドライブ」は、大気汚染物質やＣＯ２

の削減といった環境面への寄与だけでなく、燃費

向上や安全運転による事故防止という経済面、安

全面へのメリットも期待できます。

都は、誰もが手軽に行えてＣＯ２削減に即効性

のあるエコドライブの普及啓発を図るため、エコ

ドライブの効果や具体的なポイントを記載した

リーフレット等を作成、配布しています。

また、一般社団法人東京指定自動車教習所協会

及び一般財団法人省エネルギーセンター等と連携

して、都内全ての指定自動車教習所教官の代表者

をエコドライブの推進の核となる「東京都エコド

ライブインストラクター」として養成しました。

更にエコドライブを広く普及させるため、エコド

貨物運送事業者の燃費評価制度～自動車からのＣＯ２削減を推進する新たな仕組み～
いわゆる緑ナンバーの営業用貨物自動車は、白ナンバーの貨物自動車よりもＣＯ２排出量が７分

の１（国土交通省試算）と少なく、効率的な運送手段といえます。更なる効率化に向けて、エコド
ライブの徹底、低燃費車の導入などを組織全体で積極的・継続的に取り組んでいる事業者もいます。
荷主や消費者が運送サービスを利用する際に、このような事業者が選択されるようにし、荷主の立
場からもＣＯ２削減に貢献できる仕組みを構築することが長年の課題でした。
そこで、都は、運送事業者のＣＯ２削減努力の定量的な評価を行い、公表する仕組みとして「東京
都貨物輸送評価制度」を2012（平成24）年度から開始しました。評価は、燃料供給ごとに記録す
る自動車の走行距離と燃料供給量から算出する実走行燃費をもとに行い、事業者の取組全体を評価
するものです。
本制度は、制度開始から５年経過したこと

を踏まえ、制度開始以降に蓄積された約96万
台の実走行燃費データに基づき、燃料種・車
種・重量に応じて作成した平均燃費値（ベン
チマーク）を更新するとともに、評価対象と
する車両区分を52から60区分に増やし、事
業者の評価を三段階から五段階の格付けに見
直しました。

九都県市エコドライブステッカー
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スマートエネルギー都市の実現

都内の慢性的な交通渋滞は、改善の傾向は見ら

れるもののいまだ解消されているとはいえず、都

市機能や環境へ深刻な影響を及ぼしています。交

通渋滞の解消に向けた道路ネットワークの形成や

自動車利用の抑制、自動車に依存したライフスタ

イル・事業活動からの転換を促すことは、自動車

からのＣＯ２排出量削減に寄与するだけでなく、

交通の流れが円滑化された、快適で利便性の高い

都市環境を実現する上で重要です。

  自動車の交通量抑制・交通流円滑化
交通渋滞は、都市機能や環境へ深刻な影響を及

ぼしています。自動車の交通量を抑制し、円滑な

交通の流れを実現するためには、自動車への過度

の依存からの転換を図り、輸配送の共同化や公共

交通機関の利用促進などを実現する交通需要マネ

ジメント（ＴＤＭ）＊１を進める必要があります。

都は、地域特性を踏まえた共同輸配送など物流

効率化の推進やパーク＆ライド＊２の一環として新

宿地区においてパーク＆バスライドを実施するなど、

公共交通の利用を促進し、環境負荷の少ない交通

手段への転換などＴＤＭ施策を推進しています。

事業の展開に当たっては、庁内関係各局、区市

町村、事業者団体等との連携を図り、地域の交通

実態に応じた施策を推進していきます。

  自転車利用の促進
自転車は、身近で環境にやさしい交通手段であ

り、自転車利用者の安全性や快適性、利便性を高

め、利用を更に促進していく必要があります。

特に自転車の利用の促進に効果的な仕組みであ

る自転車シェアリング＊３については、都心部を中

心に取組が広がり始めています。都はサイクルポー

トの用地確保や初期投資等について各区の取組を

支援し、広域的な視点に立って、都市部の７区

（千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、江東区、

渋谷区）が進める区境を越えた広域的な相互利用を支

援するとともに、他の区市町村においても、地域特性

を踏まえた普及等、更なる促進策を検討していきます。

＊１　�ＴＤＭ（Transportation�Demand�Management）：自動車の
効率的利用や公共交通への利用転換など、交通行動の変更を促し
て、発生交通量の抑制や集中の平準化など「交通需要の調整」を
図ることにより、都市または地域レベルの道路交通混雑を緩和し
ていく取組

＊２　�パーク＆ライド：渋滞緩和や環境改善を図るため、自動車を駅周
辺の駐車場に停めて（Park）、電車やバス等の公共交通機関に乗
り換える（Ride）ことで、自動車利用を抑制する取組

＊３　�自転車シェアリング：地域内の各所にサイクルポートと呼ばれる
相互利用可能な駐輪場を設置し、利用者は好きな時に好きな場所
（サイクルポート）で自転車を借りたり返却したりすることがで
きる自転車の共同利用サービス

  効率的な物流対策の推進
都はこれまで、既成市街地等における商用車両

の走行量抑制などを目的として、共同配送など物

流効率化の取組を促してきました。

今後は、こうした取組に加え、安全で高効率な地

区内物流システム（集配送の一元化等）を都市開

発の中に組み入れるなど、民間事業者等に対する

アドバイスなどにより、

まちづくりの中に効率

的な物流の視点が組み

込まれるよう取り組ん

でいきます。

東京区政会館

メトロ出口ポート

平成２９年１０月１日現在

サイクルポート    ７区合計３３０ヵ所

自転車台数      ４、３１０台

地域環境交通施策

物流効率化イメージ
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スマートエネルギー都市の実現

  建築物における環境配慮の推進
東京においては、業務及び家庭部門で消費され

るエネルギー量の比率が全体の過半を占めており、

気候変動対策を推進するためには、オフィスやマ

ンションなどの建築物において環境負荷の低減を

進めることが重要です。

また、東京は、建築物の更新期を迎えており、

この機を捉えて、新たに建設される建築物を環境

に配慮したものにしていくことが必要です。この

ため、2000（平成12）年12月、環境確保条例の

制定により、「建築物環境計画書制度」を創設しま

した。2002（平成14）年３月には「東京都建築

物環境配慮指針」を策定し、同年６月から制度を

施行しました。その後、2008（平成20）年７月

には環境確保条例の一部を改正し、対象となる建

築物を拡大するなど、同制度の更なる強化を図っ

ています。なお、国の省エネ法の判断基準の改正

に対応した省エネ基準値等の改正（2013（平成

25）年４月施行）を行ったほか、2016（平成

28）年８月には、建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律の制定に対応した評価基準の一部改

正を行いました（2017（平成29）年４月施行）。

建築物環境計画書の対象となる建築物のうち、

その約半数は共同住宅（マンション）が占めてい

ることから、マンションの環境性能に関する情報

提供を行い、購入しようとする人に選択肢を示し、

環境に配慮したマンションが評価される市場を形

成していくことが重要です。このため、2005（平

成17）年３月に環境確保条例を改正し、「マン

ション環境性能表示制度」を創設しました（同年

10月施行）。2008（平成20）年７月には、環境

確保条例を一部改正し、対象規模を中規模マン

ションへ拡大するほか、これまで対象としていた

分譲マンションに加え賃貸マンションを対象とす

るとともに、太陽光発電や太陽熱利用設備につい

ても、新たに表示対象としています。

都市づくりにおける低炭素化

⃝建築物環境計画書制度
延床面積が5,000㎡を超える建築物の新築又は増築時に、建築物の環境配慮の全体像を示した建

築物環境計画書の提出を求め、都が公表することにより、環境に配慮した質の高い建築物が評価さ
れる市場の形成と、新たな環境技術の開発を促進していきます。
本制度は、建築主に求める環境配慮の措置として、「エネルギーの使用の合理化」、「資源の適正利

用」、「自然環境の保全」及び「ヒートアイランド現象の緩和」の４分野を定めています。
2010（平成22）年10月からは、対象を延床

面積2,000㎡以上（うち計画書の提出の義務対象
は延床面積5,000㎡超）へと拡大しています。さ
らに、１万㎡を超える新築又は増築の建築物に対
しては、省エネルギー性能基準（建築物の断熱性
能、設備システムの省エネルギー性能）を確保す
ることを義務付けています。また、住宅以外の用
途の建築物について「省エネルギー性能評価書制
度」を導入し、新築建築物等の売買や賃貸借等の
際に、買受人や賃借人に対し、省エネルギー性能
評価書の交付を義務付けています。

省エネルギー性能評価書
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スマートエネルギー都市の実現

  コージェネレーションシステム等の普
及促進
都市ガスを使って電気と熱を同時に生み出す高

効率なコージェネレーションシステムは、都市の

低炭素化に寄与するとともに、自立分散型エネル

ギーとして防災力の向上にも資することから、そ

の普及が期待されています。

都では、コージェネレーションシステムの導入

のほか、電気や熱を複数の建物間で面的に利用す

る取組などに対する補助事業を実施することで、

都市づくりにおけるエネルギー利用の効率化を進

めていきます。

⃝マンション環境性能表示
建築物環境計画書の対象となる延床面積が5,000㎡を
超え、かつ、2,000㎡以上の住宅を含む建築物の新築・
増築において、その販売や賃貸の広告（新聞、折り込み
チラシ）等にマンションの環境性能を示したラベル表示
を義務付けています。このラベルでは、「建物の断熱性」、
「設備の省エネ性」、「太陽光発電・太陽熱」、「建物の長
寿命化」及び「みどり」の評価を星印（★）の三段階評
価で表示しています。

⃝スマートエネルギーエリア形成推進事業
エネルギーマネジメントの実施、再生可能エネルギー機器等の導入及び一時滞在施設の確保等を
条件に、熱・電気を建物間で融通するための熱電融通インフラ（熱導管、電力線など）及びコー
ジェネレーションシステムに対し補助を行っています。申請期間は2015（平成27）年度から2019
（平成31）年度まで（補助金の交付は2021（平成33）年度まで）。

補助対象機器 補助率等
（熱電融通インフラを整備する事業）
①熱電融通インフラ
②コージェネレーションシステム
（熱電融通インフラを整備しない事業）
③コージェネレーションシステム

①対象経費の１／２（上限１億円）
②対象経費の１／２（上限４億円）

③対象経費の１／４（上限１億円）

⃝中小事業所向け熱電エネルギーマネジメント支援事業
中小医療・福祉施設及び公衆浴場に対して、ＥＳＣＯ事業（注）を活用した電気と熱のエネルギーマ

ネジメントを実施すること等を条件に、コージェネレーションシステム（燃料電池等）の導入を必
須とし、創エネ機器（蓄電池設備と組み合わせる太陽光発電設備）及び省エネルギー機器（ＬＥＤ
照明器具、空気調和設備）に対する補助を実施しています。申請期間は2014（平成26）年度から
2018（平成30年）度まで（補助金の交付は2020（平成32年）度まで。ただし、本事業と同時に
耐震工事を実施する場合は2021（平成33）年度まで）。
（注）�ＥＳＣＯ事業：ＥＳＣＯ事業者が設備改修等によりエネルギーの削減量を保証する（ＥＳＣＯ契約）事業。施設の運営者は、省エネ効果に

よる光熱水費の削減分からＥＳＣＯ事業者に経費を支払う仕組み

東京都マンション環境性能表示（ラベル）
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スマートエネルギー都市の実現

  地域におけるエネルギーの有効利用に
関する計画制度
近年、東京では都心部を中心に大規模な再開発

事業が行われており、開発後には大量かつ高密度

なエネルギー需要が生じています。そのため東京

都は、環境確保条例を改正（2008（平成20）年

７月）し、こうした都市開発での環境負荷の少な

い低炭素型都市づくりを推進するため、「地域にお

けるエネルギーの有効利用に関する計画制度」を

2010（平成22）年１月から実施しています。

  地域冷暖房区域等の状況
都は、地域冷暖房について、指定基準を定め、適合

を認めること等により、区域の指定を行っています。

2017（平成29）年６月末現在、85区域、約

1,446haを地域冷暖房区域に指定し、78区域で熱

供給が実施されています。

地域冷暖房は、熱源を集約することで、ＮＯｘ

濃度の低減やエネルギー効率の向上によるＣＯ２

の排出量抑制に寄与しています。さらに、下水や

  大規模開発におけるエネルギーの有効
利用
一の区域において１又は２以上の建築物の新築

等を行う事業で、新築等をする全ての建築物の延

べ面積の合計が５万㎡を超える大規模な開発事業

において、開発事業者に対して開発計画を策定す

る早い段階でエネルギーの有効利用に関する措置

（新築建築物の省エネルギー性能目標値の設定、未

利用エネルギー、再生可能エネルギーの導入検討、

地域冷暖房の導入検討）を求めています。

河川水の外気温との温度差や清掃工場、下水汚泥

焼却施設及びコージェネレーションの排熱、地中

熱などの未利用エネルギーを有効に利用すること

により、一次エネルギー使用量の削減も可能です。

また、地域冷暖房施設に蓄熱槽を設けることに

より、電力利用のピークシフトや、災害時の水の

確保（コミュニティタンクとしての活用）が可能

になるなど、ＢＣＰ（事業継続計画）への寄与も

期待されています。

地域におけるエネルギーの有効利用に関する計画制度
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スマートエネルギー都市の実現

都の事務事業における温室効果ガスの排出削減

に取り組むため「地球温暖化対策都庁プラン」を

策定し、「2009（平成21）年度までに温室効果ガ

スの排出量を2004（平成16）年度比で10％削減

する」ための対策を推進してきました。その結果、

2009（平成21）年度における都庁全体の温室効

果ガス排出量は、2004（平成16）年度に比べ約

9.6％の減となりました。

その後、2011（平成23）年３月に発生した東

日本大震災の影響に伴う電力供給不足への対応も

踏まえて、2012（平成24）年３月に「2014（平

成26）年度における知事部局等からの温室効果ガ

ス排出量を2000（平成12）年度比で20％削減す

る」ことを目標とする「温室効果ガス削減都庁行

動計画」を策定しました。①賢い省エネの継続に

よるＣＯ２の削減、②設備改修等を通じた低ＣＯ２

技術の積極的な導入、③再生可能エネルギーの導

入促進の３つの取組方針に基づき、その実現に向

けた取組を実施してきました。

この結果、2014（平成26）年度の知事部局等

からの温室効果ガス排出量は、2000（平成12）

年度比で約19.9％の減となり、目標をほぼ達成し

ました。

2016（平成28）年３月には、都庁の更なるス

マートエネルギー化を進めるため、「スマートエネ

ルギー都庁行動計画」を策定しました。この計画

では、知事部局等の温室効果ガス排出量について、

2019（平成31）年度までに、2000（平成12）年

度比25％削減する目標を設定するとともに、エネ

ルギー消費量を2000（平成12）年度比25％削減、

再生可能エネルギー（太陽光発電）を4,200ｋＷ

新規導入する目標を新たに設定しています。

この目標実現に向け、照明・空調の運用対策の

徹底、ＬＥＤ化や高効率省エネ機器の導入推進、

再生可能エネルギーの導入拡大など、率先的な取

組を進めています。

公営企業局については、各局の経営方針等を踏

まえた取組が進められており、この計画の対象と

はしていませんが、公営企業局も併せた全体では、

2019（平成31）年度に、2000（平成12）年度

比で約18％削減を見込んでいます。

また、都有施設の整備に当たっては、最新の省

エネ設備や多様な再生可能エネルギー設備を盛り

込んだ「省エネ・再エネ東京仕様」（2011（平成

23）年７月策定、2014（平成26）年６月改正）

を適用し、省エネ・再エネ等導入の全面展開を図

ることで、都有施設での温室効果ガス削減を更に

推進していきます。

なお、2016（平成28）年12月に策定された

「都民ファーストでつくる『新しい東京』～2020

年に向けた実行プラン～」において、都有施設に

おけるＬＥＤ照明普及率（ＬＥＤ照明を導入した

施設の割合）を、2020年度までにおおむね100%

とする政策目標を掲げ、都有施設へのＬＥＤ照明

の率先的な導入を進めています。

都有施設における率先行動
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スマートエネルギー都市の実現
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スマートエネルギー都市の実現

現在冷媒として使用されているフロン類は、地

球温暖化への影響が大きいため、エアコンや冷蔵

庫などに封入されているフロン類が大気中に放出

しないよう、機器廃棄時のフロン類の回収に加え、

機器使用時にも適正管理を行う必要があります。

2002（平成14）年４月に施行されたフロン回

収・破壊法では、業務用冷凍空調機器の廃棄時の

フロン類回収が義務付けられていました。

しかし、地球温暖化係数の高い代替フロン（Ｈ

ＦＣｓ）の大気中への排出量が増加していること

からフロン類の製造から廃棄までのライフサイク

ル全体を見据えた包括的な対策を講じるため、

2015（平成27）年４月にフロン排出抑制法が施

行されました。

これにより、フロン類使用機器の管理者は機器

の適正管理に努めることとなり、特に業務用冷凍

空調機器の管理者には、機器の点検・点検結果の

記録・保存・漏えい量報告等が義務付けられまし

た。

なお、自動車用エアコンのフロン類回収につい

ては「自動車リサイクル法」、家庭用エアコンや冷

蔵庫のフロン類回収については「家電リサイクル

法」によって回収・処理されています。

都は、2016（平成28）年３月に策定した東京

都環境基本計画において、代替フロン（ＨＦＣｓ）

の排出削減目標を掲げ、フロン類の排出抑制対策

を推進しています。

代替フロン（ＨＦＣｓ）
の排出量

2020年度 2014年度値
以下

2030年度 35％減
（2014年度比）

  フロン排出抑制法の周知及び普及啓発
都は、業務用冷凍空調機器使用時の管理者の適

正管理や機器廃棄時のフロン類回収などが徹底さ

れるよう講習会等による法の周知とともに建築部

署や産業廃棄物部署等と連携して立入検査を実施

しています。

また、第一種フロン類充塡回収業者に対して、

法の遵守について指導等を行っています。

  東京都フロン等回収・処理推進協議会
業務用冷凍空調機器や自動車用エアコンからの

フロン類の適切な回収・処理を推進することを目

的に、1997（平成９）年に都や関係事業団体、区

市町村で構成する東京都フロン等回収・処理推進

協議会を設置しました。東京都フロン等回収・処

理推進協議会では、フロン回収・処理に関する普

及啓発、情報の収集などを行っています。

  自動車販売者による自動車用エアコン
のフロン類の環境影響説明義務
環境確保条例に基づき、自動車販売者が新車を

購入するユーザーに排ガス性能などの環境情報に

加え、自動車用エアコンに使用されているフロン

類の環境影響についても説明することが義務付け

られました。（2015（平成27）年10月施行）

フロン類の適正管理
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スマートエネルギー都市の実現

東京は、電力・エネルギーの大消費地であり、

都民・事業者の活動に不可欠なエネルギー需給の

安定を図るとともに、気候変動対策にも資する再

生可能エネルギーの利用割合を拡大していくこと

が重要です。

都は、都内の再生可能エネルギーによる電力利

用割合を2030年までに30％程度に高めることを

目指し、都内外での再生可能エネルギーの導入拡

大及び需要側の電力消費量を削減する取組と併せ、

需給両面からの取組を進めていきます。

都の補助制度や「東京ソーラー屋根台帳」の活

東京には多くの建物が集積し太陽光発電設備等

の設置ポテンシャルがある一方、地価が高く、大規

模発電設備の設置が困難であるなどの特性を有し

ています。都市開発が進んだ東京という都市の特

性・ポテンシャルを踏まえ、取組を進めていきます。

  太陽エネルギーの利用拡大
都は、国の太陽光発電設置費補助打ち切り

（2005（平成17）年度）に伴い低迷した太陽エネ

ルギー市場の復活を目指し、関連事業者や学識経

験者等に呼びかけ、2007（平成19）年３月に「太

陽エネルギー利用拡大会議」を立ち上げました。

会議の最終取りまとめにおいて、太陽エネル

ギー利用機器の飛躍的な利用拡大に向け、①設置

コストの低減と、経済的メリットが得られる仕組

みづくり、②太陽光発電に関する理解の促進と、

安心して設置できる仕組みづくり、③製品性能の

用による情報発信などにより、太陽光発電の大幅

な利用拡大を図ってきましたが、今後も、東京と

いう都市の特性を生かし、太陽光発電のほか、バ

イオマス発電や、小水力発電などを進めていきま

す。島しょ地域においても再生可能エネルギーの

導入ポテンシャルを踏まえ、その利用拡大を検討、

具体化していきます。

また、太陽熱や地中熱などの熱利用についても、

電力需要縮小に資することはもちろん、エネル

ギー需給の安定、都市の防災性を強化する観点か

らも拡大を図っていきます。

向上と、系統安定化に関する国の取組の３点が必

要とされました。そこで、喫緊の課題である設置

コストの低減に向け、都は2009（平成21）年度

から２か年の太陽エネルギー利用機器導入促進事

業を実施しました。

さらに、2011（平成23）年６月から2012（平

成24）年度にかけて、太陽光発電等の家庭におけ

る創エネルギー機器等の導入支援を実施しました。

その結果、太陽光発電については、2012（平成

24）年度は、１か月当たりの導入量が補助開始前

と比べて約16倍となり、利用が飛躍的に拡大しま

した。

太陽光発電の利用拡大により、設置コストが大

幅に低減したことに加えて、2012（平成24）年

７月には再生可能エネルギーの固定価格買取制度

（ＦＩＴ）が開始され、かつて導入の阻害要因で

あったコストの問題は大きく改善しました。

再生可能エネルギーの導入拡大

東京の特性を踏まえた導入拡大を推進

現状と課題

施　策
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スマートエネルギー都市の実現

一方で、家庭のエネルギー需要の約半分が低温

熱であり、太陽熱利用が効果的です。太陽熱は、

エネルギー変換効率が太陽光発電より高い（太陽

光発電の変換効率15～20％程度に対し、太陽熱

利用の変換効率は40～60％程度）などの利点もあ

るため、太陽熱の利用拡大にも取り組んでいます。

2014（平成26）年３月には、「東京ソーラー屋

根台帳」を公開するなど、区市町村等と連携して

太陽光発電システムや太陽熱利用システム設置の

促進を図っています。

「東京ソーラー屋根台帳」とは、建物ごとに予測される日射量を分析し、太陽光発電等への適合度、
設置可能システム容量（推定）や予測発電量等も表示するＷＥＢマップです。
公益財団法人東京都環境公社において「東京ソーラー屋根台帳」を公開するとともに、多様な相談
に応じられる窓口を設置して、太陽光発電等の設置を検討している都民の不安や疑問の解消に取り組
んでいます。

東京ソーラー屋根台帳

⾚⾊⇒適　⻩⾊⇒条件付き適　（ＵＲＬ）http://tokyosolar.netmap.jp/map/

　再生可能エネルギーの今後の更なる普及に向け、その存在をより身近に感じてもらうために次の
事業を実施しています。
⃝バス停留所ソーラーパネル等設置促進事業
都民・観光客等の移動手段として欠かせない都内のバス停留所にソーラーパネルと蓄電池等を同時に設置する

事業者に対し、設置費用の助成を行っています（2019（平成31）年度まで）。
補助対象機器 補助率等

・太陽光パネル
・蓄電池
※上記と併設するスマートフォン等への充電、WiFi機器

2017（平成29）年度
　10分の10（上限額600万円）
2018・2019（平成30・31）年度
　4分の3（上限額450万円）

⃝自立型ソーラースタンド普及促進事業（2017（平成29）年度単年度事業）
災害時に都民の避難場所となる公園等に、平常時だけでなく災害時にもスマートフォン等の充電や照明点灯が

可能な自立型ソーラースタンドを設置する区市町村に対し、設置費用の助成を行っています。これにより、再生
可能エネルギーの災害時の有用性についても啓発していきます。

補助対象機器 補助率等 条件
充電機能及びＬＥＤ照明を備えたソーラースタンド
※上記と併せて搭載するWiFi機器やデジタルサイ
ネージなどの情報伝達機器

10分の10
（１台当たり上限額１千万円）

系統電力によらない独立型電
源であること　等
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スマートエネルギー都市の実現

  地中熱利用の普及促進
地中熱は、地中の温度と外気との温度差を空調

などの熱源として利用する再生可能エネルギーの

一つです。地中熱の利用は、電力消費量の削減に

寄与するとともに、再生可能エネルギーの利用拡

大という面からも、導入の意義は大きいです。

都内においては、東京スカイツリータウンなど

の商業施設をはじめ、オフィスビルや学校等に導

入されていますが、地中熱交換器設置に係るボー

リング工事等の導入費用の負担が大きいこと、都

  地産地消型再生可能エネルギー導入拡
大事業
2012（平成24）年度に固定価格買取制度（ＦＩＴ）

が開始されて以降、太陽光発電設備などを中心に

地中熱はどこでも利用できる熱ですが、地下構造（地層や地下水）の違いにより場所によって利用
できる熱の量は異なるため、その場所の地層等の状況や利用施設に合わせた採熱管（深さ、本数）の
設計が不可欠です。「地中熱ポテンシャルマップ」は、地層や地下水等を解析し、採熱可能量をメッ
シュに色分けすることで、地点ごとの地中熱利用の目安が一目でわかるようになっています。

凡例

有効熱伝導率 100ｍ(W/m･k)

3.0W/m･k 以上

2.8-3.0 W/m･k  

2.6-2.8 W/m･k  

2.4-2.6 W/m･k  

2.2-2.4 W/m･k  

2.0-2.2 W/m･k  

1.8-2.0 W/m･k  

1.6-1.8 W/m･k

1.4-1.6 W/m･k  

1.2-1.4 W/m･k  

1.0-1.2 W/m･k  

1.0W/m･k 以下

東京地中熱ポテンシャルマップ

民・事業者の認知度が低いこと等があり、十分に

普及が進んでいないのが現状です。

このため、2015（平成27）年度には、地中熱

利用設備導入に対する補助を実施するとともに、

地中熱ポテンシャルマップを作成し、地中熱利用

の効果を分かりやすく情報発信することで都民・

事業者への認知度向上を図ってきました。

今後も、マップを活用した情報発信など、普及

啓発を充実させ、地中熱利用の促進を図っていき

ます。

再生可能エネルギーの導入設備容量は一定程度増

加してきました。一方、系統負荷の軽減や地域防

災力の向上などにも資する自家消費型の再生可能

エネルギーの導入拡大も重要になっています。
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スマートエネルギー都市の実現

そこで、2016（平成28）年度から、ＦＩＴに

よらない地産地消型の再生可能エネルギー設備を

都内に導入する事業者に対し、経費の一部を補助

する事業を実施しています。こうした取組により

都内の再生可能エネルギーの導入を後押しし、そ

の利用割合を高めていきます。

補助対象
機　　器

・�再生可能エネルギー発電設備（太陽光、
風力、水力、バイオマス等）及びこれら
と併せて導入する蓄電池
・�再生可能エネルギー熱利用設備（太陽�
熱、地中熱、バイオマス熱等）

補 助 額

システムの導入に要する経費の６分の１以
内（上限2.5千万円）
ただし、中小企業等の場合３分の１以内
（上限５千万円）
※�国等補助に供給の場合、それぞれ、合算
して２分の１以内、３分の２以内

条　　件

・�固定価格買取制度の対象外となる自家消
費設備であること
・�再生可能エネルギー設備の普及啓発に協
力すること
・導入費及び工事資料の提供など

  島しょ地域における再生可能エネルギー
の利用拡大
島しょ地域は豊かな自然環境を有しており、再

生可能エネルギーのポテンシャルが大きい地域で

ある一方、電力の多くを重油を燃料とする内燃力

（ディーゼル）発電で賄っています。

東京は電力の大消費地であり、その電力供給の

多くを他の地域の電源に依存しています。東京の

みならず全国的な再生可能エネルギーの導入拡大

に貢献していくためにも、需給両面からの取組を

通じて、広域的な普及拡大を後押ししていきます。

  エネルギー供給事業者の対策
2000（平成12）年度から電力の小売の自由化

が段階的に始まり、2016（平成28）年度には、一

般家庭等も対象とした小売全面自由化が開始され

ました。これにより、消費者は電力会社や料金メ

ニューを自由に選択することができるようになっ

ており、電気の供給事業者も多様化しています。

2005（平成17）年３月の環境確保条例の改正に

より、都内へ電気を供給する事業者に対し、ＣＯ２

排出係数（電気を１ｋＷｈ供給するに当たり排出さ

多面的なアプローチによる広域での導入拡大

島しょ地域において再生可能エネルギーの利用

を拡大することにより、重油の使用量の抑制に

よって気候変動対策に貢献するとともに、島のエ

ネルギー自給率を高めることにつながります。

再生可能エネルギーの利用拡大に向けた具体的

な取組として、1999（平成11）年から地熱発電

所が稼働している八丈島において、都は八丈町や

関係団体等と連携しながら、学識経験者や地元関

係者らによる検討委員会を設置し、地熱発電の継

続・拡大に向けて検討してきました。

2017（平成29）年には、町が地熱発電事業者

を公募・選定しており、今後は、町が行う地熱発

電の事業化に向けた取組を支援していきます。

八丈島地熱発電所
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スマートエネルギー都市の実現

れるＣＯ２の量）とその削減目標、再生可能エネル

ギー利用量等の目標及び実績を記載した計画書及

び報告書の提出を義務付ける『エネルギー環境計

画書制度』を導入し、運用しています（2016（平

成28）年度の対象事業者は128事業者）。

本制度の目的は、こうした事業者に対し、ＣＯ２

排出係数の削減を計画的に推進してもらうことに

より、都内に供給される電気の環境性の向上を目

指すものです。また、これら事業者の取組内容を

公表することにより、需要家（消費者）が環境に

配慮した事業者を選択することが容易になります。

  需要家による再エネ電力選択の仕組み
づくり
東京は電力の大消費地として、需要家からの取

組により再生可能エネルギーの供給拡大を促して

いくことが重要です。

このため、キャップ＆トレード制度と連携した

低炭素電力の選択を促す仕組みや、マンション環

境性能表示制度などによる再生可能エネルギー利

用の「見える化」を導入しています。

今後は、電力小売の全面自由化も踏まえ、再生

可能エネルギー電力の「見える化」を進めるなど、

消費者への適切な情報提供を行うとともに、再生

可能エネルギーの選択意欲を喚起するための普及

啓発を進めていきます。あわせて、都施設等にお

ける電気のグリーン購入についても、率先して進

めていきます。

低コスト化

生産拡大

投資拡大

技術開発

供給

需要

再生可能エネルギー

の普及拡大

需要創出イメージ

【対象電気事業者】 

都内の事業所

電力の販売契約

【制度のポイント】 

都内に電気を供給している

小売電気事業者

制度の目的

①

ＣＯ２排出係数を改善する取組を推進 ・ＣＯ２排出係数の抑制の措置と目標

・再生可能エネルギー導入の措置と目標

・計画書記載内容の進ちょく状況

⇒毎年度、都に報告。都も一覧で公表

●「エネルギー環境計画書」の策定と公表

●「エネルギー状況報告書」の策定と公表
再生可能エネルギーの導入を促進

②

対象電気事業者の取組内容
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スマートエネルギー都市の実現

  水素エネルギーの意義とこれまでの取組
水素エネルギーは、利用段階で水しか排出しな

い環境性能、エネルギー供給源の多様化、高い経

済波及効果及び災害発生時に独立したエネルギー

源とできることなど多くの利点を有し、その普及

が期待されています。将来的に、化石燃料を使わ

ない再生可能エネルギー由来の水素利用が実用化

されれば、低炭素社会への切り札ともなり得ます。

水素エネルギーの普及に向け、都は2014（平成

26）年５月に設置した「水素社会の実現に向けた

東京戦略会議」（以下「戦略会議」という。）の議

論を踏まえ、水素ステーションの整備や燃料電池

自動車の普及等に関する、2020年までと2020年

以降を見据えた政策目標を定めました。また、

2016（平成28）年３月に策定した「東京都環境

基本計画」では、新たに2030年までの政策目標

も設定しました。

各政策目標の着実な達成に向けて、2015（平成

27）年度には400億円の「東京都水素社会・ス

マートエネルギー都市づくり推進基金」を造成し、

水素の普及・導入促進事業に活用しています。

また、2015（平成27）年度からは「戦略会議」

を改組した「水素社会の実現に向けた東京推進会

議」において、政策目標の実現に向けた具体的な

取組等を議論しました。

  水素ステーションの整備促進
水素ステーションは、燃料電池自動車・バスの

普及に欠かせないインフラであり、常時看板を掲

げる水素ステーションは近隣住民や走行ドライ

  水素エネルギーの普及に向けた課題
水素ステーションは、2017（平成29）年９月

末現在、都内で13か所が整備されていますが、更

なる普及に当たっては、整備費や採算面等が課題

となっています。

また、国内では、燃料電池自動車が一般販売さ

れていますが、その価格は同車格のガソリン車と

比べ高額な値段となっています。

戸建住宅を中心に普及が進む家庭用燃料電池は、

2014（平成26）年、集合住宅向けの製品が市場

投入されました。今後、更なる普及に向けて、コ

ストダウンやダウンサイジングが課題となってい

ます。

水素エネルギーの円滑な普及拡大を図っていく

ためには、社会一般での水素に対する認知度や理

解度を向上させることが必要となります。

政策目標
▪都内の水素ステーションの整備箇所数…
　・2020年までに35か所…
　・2025年までに80か所…
　・2030年までに150か所
▪都内の燃料電池自動車の普及台数…
　・2020年までに6,000台…
　　（燃料電池バスは100台以上）…
　・2025年までに10万台…
　・2030年までに20万台
▪都内の家庭用燃料電池の普及台数…
　・2020年までに15万台…
　・2030年までに100万台

バーに対する普及啓発にも大きな役割を担います。

そのため、集中的な財源投入や都関連用地の活用

等により、整備を促進しています。

また、中小事業者の参入や、既存のガソリンス

水素社会実現に向けた取組

現状と課題

施　策
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スマートエネルギー都市の実現

タンドとの併設など、様々な形態でのステーショ

ン整備が進められるよう、水素の特性や規制に関

する正確な情報提供や、水素ステーション設置に

関する相談体制の構築等を進めています。

  燃料電池自動車・バス等の普及
燃料電池自動車・バスの普及に向けて、財政支

援を行うことで初期需要を創出しています。2017

（平成29）年３月から、都営バスにおいて燃料電

池バスを路線バスで運行しています。

なお、物流の基幹的役割を担う燃料電池トラッ

クについても、早期開発に向けたメーカー等への

働き掛けを行っていきます。

  家庭用燃料電池の普及
燃料電池自動車に先行して普及が進んでいる家

庭用燃料電池については、補助制度の実施等によ

り、広く家庭への普及を促進しています。2017

（平成29）年３月末現在で、都内には約３万８千

台が設置されています。

水素の普及・導入促進事業
⃝燃料電池自動車の導入促進事業
都内に事業所等を有する法人又は個人に対して、燃料電池自動車の購入補助を行う。
・補助額：国の補助金交付額の２分の１

⃝燃料電池自動車用外部給電機器の導入促進事業
都内に事業所等を有する法人又は個人に対して、外部給電機器の購入補助を行う。
・補助額：購入額の２分の１（上限40万円）

⃝燃料電池バス導入促進事業
バス事業者に対して、燃料電池バスの購入補助を行う。
・補助額：助成対象の経費の３分の２から2,000万円を差し引いた額を補助（上限額：5,000万円）

⃝水素ステーション設備等導入促進事業
水素ステーションの整備又は運営をする事業者に対して、水素ステーションの整備費及び運営費の補助を行う。
補助対象 補助額

整備費
【定置式】：国と都の補助を合わせて整備費用の５分の４（中小企業は全額補助）
【移動式】：国と都の補助を合わせて全額補助
【燃料電池バス】：国と都の補助を合わせて全額補助（都補助上限：３億5,000万円）

運営費
土地賃借料の２分の１
土地賃借料を除く運営費　大企業：上限500万円、中小企業：上限1,000万円

⃝事業所向け再生可能エネルギー由来水素活用設備導入促進事業
都内事業所において再生可能エネルギーの電力により水素を製造・活用する設備を設置する事業者に対し、設

備設置費の補助を行う。
補助額 条件

設備設置に要する経費の２分の１
（上限額：３億７,000万円）

都内の事業所の施設内（倉庫や物流拠点等）で使用する燃料電池自動車、燃料電
池フォークリフト又は純水素型燃料電池を導入すること

⃝水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業
都内の建築物等において水素利活用設備を導入する事業者に対して、設置費等の補助を行う。

補助額 条件
【業務・産業用燃料電池】 ：国と都の補助額を合わせて補助対象
経費の３分の２以内（都補助上限３億3,300万円）等

水素利活用設備のうち、少なくとも業務・産業用燃料電
池又は純水素燃料電池を導入すること

水素ステーション（出典：岩谷産業株式会社）

（写真提供）トヨタ自動車株式会社（写真提供）本田技研工業株式会社

燃料電池自動車

燃料電池バス

（写真提供）東京都交通局
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スマートエネルギー都市の実現

Close-up   2 東京2020大会を契機とした水素利活用

東京2020大会後の選手村地区においては、水素ステー
ションを設置してＢＲＴ※や燃料電池自動車への水素供給
を進めていきます。
また、水素パイプラインや次世代型燃料電池等、新技術

の導入の検討を進め、水素社会の実現に向けたモデルとし
ます。
住宅棟においても、燃料電池の設置等により電力自給率

を高め、エネルギーの地産地消と貯蔵により、災害時にも
自立できるまちの実現を目指していきます。
※ �「Bus�Rapid�Transit」の略で、連節バス、バス専用道路、ＩＣカードシステム、
道路改良などにより、軌道系鉄道と比較しても遜⾊のない機能を有し、かつ柔軟
性を兼ね備えたバスをベースとした都市交通システムを指します。

水
素
供
給

シ
ス
テ
ム 水素ステーションパイプライン（イメージ）

東京2020大会後の選手村（イメージ）

  ＣＯ２フリー水素の活用促進
水素エネルギーを低炭素社会の実現に向けて最大

限に活用していくためには、再生可能エネルギー由来

水素等の導入を積極的に進めていく必要があります。

都内事業所において再生可能エネルギー由来の

電力で水素を製造し、活用する設備を設置する事

業者に対し、設備設置費の支援を行っています。

また、2016（平成28）年５月には、東京都、福

島県、国立研究開発法人産業技術総合研究所及び

公益財団法人東京都環境公社の四者で連携協定を

締結し、ＣＯ２フリー水素の活用に関する共同研究

に取り組むとともに、環境イベント等で福島県の水

素・再生可能エネルギー施策等や都の水素社会実

現に向けた取組を相互に紹介するなど、連携を

図っていきます。

  一般都民を広く対象とした普及啓発
都民の水素エネルギーへの理解促進に向け、セ

ミナーやシンポジウムの開催、多くの都民が集ま

る民間イベントへの出展などを通じて、水素エネ

ルギーの意義、水素の安全性・リスク等を正確に

情報提供しています。

また、水素エネルギーの情報発信拠点である水

素情報館「東京スイソミル（2016（平成28）年７月

オープン）」の活用や、「開校！でんじろう東京スイソ

学園」のユーチューブでの配信などを行っています。

四者協定のイメージ 水素情報館<東京スイソミル>
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３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

東京都環境白書2017

新興国等の経済成長により、世界全体の資源消

費量は今後更に増加する見込みです。これにより、

天然資源の減少に加え、温室効果ガスの排出、生

物多様性の損失や森林の減少に代表される環境影

響が増大しています。

環境への影響を最小にし、持続可能な発展に貢

献するためには、資源利用の流れをライフサイク

ルやサプライ・チェーンで捉える対策を進めるこ

とが重要であることから、世界では、あらゆる主

体が資源の利用に伴う社会的責任を果たすための

取組を開始しています。

我が国は、消費する天然資源の多くを輸入に依

存する一方、一度使用した資源の再生利用（循環

的利用）量は低い水準にとどまっています。

その中でも東京は、使用される製品の生産や資

源の採取のほとんどが都の域外で行われています。

東京では膨大な量の資源・製品が流入し、消費さ

れ、廃棄物として排出されていますが、都内で生

じる環境負荷は資源循環全体から生じる環境負荷

の一部でしかなく、都内に持ち込まれるまでに大

きな環境負荷を域外で生じさせています。さらに、

企業の本社機能の約４割が東京に集積しているこ

とから、持続可能な資源利用に向けた大きな影響

力を有しています。

世界の資源消費量の増加により、温室効果ガスの排出など環境影響が増大しています。

東京では、廃棄物の最終処分量が2000（平成12）年度比で大きく減少する一方、超高齢化・人

口減社会の到来に伴いごみの分別や排出等に困難等が生じる懸念があるほか、今後想定される首都

直下地震等に対し、事前に処理体制を準備する必要があります。

都は、2030（平成42）年に実現する姿として、ライフサイクル全体を視野に入れた「持続可能

な資源利用への転換」と「良好な都市環境の次世代への継承」に向けた取組を進めるため、東京都

資源循環・廃棄物処理計画～Sustainable Design TOKYO～」（計画期間：2016（平成28）年度か

ら2020（平成32）年度までの５年間）に掲げた施策を着実に実施していきます。

資源利用の現状
現状と課題

CO2

25
.6

総
物

質
投

入
量

16
.5
億

㌧

天
然

資
源

等
13

.9
億

㌧

2.6
1億

㌧

日本の物質フロー（2014年度）
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３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

東京都の廃棄物の現状

廃棄物とは
廃棄物とは、自ら利用したり、他人に売却することができないために不要になった固体・液体状
のものをいい、家庭ごみのほか、工場などでの事業活動で出るもの、建設工事に伴い排出されるが
れき類など多様なものを含みます。
廃棄物は、大きく一般廃棄物と産業廃棄物の２つに分けられます。産業廃棄物は、事業活動に
伴って生じた廃棄物のうち法令で定められた20種類を指します。一般廃棄物は、産業廃棄物以外の
廃棄物を指し、家庭から排出される家庭ごみ（家庭系一般廃棄物）とオフィスや飲食店などから排
出される産業廃棄物以外のごみ（事業系一般廃棄物）があります。
なお、爆発性、毒性、感染性等の有害性を有するため、人の健康や生活環境の被害を生じるおそ
れのあるものが特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物に指定されており、通常の一般廃棄物や
産業廃棄物より厳しい基準で処理することとされています。
（ＵＲＬ）http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/index.html

⃝廃棄物の処理責任
一般廃棄物を適正に処理する責任は、原則として区市町村にあります。そのため、区市町村は一
般廃棄物処理計画を策定し、その計画に基づいて住民に廃棄物処理についての協力を求めるととも
に、自区域内から排出された一般廃棄物を収集し、焼却などの中間処理を行った上で最終処分して
います。一連の処理のうち中間処理や最終処分については、各区市町村が単独で行うほか、一部事
務組合を設置して共同処理を行っている区市町村もあります。
一方、産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で処理するのが原則です。排出事業者が自らの産
業廃棄物を自分で処理できない場合には、産業廃棄物処理業者にその処理を委託することになりま
すが、委託後の廃棄物が適切に処理されるところまで、排出事業者としての処理責任を負わなけれ
ばなりません。

一般廃棄物 産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物

家庭系一般廃棄物 事業系一般廃棄物 産　　業　　廃　　棄　　物

特　別　管　理　一　般　廃　棄　物 特　別　管　理　産　業　廃　棄　物

●家庭系一般廃棄物の例　 生ごみ、紙ごみ、家具など
●事業系一般廃棄物の例　 オフィスから出る紙ごみ、
　　　　　　　　　　　　 飲食店から出る生ごみなど

●産業廃棄物の例 　　　　　廃油、汚泥、コンクリート片など
●特別管理産業廃棄物の例　病院から出る感染性廃棄物、 
　　　　　　　　　　　　　PCB使用の廃コンデンサなど

廃棄物の分類
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３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

 都内の一般廃棄物の現状
2015（平成27）年度の東京都全体の一般廃棄

物排出量は約450万トンで、前年度より約３千ト

ン減少しました。このうち、区部からの排出量は

約332万トン、多摩地域からの排出量は約117万

トン、島しょ地域からの排出量は約１万トンと

なっています。

一般廃棄物は、性状と処理の方法から、可燃ご

み、不燃ごみ、粗大ごみ、分別収集により直接資

源化される資源ごみ、持込ごみ、集団回収ごみに

大別されますが、可燃ごみが全体の約51％を占め

ます。

リ
サ
イ
ク
ル
率
（
％
）

50

40

30

20

10

0
20132005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

36.8 36.8 37.6 37.8 37.536.6

17.3 18.4
19.5

19.1
17.9 18.1

8.1 5.9 7.2

10.9
11.4 11.1

35.3

29.4

16.4
14.5

5.0

6.1

11.0

18.4

37.5

2014

11.0

18.4

36.8

年度

区部 多摩地域 島しょ地域

2015

10.8

17.8

38.1

地域別リサイクル率の推移

一
般
廃
棄
物
排
出
量
（
万
ト
ン
）

島しょ地域
多摩地域
区部

2014

450

377389393

134137139

361

129

350

124

2005 2006 2007 2008 2009

342

121

339

121

2010 2011

337

120

2012

336

120

2013

457
528534 513 491 476 464 461 458

332

117

1

2015

450

332

117

1

都内の一般廃棄物排出量の推移（資源ごみを含む。）

（注）
各項目は四捨五入して
あるため、合計値が合
わない場合があります。

集団回収量
28

中間処理量
363

処理残さ量
54

処理後再生利用量
18

総資源化量
104

単位：万トン

最終処分量
37

処理後最終処分量
36

減量化量
309

直接最終処分量
1

ごみ排出量
（資源ごみ及び集団回収ごみを除く）

364

資源ごみ量
（持込ごみ含む）

59

2015（平成27）年度　都内の一般廃棄物の流れ

（2015（平成27）年度）

持込ごみ
114（25％）

集団回収ごみ
28（6％）

資源ごみ
58（13％）

不燃ごみ
12（3％）

可燃ごみ
230（51％）

粗大ごみ
8（2％） 

合　計
450

単位：万トン

可燃ごみ
不燃ごみ
資源ごみ
粗大ごみ
持込ごみ
集団回収ごみ

都内の一般廃棄物の種類別排出量
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３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

▪一般廃棄物の収集・中間処理・資源化

各区市町村では、ごみの種類ごとに収集する曜

日とエリアを定めて一般廃棄物を収集しています。

また、リサイクルを促進するため、びん、缶、古

紙、ペットボトルなどの資源ごみの回収を行って

います。

可燃ごみは、衛生上、減量化の観点から全量を

焼却施設で焼却しています。

焼却後の焼却灰の一部については、東京23区清

掃一部事務組合では、土木・建設資材として有効

利用できる溶融スラグの生成や、民間セメント工

場でのセメント原料化に取り組んでいます。また、

東京たま広域資源循環組合では、全量をセメント

▪区市町村の清掃事業に対する支援

清掃事業は、区市町村の自治事務として、それ

ぞれの責任と創意工夫のもとに実施されています。

都は、各区市町村の清掃事業が円滑に実施でき

るよう、広域自治体としての立場で、相互の連絡

調整や技術的・財政的支援を行っています。

にリサイクルするエコセメント事業を実施し、エ

コセメント製品の普及を促進しています。

不燃ごみや粗大ごみは、それぞれ破砕や選別を

行い、資源を回収したうえで埋立処分しています。

エコセメント施設の全景
提供：東京たま広域資源循環組合

理処間中 分処終最理処間中 分処終最
【２３区】

立埋るす理管が都京東
場分処

施実で独単はで村町市の部一。施実が合組務事部一●施実が村町市区●

場分処
【多摩】

環循源資域広また京東
処立埋るす理管が合組

どな場分・砕破みご大粗
設施別選

粗
大
ご
み

可
燃
ご

設施別選
発電、熱回収 【島しょ】

事部一村町嶼島都京東
立埋るす理管が合組務

場分処 どなご
み

却施設焼 リサイクル

場分処

【 灰却焼 】
不
燃
ご
み 燃不 みご 砕破 ・

【 灰却焼 】
区３２ ⇒スラグ・セメント原料
摩多 ⇒エコセメント

【

資

燃不 みご 砕破
設施別選 鉄・アルミ

など

設施化源資

【
鉄・アルミの地金にして

用利再

資
源

設施化源資

【

【鉄・アルミなど】

収集・運搬

一般廃棄物の処理の流れ
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３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

 都内の産業廃棄物の現状
▪全国の６％を占める都内排出量

2015（平成27）年度における都内からの産業

廃棄物の排出量は2,370万トンで、全国排出量の

６％に当たります。産業廃棄物は広域的に処理さ

れており、中間処理については23％が、最終処分

については89％が都外で処理されています。2015

（平成27）年度の産業廃棄物の不法投棄件数は、

全国で143件、投棄量は約16.6万トンになってい

ます。都内における不法投棄の確認事例は少ない

ものの、都内から排出された産業廃棄物が他県で

不法投棄される例がみられます。

▪建設廃棄物をめぐる課題

今後、高度経済成長期の前後に造られたインフ

ラや建築物の多くが一斉に更新期を迎え、がれき

類などの建設廃棄物の発生量が急増することが予

想されます。

建設廃棄物の不法投棄件数は、2015（平成27）

年度は112件で、不法投棄全体の78％を占めてい

ます。不法投棄を発生させないための取組ととも

に、建設廃棄物のリサイクルを進める仕組みづく

りが強く求められています。

合計
61

建設泥土
5(9%)

廃プラスチック
3(5%)

混合廃棄物
13(21%)

ガラス・コンクリート・
陶磁器くず
11(18%)

下水汚泥
3(5%)

その他汚泥
2(3%)

がれき類
16(26%)

その他
6(10%)

単位 ： 万トン

上水汚泥
2(3%)

都内の産業廃棄物の種類別最終処分量
2015（平成27）年度

16.6

 ※本集計は、１件あたりの投棄量が10トン以上の事案を対象としている。
（出典）環境省資料

投棄件数（件） 投棄量（万ｔ）

0

20

40

60
投棄件数
投棄量

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
年度

0

200

400

600

800

13.1

554

10.2
5.7

20.3

382
308 279

5.3

192

4.4

187

6.2

216

2013

2.9

159

2014

2.9

165

2015

143

産業廃棄物の不法投棄件数及び不法投棄量の推移（全国）

合計
2,370 下水汚泥

1,159(49%)

建設泥土
243(10%)その他の汚泥

48(2%)

がれき類
680(29%)

混合廃棄物
31(1%)

廃プラスチック
31(1%)

ガラス・コンクリート・
陶磁器くず　58(2%)

木くず　29(1%) その他　31(1%)

単位 ： 万トン

上水汚泥　44(2%)
金属くず　17(1%)

都内の産業廃棄物の種類別排出量
2015（平成27）年度

他道府県
5

（2015年度）
単位 : 万トン

茨城
1

千葉
18神奈川

8

都内
7

埼玉
14

群馬
2

栃木
7

東京の産業廃棄物最終処分先

（注）各項目は四捨五入してあるため、合計値があわない場合があります。
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３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

 区部の最終処分場
23区内から排出される一般廃棄物、都内の中小

企業者から排出される産業廃棄物、都の上下水道

施設等から排出される廃棄物は、都が設置・管理

する中央防波堤外側埋立処分場と新海面処分場で

埋立処分を行っています。

中央防波堤外側埋立処分場の面積は199haで、

1977（昭和52）年から、新海面処分場319haで

1998（平成10）年から廃棄物の埋立てを行って

います。

今後新たな埋立処分場を設置することは極めて

困難であるため、現在の最終処分場を可能な限り

長期間使用できるよう、「廃棄物等の埋立処分計

画」により計画的に埋立処分を実施していますが、

現在の推計では50年程度しか使用できません。

▪埋立処分場の環境保全

埋立処分場は、廃棄物や浸出水が海へ流出する

のを防止するため、強固な護岸で守られています。

廃棄物の埋立は、廃棄物３ｍにつきおおむね50ｃ

ｍの覆土をする方式で行い、廃棄物の飛散防止や

害虫の発生防止等に努めています。処分場から発

生する浸出水については、排水処理場で処理する

など、各種公害防止施設を設置し、管理・運営を

行っています。

さらに、処分場の早期安定化と地球温暖化対策

として、埋立処分場から発生するメタンガスを回

収し、発電に利用しています。2016（平成28）

年度は、約1,640MWｈ発電しましたが、埋立処

分場に隣接する臨港道路南北線橋梁整備などの影

響により、１月中旬から休止し、2019（平成31）

年度に再開する予定です。

また、2011（平成23）年５月から処分場周辺

と埋立エリア周辺の空間放射線量、浸出水、処理

水等の放射能濃度を測定し、その結果を都のホー

ムページで公表しています。
（ＵＲＬ）�http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/

▪施設見学

廃棄物の減量・リサイクルの促進には、都民の

理解と協力が重要です。

そのため、埋立処分場の実態を理解してもらう

よう施設見学会を行っています。小学生の社会科

見学を中心として、2016（平成28）年度は約

５万１千人の方々が処分場の見学に訪れました。
（ＵＲＬ）�http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/landfill/

index.html

○○量
中 段 は 産 業 廃 棄 物 全 体 の 量
下段は上下水道汚泥を除いた量

排出量
2,370(100%)
1,167(100%)

直接再生利用量
2( 0 %)
2( 0 %)

減量化量
1,347(57%)
  150(13%)

処理残さ量
1,018(43%)
1,011(87%)

処理後再生利用量
960(41%)
959(82%)

再生利用量
962(41%)
961(82%)

最終処分量
61( 3 %)
56( 5 %)

処理後最終処分量
57( 2 %)
53( 5 %)直接最終処分量

3( 0 %)
3( 0 %)

＊都内1,826〈77%〉 ＊都外539〈23%〉

＊都内7〈11%〉　＊都外54〈89%〉

単位：万トン

注１　（　）内は排出量に対する割合、〈　〉内は都内：都外処理の割合を示します。
注２　各項目量は四捨五入してあるため、合計値が合わない場合があります。

中間処理量
2,365(100%)

  1,161(100%)

2015（平成27）年度　都内の産業廃棄物の流れ
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３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

 多摩地域・島しょ地域の最終処分場
多摩地域で中間処理された一般廃棄物の処理残

さ及び不燃ごみについては、東京たま広域資源循

環組合などが設置・管理する最終処分場で埋立処

分（東京たま広域資源循環組合では不燃ごみのみ

埋立処分）を行っています。

また、島しょ地域で中間処理された一般廃棄物

の処理残さ及び不燃ごみについては、東京都島嶼

町村一部事務組合が設置・管理する最終処分場

（大島・八丈島）や小笠原村が設置・管理する最終

処分場（父島）などで埋立処分を行っています。

大島一般廃棄物管理型最終処分場の全景
提供：東京都島嶼町村一部事務組合
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３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

都では、東京都における循環型社会形成のため

の基本計画として東京都資源循環・廃棄物処理計

画を策定しています。

東京都資源循環・廃棄物処理計画

「持続可能な資源利用」の推進

東京都資源循環・廃棄物処理計画の概要
計画期間　2016（平成28）年度から2020（平成32）年度まで（５年間）
計画目標１　資源ロスの削減
計画目標２　「持続可能な調達」の普及
計画目標３　循環的利用の推進と最終処分量の削減
　　　　　　・一般廃棄物の再生利用率
	 2020（平成32）年度　27％
	 2030（平成42）年度　37％
　　　　　　・最終処分量（一般廃棄物・産業廃棄物計）
	 2020（平成32）年度　2012（平成24）年度比14％削減
	 2030（平成42）年度　2012（平成24）年度比25％削減
計画目標４　適正かつ効率的な処理の推進
計画目標５　災害廃棄物の処理体制

【計画の基本的考え方】
１　2030（平成42）年に向けて東京の資源循環・廃棄物処理が目指すべき姿
　⑴持続可能な資源利用への転換
　　－地球規模の環境負荷等の低減に向けて、先進国の大都市としての責任を果たす－
　⑵良好な都市環境の次世代への継承
　　－最適化された資源循環・廃棄物処理計画を目指す－
２　多様な主体との連携

【主要な施策】
施策１　資源ロスの削減
　　　　・	食品ロス問題に取り組む企業やＮＧＯ／ＮＰＯ等と連携し、家庭や店舗等における消

費期限前の食材を効果的に消費するなどの取組を推進
　　　　・	使い捨て型ライフスタイルの見直し（リユース容器、レジ袋対策等）など
施策２　エコマテリアルの利用と持続可能な調達の普及の促進
　　　　・	建設工事におけるエコマテリアルの普及促進（持続可能な木材利用、再生砕石・再生

骨材コンクリート、建設泥土改良土の利用促進等）
　　　　・	「持続可能な調達」を中小企業を含め広く都内の事業活動に普及
施策３　廃棄物の循環的利用の更なる促進（高度化・効率化）
　　　　・	区市町村と連携した事業系廃棄物のリサイクル（３Ｒ）のルールづくり

施　策
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３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

 食品ロス対策
日本国内では、本来食べられるにもかかわらず

捨てられている、いわゆる食品ロスが年間621万

トン発生しています。これは、1,300万人の東京

都民が１年間に食べる量に匹敵する膨大な量です。

この中には、流通段階で賞味期限前に廃棄される

食品や飲食店における食べ残しなどによる食品ロ

スが339万トンも含まれています。

また、都では2013（平成25）年４月に施行さ

れた東京都帰宅困難者対策条例により、事業者に

３日分の食料備蓄が努力義務とされましたが、今

後、備蓄食料の更新に伴う食料廃棄の増加も予想

されます。

「都民ファーストでつくる『新しい東京』〜2020年

に向けた実行プラン〜」においても、「2030年度

までに食品ロス半減を達成するための『食品ロス

削減・東京方式』を確立」することを2020年度

目標として設定し、「東京都食品ロス削減パート

ナーシップ会議」を設置するほか、防災備蓄食品

の有効活用の仕組みづくりを進めています。また、

先進的な取組を行う企業等と連携したモデル事業

の推進や、九都県市の外食店舗及び家庭における

食べきりを促す「食べきりげんまんプロジェクト」

の実施など、食品ロス削減に向けた施策に取り組

んでいます。

　　　　・	都市鉱山の活用（小型家電のリサイクル）
　　　　・	焼却灰のリサイクル促進等による最終処分場の更なる延命化
　　　　・	リサイクル・廃棄物処理システムの最適化に向けた制度の合理化等など
施策４　廃棄物の適正処理と排出者のマナー向上
　　　　・	区市町村への技術的支援の強化
　　　　・	遺品整理、在宅医療廃棄物等、超高齢化・人口減社会に対応したごみ処理システムの

検討
　　　　・	海ごみ対策、ごみの散乱防止・街の美化（主要繁華街で美化活動を推進）
　　　　・	古紙持ち去りの根絶に向け、区市町村を支援
　　　　・	廃家電等の違法処理を防止するため、不用品回収業者等への指導・健全なリサイクル

事業者の育成など
施策５　健全で信頼される静脈ビジネスの発展
　　　　・	優良な処理業者が市場で優位に立てるよう、第三者評価制度を普及促進、排出事業者

に周知
　　　　・	スーパーエコタウン事業に関する情報発信など
施策６　災害廃棄物対策
　　　　・	首都直下地震等に備え、東京都災害廃棄物処理計画を策定

資源ロス削減の促進
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３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

 使い捨て型ライフスタイルの見直し
持続可能な資源利用を推進するためには、ごみ

になるようなものを買わない、もらわないことや、

再使用や長期使用を考慮した消費行動などを通じ

て、身近なところから使い捨て型のライフスタイ

ルを見直していくことが重要です。

そのため、都は、九都県市の「九都県市容器包

装ダイエット宣言」等による容器包装廃棄物の削

減や現状では多くが使い捨てされているレジ袋の

削減を推進し、使い捨て型ライフスタイルの見直

 木材の持続可能な利用促進
東京では、建築物の建設に伴う型枠用合板の消

費が多いことから、環境等に配慮したコンクリー

しや資源ロスを生まない流通に資する取組などを

推進していきます。

レジ袋の削減推進については、平成29年度から

具体的な取組を進めます。例えば、スーパー、コ

ンビニ等の販売事業者、消費者代表、区市町村な

どによる協議会を設置し、2020（平成32）年度

のレジ袋無償配布ゼロに向けて、協議を進めます。

また、エコバッグ持参の呼びかけなどキャンペー

ンによる普及啓発を実施して、都民にライフスタ

イルの転換を促します。

エコマテリアルの利用促進

ト型枠用合板を普及させるなど多摩産材を含む国

産材や森林認証木材の利用を促進し、違法伐採木

材・非持続可能な木材の排除を進めていきます。

Close-up   3 防災備蓄食品の有効利用に向けて

賞味期限を迎えた防災備蓄食品は、これまで
廃棄されることがほとんどでした。また、東日
本大震災以降に備蓄された食品が今後更新時期
を迎えるにあたり、ますます多くの備蓄食品が
廃棄されると予想されます。
そこで、環境局は、2016（平成28）年度に

民間事業者と連携し、賞味期限前の防災備蓄食
品を福祉施設等に寄贈するほか、賞味期限切れ
のものについては飼料等にリサイクルするモデ
ル事業を実施しました。本事業では、賞味期限

が近づいた約32万食のアルファ化米等を都内
約600の社会福祉法人やフードバンク、こども
食堂等に寄贈しました。さらに、約35万食の
クラッカーやアルファ化米を、防災備蓄の重要
性と併せ、食べ物の大切さを認識していただく
きっかけづくりとして、イベント等で都民や団
体等に配布しました。
今後も引き続き、防災備蓄食品を廃棄せず有

効活用できるシステムの構築に取り組んでまい
ります。

防災備蓄用クラッカー 都民への配布の様子
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３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

 再生資材の利用促進
建設副産物対策を総合的かつ計画的に行うた

め、「東京都建設リサイクル推進計画」及び「東京

都建設リサイクルガイドライン」を策定していま

す。その中で、再資源化の考え方や手続きなどを

明らかにすることにより、コンクリート塊、建設

泥土等の建設副産物の再生利用を促進し、再生資

材が建設資源として積極的に選ばれる資源循環を

促進します。

また、2017（平成29）年５月より、建設工事

におけるエコマテリアルの利用促進のため、需要

減少への対応、品質の確保、廃棄物由来であるこ

とによる忌避感の解消などの課題がある再生砕石

について、その品質に関する基準及び製造する施

設に対する認証、普及啓発による利用拡大に向け

た支援を実施しています。

 持続可能な調達の推進
東京2020大会を契機に、「持続可能な消費と生

産」を広く都内の事業活動や都民の消費行動に普

及させるため、公共調達や民間調達における「持

続可能な調達」を定着させていきます。

再生資源をはじめとする低炭素・自然共生・循

環型の資源の利用を促すとともに、中小企業が

「持続可能な調達」に取り組みやすいよう的確に情

報を発信していきます。

コンゴ民主共和国のコバルト鉱山で
鉱石の選定をする子供たち

©Amnesty International

再生骨材コンクリート

国産材型枠用合板の使用



45

ス
マ
ー
ト
エ
ネ
ル
ギ
ー
都
市
の
実
現

３
Ｒ
・
適
正
処
理
の
促
進
と

「
持
続
可
能
な
資
源
利
用
」
の
推
進

自
然
豊
か
で
多
様
な
生
き
も
の
と

共
生
で
き
る
都
市
環
境
の
継
承

快
適
な
大
気
環
境
、
良
質
な
土
壌
と

水
循
環
の
確
保

環
境
施
策
の
横
断
的
・
総
合
的
な
取
組

資　
料　
編

３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

 事業系廃棄物のリサイクル促進
オフィスビルや商業店舗等の事業系施設からは、

紙くずなどの一般廃棄物のほか、廃プラスチック類、

金属くず、ガラスくずなどの産業廃棄物が排出され

ます。これらの廃棄物は、適切に分別すれば資源と

して利用できますが、都内の事業系施設では、保

管スペースが狭い等の理由により、３Ｒ（Reduce、

Reuse、Recycle）が必ずしも十分とはいえない状

況です。循環型社会を構築するためには、事業系

廃棄物の３Ｒを更に推進する必要があります。

そのため、東京都と区市町村が連携し、現場実

態を踏まえた事業系廃棄物の３Ｒルールづくりに

取り組んでいきます。

 使用済小型電子機器のリサイクル促進
使用済小型電子機器にはレアメタルなどの有用金

属が使われているため、都は、それらの有用金属の

リサイクルに取り組んでいます。2008（平成20）

年度に、携帯電話の回収実験を実施したのを皮切り

に、2009（平成21）年度から2011（平成23）年

度には、江東区、八王子市とともに国の使用済小型

電子機器回収モデル事業に参加しました。

また、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進

に関する法律（小型家電リサイクル法）」の施行に

先駆け、2012（平成24）年度に、「使用済小型電

子機器リサイクル促進のための検討会」を設置し、

小型電子機器リサイクル促進策の考え方を取りまと

めました。

さらに、東京2020大会のメダル製作に役立てる

ため、新宿区と連携し、2017（平成29）年２月より

都庁舎において小型電子機器等の回収を開始しまし

た。回収した小型電子機器は、大会組織委員会によ

る「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェ

クト」に提供します。

都は、今後も関係者と連携して、使用済小型電子

機器のリサイクル促進に取り組んでいきます。

廃棄物の循環利用の更なる促進

Close-up   4 使用済小型電子機器のリサイクル促進

国内で廃棄される家電製品やＩＴ機器には、
有用金属が多く含まれており、特に都市部に集
中していることから、「都市鉱山」と呼ばれて
います。例えば、携帯電話やデジタルカメラに
は、金、銀、銅が含まれています。これらの
金、銀、銅を回収して、東京2020大会の入賞
メダルにすることを目的とした「都市鉱山から
つくる！みんなのメダルプロジェクト」が、
2017（平成29）年４月、大会組織委員会によ
り開始されました。
都は、新宿区の協力を得て、2017（平成29）
年２月より先行して、都庁舎において使用済み
小型電子機器等を受け付け、このプロジェクト
に提供しています。このプロジェクトを契機と
して、大会に向けた都民の参加気運を高めると
ともに、今後も使用済小型電子機器のリサイク
ル促進に取り組んでいきます。

東京2020大会のメダル製作に向けて、ぜひ
ご協力ください。

都庁舎における回収開始セレモニー
（2017（平成29）年2月16日）
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３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

Close-up   5 先進的な事業者と連携した「持続可能な資源利用」の推進

都は、2016（平成28）年3月に策定した「東
京都資源循環・廃棄物処理計画」の中で、2030
年の東京の資源循環が目指すべき姿として「持
続可能な資源利用への転換」を掲げ、それを実
現するため、ⅰ）資源ロスの削減の促進、ⅱ）
エコマテリアルの利用の促進、ⅲ）廃棄物の循
環的利用の更なる促進を図るための先駆的な取
組を広く民間事業者等から公募し、都と共同し
てモデル的に実施する事業（以下「モデル事業」
という。）を展開しています。
・�参考 2016（平成28）年度に実施したモデル事業

【資源ロスの削減の推進】
① 「ふくのわプロジェクト～古着の回収でパラ

スポーツを応援！～」を通じた資源の効率的
な回収方法の確立
（提案者：株式会社産業経済新聞社）
＜概要・成果＞
　○	　年間約100万トン超が廃棄処分されて
いる古着等について、宅配便または都内
の企業・学校等を拠点とした効率的な回
収方法を構築

　○	　リユース業者への売却益を障害者ス
ポーツ（パラスポーツ）の支援団体へ寄付

　	　⇒	約6000kg超の古着を回収し、約22万
円をパラスポーツの支援団体へ寄付
（平成28年10月〜平成29年1月末）

② 物流センターを利用して防災備蓄食品を減量・
リサイクルし、食品ロス削減に寄与する事業
（提案者：	一般社団法人食品ロス・リボーンセ

ンター）
＜概要・成果＞
　○	　都内で主に自治体が保管している、賞味
期限が迫った防災備蓄食品等（5,464箱
（約52トン））を回収し、賞味期限まで余裕
のあるものは、社会福祉法人、こども食
堂、フードバンク及び炊き出し団体等へ寄
贈（4,997箱（約47トン）を674施設へ）

　○	　賞味期限が切れた食品は飼料化（467
箱（約5トン））

　○	　提供された全ての防災備蓄食品が焼却
された場合と比較すると、二酸化炭素の
排出量は3,320㎏削減されたものと推計

【廃棄物の循環的利用の更なる促進】
③ 環境負荷低減と経済性向上のためのITを駆使

した次世代型廃棄物資源物流網の構築
（提案者：白井グループ株式会社）
＜概要・成果＞
　○	　自由が丘を中心とするエリアにおいて、
収集運搬業者3社が連携して収集するた
めに必要な基礎情報を取得

　○	　IT配車シミュレーションによる収集

ルートの最適化により、その効果を検証し
たところ、総走行距離を21〜22％、総走
行時間を7〜30％削減できることが判明

④ サンプル品・不用品・端材等を活用するデザ
インループの構築事業
（提案者：株式会社サティスファクトリー）
＜概要・成果＞
　○	　企業からのサンプル品等の回収、大学
生向けのデザインワークショップ開催、
回収したサンプル品等を用いた小学校へ
の環境教育教材（エコクラフトパック）提
供というデザインループを構築

　○	　様々な業種の7社から、本来は捨てら
れていたサンプル品等を提供（回収ボッ
クス（中；	約87L）	17個分、回収ボック
ス（大；約113L）	1個分）

　○	　都内4つの小学校でエコクラフトパック
を利用した授業を実施

⑤ イベントの3R対策と循環型街づくりの意識啓
発事業
（提案者：レコテック株式会社）
＜概要・成果＞　
　○	　国連大学前で開催されるFarmer’ s	
Marketに お い て イ ベ ント「Rethink	
Waste」を実施（1/21,22）。イベント
関連ごみを12分別・計量して発生量を見
える化したところ、リサイクル率約80％。

　○	　各現場の計量器データを収集、Google
マップ上に逐次表示させるとともに、地
域別、発生元別、廃棄物種類別等のソー
ティング、集計等を行えるシステムを開
発。これにより収集運搬の効率化ととも
に、ロットの確保により資源として捉え
ることが可能になり、新しいビジネスの
創出を期待

⑥ 東京都スーパーエコタウン連携における残渣
物広域資源化プロジェクト

　～ 処理残渣物を用いた人工粘土（セメント原
料）の製造実証～

（提案者：成友興業株式会社）
＜概要・成果＞
　○	　建設混合廃棄物の選別処理で生じた残
渣物を洗浄処理した上で、人工粘土の最
適な製造方法を実証

　○	　得られた人工粘土はセメント施設の受
入基準を満足する品質であることを確認

　○	　コスト試算では1.2~1.5万円/t（運搬
費込）と、その他のリサイクル利用
（1.4~1.5万円/t（運搬費込））と同等（な
お、最終処分は約3万円/t）
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３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

 優良な取組を行う処理業者の評価制度
産業廃棄物の適正処理を更に推進するためには、

排出事業者が信頼性の高い処理業者を選択できる

仕組みを構築し、優良な処理業者を育成していく

ことも必要です。

都は、2009（平成21）年10月から、法令で定

められた義務以上の優れた取組を行っている処理

業者について、行政から独立した第三者機関が専

門的かつ客観的に評価する制度を導入し、産業廃

棄物の処理に対する社会的な理解と信頼性の向上

を図っています。

制度の目的は次のとおりです。

①	排出事業者への信頼できる処理業者情報の提供

②優良な処理業者の育成と適正処理の推進

③	健全な産業廃棄物処理・リサイクルビジネス

の発展

この制度により認定された事業者を「産廃エキ

スパート」・「産廃プロフェッショナル」と言います。

静脈ビジネスの発展及び廃棄物の適正処理の促進

静脈ビジネスの発展

優良性基準適合認定制度
産業廃棄物処理業者の任意の申請に基づき、適正処理、資源化及び環境に与える負荷の少ない取
組を行っている優良な業者を、第三者評価機関として都が指定した公益財団法人東京都環境公社が
評価・認定する制度です。
産廃エキスパート（第一種評価基準適合業者）は、業界のトップランナー的業者、産廃プロ
フェッショナル（第二種評価基準適合業者）は業界の中核的役割を担う優良業者です。
現在の認定業者は249社（2017（平成29）年４月１日現在）です。
都は今後も、優良な処理業者の育成と適正処理の推進、排出事業者に信頼できる処理業者情報の
提供に取り組んでいきます。
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３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

 産業廃棄物に係る報告・公表制度
産業廃棄物を排出する事業者は、排出した産業

廃棄物を適正に処理する責任があります。

また、産業廃棄物の処理を受託する処理業者は、

受託した産業廃棄物を適正に処理しなければなり

ません。

そこで、都は、東京都廃棄物条例を改正し、産

業廃棄物の排出事業者及び処理業者に対して、適

正処理を確保するための取組や受託した産業廃棄

物の処理状況について、知事に報告することを義

務付け、その内容を環境局ホームページで公表す

る、報告・公表制度を2005（平成17）年９月に

開始しました。この制度により、排出事業者の意

識の向上と処理業者の処理の透明化による、適正

処理・リサイクルの徹底を図っています。
（ＵＲＬ）�http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/industrial_

waste/notification/publication/index.html

廃棄物の適正処理とマナー向上

Close-up   6 スーパーエコタウン事業の推進

都は、首都圏における廃棄物問題の解決と環境産業の立地を促進し、循環型社会への変革を推進
することを目的に、国の都市再生プロジェクトの一環として、「スーパーエコタウン事業」を行って
います。同事業は、臨海部の都有地に廃棄物処理・リサイクル施設を整備するものです。
現在、ＰＣＢ廃棄物処理施設、ガス化溶融等発電施設、建設混合廃棄物リサイクル施設（２施

設）、食品廃棄物リサイクル施設（３施設）、廃情報機器類等リサイクル施設（２施設）、がれき
類・建設泥土リサイクル施設、廃タイルカー
ペットのリサイクル施設、埋設廃棄物リサイク
ル施設（２施設）の13施設が稼働しています。
施設の公開については、施設ごとに対応して

いますが、都では最先端の環境技術を取り入れ
た廃棄物処理及び再資源化について理解を深め
てもらうとともに、情報を広く発信するため、
一般都民を対象としたスーパーエコタウン事業
施設見学会を開催しています。
お申込み先：公益財団法人東京都環境公社見学係
　　　　　　電話03-3570-2230
　　　　　　 http://www.tokyokankyo.jp/

kengaku/ecotown.html

中央防波堤内側埋立地

大田区
城南島

・建設混合廃棄物リサイクル施設
・その他のリサイクル施設
　（約7ヘクタール）

東京臨海部

（ＵＲＬ）�http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/recycle/
super_eco_town/index.html
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３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

 古紙持ち去り問題対策
都は、古紙回収業者、古紙問屋、製紙メーカー

等の古紙業界代表、区市町村とともに、「古紙持ち

去り問題対策検討協議会」を2010（平成22）年

11月に設置し、2011（平成23）年6月に「古紙

持ち去り問題根絶に向けた取組」を取りまとめま

した。2012（平成24）年度からは、区市町村、

警視庁及び古紙業界代表が一堂に会し、古紙持ち

去り対策の情報を東京都全体で共有することを目

的とした「古紙持ち去り対策に関する情報交換会」

を開催しています。また、資源物持ち去り禁止条

例の制定を目指す自治体への技術的支援を行って

います。2013（平成25）年度からは、区市町村

と地域が連携した取組に対して補助を行うことで、

区域内外への波及効果の高い取組を支援しており、

今後も引き続き必要な情報共有を積極的に行うな

ど、持ち去り対策に協力して取り組んでいきます。
（ＵＲＬ）�http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/general_

waste/koshi-mochisari.html

 ＰＣＢ廃棄物の適正処理
ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）は、化学的に安

定している、絶縁性が良い、不燃性であるなどの

性質を有する物質であり、変圧器やコンデンサー

用の絶縁油等に使用されていました。1968（昭和

43）年のカネミ油症事件を契機にＰＣＢ汚染が問

題となり、1972（昭和47）年に製造が中止され

ました。

ＰＣＢ廃棄物には、1972（昭和47）年以前に作

られた高濃度（5,000ｍｇ／ｋｇ超〜）のものと、

その後混入が判明した極めて低濃度である微量（濃

度0.5超〜100ｍｇ／ｋｇ程度）のものがあります。

高濃度のＰＣＢ廃棄物は、全国に５か所ある中

間貯蔵・環境安全事業株式会社で化学分解処理を

し、微量のＰＣＢ廃棄物は全国39か所（2017（平

成29）年７月現在）の無害化処理施設等で焼却等

による処理をすることとなっています。

法律では、保管中のＰＣＢ廃棄物について毎年

都道府県市へ届けるよう定められています。都で

は、これに加え使用中のＰＣＢ機器についても届

出をいただき、適正な管理をお願いしております。

高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理においては、国と都

道府県が出えんして造成された基金により、中小

企業等を対象として、処理費用の７割が軽減され

る措置が講じられていますが、廃棄物の収集運搬

費用は軽減措置の対象外であるため、都では、収

集運搬費についても、その一部を補助する制度を

報告内容を公表報告内容を公表

報 告

アクセス

都民・事業者等

東 京 都

【取組を年1回報告】
①基本方針と組織体制

②適正な委託処理の確保

　・処理業者の選定方法

　・履行状況の確認方法

③資源化率と資源化の内容

④再生資源の利用状況

⑤ホームページなどでの情報の

　 公開状況など

☆制度のねらい
排出事業者の適正処理確保に向けた取組を促進

・取組への社会的評価
・意識の向上、取組の促進

☆特定排出事業者(約1,050）
○建設業（資本金3億円超）○製造業（300人以上の工場）
○病院など

【排出事業者】 【処理業者】
☆制度のねらい
処理業者の処理の透明化を促進

☆対象となる処理業者（約850）

○積替え保管を行う収集運搬業者

○処分業者

①マニフェストの使用状況

②搬入量・保管量・処分量・搬出量

③使用車両の延べ台数

④再生資源の利用状況

⑤保管場所、

　処分場所の現況（写真）など

【処理状況を年２回報告】

ホームページで 
公表

環境局の 

産業廃棄物に係る報告・公表制度
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３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

 水銀の適正処理
水銀は有害物質であり、環境中への人為的な排

出を可能な限り防止する必要があります。このた

め、水銀による環境汚染や健康被害を防ぐための

「水銀に関する水俣条約」が2013（平成25）年

10月に採択されました。

我が国では、これまでの官民による取組により、

現在は、水銀による国内局地汚染は発生していま

せんが、いまだ血圧計や蛍光ランプ等の水銀使用

製品が多く流通しています。

水銀の環境汚染を未然に防止するためには、水

銀使用製品の製造・使用・処理の各段階での取組

が必要であり、そのため、水銀使用量の多い血圧

計について、東京都医師会及び製造事業者と連携

し、廃棄時の注意を明示したラベルの表示を推進

する取組を行っています。

また、都は、水銀血圧計や体温計、蛍光ランプ、

ボタン電池など水銀使用製品について、代替製品

への転換、水銀使用量の削減並びに水銀含有廃棄

物の回収及び適正処理を一層進めています。また、

水銀含有廃棄物の適正処理に取り組む区市町村の

支援を行っています。

 在宅医療廃棄物の適正処理
高齢化社会の進展と医療技術の進歩により、在

宅医療は年々増加し、家庭から排出される在宅医

療廃棄物は、排出量、種類とも増加しています。

都は、2012（平成24）年12月に「在宅医療廃棄

物の適正処理に関する検討会」を設置し、2013

（平成25）年11月に検討結果を取りまとめました。

また、関係団体等との協働的な取組を進めるため、

2013（平成25）年度からは、関係団体、区市町

微量ＰＣＢ汚染機器処理経費補助
ＰＣＢを使用していないはずの変圧器等の電気機器にも微量ＰＣＢ（濃度0.5〜100ｍｇ／ｋｇ程

度のＰＣＢ）が含まれていることが判明しました。これらの電気機器は全国に120万台あると推定
され、使用を終えた微量ＰＣＢ廃棄物の増加が
社会的に大きな問題となっています。
このため、国は既存の焼却施設を活用した微

量ＰＣＢの無害化処理施設を認定する制度を創
設し、2017（平成29）年７月現在、全国で34
施設が認定されています。また、廃棄物処理法
に基づく処分業の許可施設が５か所あります。
都は、中小企業者の負担を軽減し、処理を促進

するため、2011（平成23）年９月に微量ＰＣＢ
廃棄物処理費用の助成制度を開始し、ＰＣＢによ
る環境汚染リスクの軽減を図っています。

助成対象
廃 棄 物

・微量ＰＣＢの含有が確認された絶縁油
・�微量ＰＣＢ絶縁油が封入されたドラム缶
等容器
・�微量ＰＣＢ絶縁油が封入された変圧器等

助　　成
対 象 者

都内に微量ＰＣＢを所有している個人・中
小企業等

助　　成
対象経費

・�電気機器から微量ＰＣＢ汚染絶縁油の抜
取りに要する経費
・微量ＰＣＢ廃棄物の運搬経費
・微量ＰＣＢ廃棄物の処分経費

助 成 額 汚染のない絶縁油・電気機器の処理経費と
の差額の２分の１（上限あり）

助成期間 2011年度から2020年度まで
※分析費用についても、12,500円を限度に半額補助を行っています。

2017（平成29）年８月に開始しました。

また、都では、微量ＰＣＢ廃棄物についても、

分析費用と処理費用の半額程度（限度額あり）を

補助する制度を行っており、都内のＰＣＢ廃棄物

の処理を促進しています。
（ＵＲＬ）�http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/industrial_

waste/pcb/index.html
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３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

村との意見交換会を開催しています。さらに、

2014（平成26）年度から、区市町村と地域が連

携した取組に対して補助を行うことで、区域内外

への波及効果の高い取組を支援しています。今後

も引き続き、関係団体・区市町村と連携して取り

組んでいきます。
（ＵＲＬ）�http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/general_

waste/medical_waste.html

 海岸漂着物対策
海岸漂着物の円滑な処理及び発生の抑制を図る

ことを目的とした「美しく豊かな自然を保護するた

めの海岸における良好な景観及び環境の保全に係

る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律（通

称：海岸漂着物処理推進法）」が2009（平成21）

年７月に施行されました。これにより、都道府県

は海岸漂着物対策を重点的に実施する地域や各主

体の相互協力や役割分担を示した地域計画を策定

することとなりました。

都では、地域計画として、「小笠原諸島における

海岸漂着物対策推進計画」及び「伊豆諸島におけ

る海岸漂着物対策推進計画」を策定し、この計画

に基づき、海岸管理者、地元自治体、都及びＮＰ

Ｏ等が連携して、海岸漂

着物対策に取り組んでい

ます。あわせて、本土部

における発生抑制・普及

啓発対策にも取り組んで

いきます。

海ごみについて学ぶ「ショートムービー」を作成しました。
都では、海ごみの発生抑制に係る普及啓発用ツールとして、東京とニューヨークの子供達ととも
に海ごみ問題を学び考えるショートムービーを作成しました。
＜概要＞
・東京の小学生（江戸川区立平井小学校４年生）と、ニューヨークの小学生（ニューヨーク市立
ブルックリン区第15小学校４年生）が、それぞれ海ごみ問題を学び、自分たちが出来ることを考
え意見交換を行ったムービーです。
・ムービーには海ごみ問題についてのわかりやすい解説がついており、東京とニューヨークの子
供達とともに海ごみ問題を学び考えていくことができます。
　※YouTube

　　　　「予告編（40秒）」https://youtu.be/XDAGRKUEBTg
　　　　「本　編（30分）」https://youtu.be/XAp35bK3F7k
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３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

 不法投棄対策
産業廃棄物は広域的な処理が認められています

が、これにより県境を越えて移動した廃棄物が不

法投棄されるなど、不適正処理される事例が後を

絶ちません。

都は、2000（平成12）年度から「産業廃棄物

不適正処理防止広域連絡協議会」を設置し、また、

2002（平成14）年度には、「産廃Ｇメン」を設置

し、不法投棄対策への取組を強化しました。

産業廃棄物の不法投棄の多くは、建設廃棄物で

占められていることから、建設廃棄物の不法投棄

を未然に防止するため、2007（平成19）年度か

ら、解体工事現場に対する指導を強化しています。

 産廃スクラム32
産業廃棄物の不適正処理は、近年、より広域、

悪質、巧妙化しており、また、暴力団が関与する

事例も増加しています。

このような不適正処理を未然に防止するととも

に、発生した事案に対して迅速かつ的確に対応し、

強力な指導や行政処分を行うため、2000（平成

12）年11月に「産業廃棄物不適正処理防止広域

連絡協議会」を設置しました。現在、１都、11県、

20市の32自治体により「産廃スクラム32」とし

て相互に情報交換や協力体制を構築しています。

産廃スクラム32では、2008（平成20）年度か

ら不法投棄撲滅強化月間を設定し、構成自治体が

それぞれ陸海空からのパトロールを行うなど連携

的取組を実施してきました。また、2009（平成

21）年３月には、一般社団法人東京路線トラック

協会（現、一般社団法人全国物流ネットワーク協

会）との間で、「廃棄物の不法投棄の情報提供に関

する協定」を締結し、路線トラック業70社のドラ

イバーが、業務走行中に不法投棄現場を発見した

場合、関係自治体へ直接通報する仕組みをつくる

など取組を一層強化しています。

 建物解体工事に係る現場指導の強化
都は、産業廃棄物処理業者に対する規制監視や

近隣自治体と連携した広域的なパトロールの実施

などにより、廃棄物の不法投棄の撲滅に努めてき

ました。

しかし、依然として不法投棄等の不適正処理が

後を絶たず、不法投棄件数の約８割が建設廃棄物

によるもので占められています。

こうした現状を踏まえ、2007（平成19）年度

からは、不法投棄の未然防止の観点から解体工事

現場に直接立ち入って指導を実施し、廃棄物の分

別・保管・運搬の状況や処分方法及び搬出先など

について調査・指導を実施しています。必要があ

れば、搬出先である中間処理施設などへの追跡調

査も行い、不適正処理などの疑いがある場合は元

請業者や発注者である施主にまで踏み込んで注意

喚起を促し、さらに悪質事例については行政処分

等の厳正な対応を行うことで不法投棄の未然防止

を図っています。

産業廃棄物運搬業者を指導する産廃Ｇメン

不法投棄等の不適正処理防止に向けた対策の実施
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３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

 廃家電等の不適正処理・違法輸出の防止
エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫などの廃家

電等には、金属等の貴重な資源が多く含まれてい

る一方、有害物質やフロン類を含むものがあるこ

とから、粗雑な処理が行われた場合、環境汚染の

原因となりかねません。しかし、現状では、多くの

廃家電等が違法に収集され、有害物質等が除去さ

れないまま重機等で圧砕され、スクラップとして

海外に輸出される事例が発生しており、国内外で

解体現場 の環境汚染の原因となることが懸念されています。

また、近年一般家庭から排出される粗大ごみ・

廃家電等の一般廃棄物を無許可の「不用品回収業

者」が違法に引き取り、処分する例が後を絶たず、

高額請求等のトラブルが増加しています。

このため、2015（平成27）年度から、違法な収

集を行う不用品回収業者や不適正な処理を行う金

属スクラップ業者等への立入指導を強化し、違法

な処理を駆逐することで、資源循環の適正化を図

り、健全なリサイクル事業の育成を行っています。

違法に回収された廃家電等
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３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

東京都災害廃棄物処理計画の概要
【計画の目的】
１	　首都直下地震をはじめとする非常災害に伴い発生した廃棄物の処理体制を確保し、適正に
処理することにより、都民の生活環境の保全、公衆衛生上の支障を防止するとともに、早期
の復旧、復興に寄与します。さらには、災害を克服した後も、都市の持続性を確保します。

２	　発災後に想定される事態を平常時にあらかじめ想定しておくことによって、発災初動期の
混乱を最小限にとどめます。

３	　今後の都内区市町村における災害廃棄物処理計画の策定や見直しの参考に供するものとし
ます。

【計画の特徴】
特徴１　災害廃棄物処理の基本方針

計画では、廃棄物の排出者であり、また被災者でもある都民の目線に立って、「安全で安心で
きる処理」、「復旧、復興に資する処理」、「持続性を確保できる処理」の考え方に即して、７つ
の基本方針を定めました。

東京都災害廃棄物処理計画の基本方針

生活環境を保全する
安全で安心できる処理

災害克服後も大都市東京の
持続性を確保できる処理

都市機能を取り戻す
復旧､復興に資する処理

７つの基本方針

１ 計画的な対応・処理

２ リサイクルの推進

３ 迅速な対応・処理

４ 環境に配慮した処理

５ 衛生的な処理

６ 安全の確保

７ 経済性に配慮した処理

過去の大規模災害においては、災害時に発生す

る廃棄物（災害廃棄物）の処理が大きな課題であ

ると認識されています。災害廃棄物の処理に当

たっては、発災時に迅速かつ円滑な処理が行える

よう、事前の検討が重要となります。そこで都は、

東京都資源循環・廃棄物処理計画（2017（平成

28）年３月）に基づき、各主体の役割分担を整理

し、それぞれが取り組むべき内容を明確化した東

京都災害廃棄物処理計画を2017（平成29）年６

月に策定しました。

東京都災害廃棄物処理計画の策定

災害廃棄物対策の強化
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３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進

特徴２　役割分担の明確化
災害廃棄物処理の実施主体である区市町村と、広域自治体として調整機能を果たす都の役割
を明確化し、平常時から災害に備えて連携して対応すべき事項を整理しました。また都民の役
割として廃棄物の排出段階での分別の徹底等、事業者の役割として事業場から排出される廃棄
物の処理等を掲げています。

特徴３　他主体からの支援受け入れ（受援）に関する整理
発災時に、都外自治体、事業者団体・民間事業者、学識経験者から支援を受けることを想定
し、各主体からの受援内容を整理しました。

特徴４　発災後に都及び区市町村が備えるべき組織体制
都と区市町村で互いのカウンターパートが明確になるよう、今後、発災時における共通の機
能を持った組織体制を構築し、円滑なコミュニケーションがとれるようにします。また、計画
の実効性を高めるため、訓練や演習の実施、計画の見直しを随時行っていきます。

⃝区市町村への災害廃棄物処理に関する技術的支援
東京都は、区市町村に対して講演会、意見交換会等を開催し、災害廃棄物処理事業に関する情

報共有を行っています。今後も円滑な災害廃棄物処理が行えるよう、区市町村の災害廃棄物処理
計画策定、体制構築を支援していきます。
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自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

東京都環境白書2017

区部で0.2ポイントの増、多摩部で0.3ポイントの

減、都全域で0.2ポイントの減と、いずれの地域区

分でもほぼ横ばいで推移しました。

増減要因を分析すると、区部・多摩部ともに

「公園・緑地」の増加と「農用地」の減少は継続し

ていますが、「樹林・原野・草地」は区部で2003

（平成15）年の調査開始以来、初めて増加に転じ

るとともに、多摩部では宅地開発の鈍化により、

その減少幅が大幅に縮小するなど、「みどり率」の

減少を緩和する結果となりました。
＊）�緑が地表を覆う部分に公園区域・水面を加えた面積が、地域全体に

占める割合

  緑のもつ多面的機能
これらの緑は、生きものの生存基盤として重要

な機能を担うだけではなく、ヒートアイランド現象

  東京に存在する様々な緑
東京には様々な形態の緑が存在しています。世

界でも最大規模の都市として、高密度の市街地に

整備された公園や街路樹、宅地の緑は都市生活に

欠かせません。また森林地域には、多様な動植物

が生息する自然林や、林業による人工林がありま

す。加えて、人との密接な関わりの中で機能して

きた里山や農地など、様々な形態の緑が東京の緑

を構成しています。

  みどりの現状
現在の緑の量を、「みどり率＊」（2013（平成25

年））でみると、区部で19.8％、多摩部で67.1％

であり、都全域では50.5％となっています。

2008（平成20）年から５年間の変化をみると、

自然界は、食料・水・木材・燃料の供給、気温や温度の安定、水質の浄化、うるおいややすらぎ

の付与、生物の生息場所の確保など、様々な恵みを私たちにもたらしており、これらの自然の恵み

は、地球規模の生物多様性の絶妙なバランスの上に成り立っています。

しかし、人間活動が与える負荷によって、そのバランスが崩れつつあります。都市化が進んだ東

京では、全面積のおよそ半分が商業地や住宅地などの市街地となっており、これらのバランスを維

持する上で必要な自然地や緑の減少が顕著になっています。

都はこれまで、自然の保護と回復を図るため「自然保護条例」や「10年後の東京」計画などに基

づき、緑の保全、開発の規制、市街地における緑化の推進などに取り組んできました。

今後は、「東京都環境基本計画」や「都民ファーストでつくる『新しい東京』〜2020年に向けた実行プラ

ン〜」に基づき、これまでの緑の量を確保する取組に加え、地球規模で起きている生物の種の絶滅など、

生物多様性の危機に対応するため、緑の質を高める視点も重視した新たな緑施策を展開していきます。

東京の自然環境の現状
現状と課題
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自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承

の緩和など都市環境の改善や、火災の延焼防止・

避難場所の提供などの防災機能、レクリエーショ

ンの場である公園など人々へのうるおい・やすら

ぎの付与、食料や燃料など人間の生活に必要な物

資の供給など、多面的な機能を発揮しています。

  緑の質の低下・生物多様性の危機
地球規模でみると、人間活動が与える環境の負

荷により、年間４万種の生きものが絶滅している

といわれ、このような損失が、地球規模の生態系

に重大な変化をもたらすと言われています。

都内でも、奥多摩の植林地は、林業の低迷など

のため、手入れが行き届かなくなったり、放置さ

れたりして森林の荒廃が進んでいます。また、谷

戸の田んぼや畑を中心に、ため池や用水路、雑木

林などで構成される里山は、多くの生物の生息場

所となっています。しかし、耕作放棄や、宅地造

成による開発などにより、良好な里山の環境は失

われつつあります。

さらに、外来種が元々その土地に生息・生育し

ていた在来種の住みかを脅かすなど、外来種問題

も発生しています。

  緑の量・質の確保に向けて
「生物多様性の危機」が、「気候変動の危機」と

相まって「地球環境の器」の存続を危うくしてい

る今、首都東京は、世界中の生物資源を大量に消

費する都市として、都市で活動するあらゆる主体

の行動を生物多様性に配慮したものへと転換する

とともに、生きものの生存基盤としての “緑” を

守り育んでいく新たな「都市モデル」を構築して

いかなければなりません。そのために、都は、緑

の量・質の確保、生物多様性の保全に向けた様々

な取組を行っています。

緑の量の確保に向けた取組として、あらゆる都

市空間において積極的に緑を創出するため、学校

校庭の芝生化や街路樹の倍増、都市公園・海上公

園の整備、都有施設や未利用都有地の緑化などを

行ってきました（これらの取組により、2007（平

成19）年度から2016（平成28）年度までの10年

間で、街路樹が約101万本に増加するとともに新

たな緑を約752ha創出しました）。

緑の質の確保に向けた取組として、2012（平成

24）年、生物多様性地域戦略の性格を併せ持つ

「緑施策の新展開」を策定しました。この中で、ま

もる、つくる、利用するの３つの目標を掲げ、既

存の緑の保全、在来種植栽の推進、生物多様性の

普及啓発などの取組を推進しています。さらに、

2016（平成28）年に公表した「都民ファースト

でつくる『新しい東京』〜2020年に向けた実行

プラン〜」では、「水と緑に囲まれた、自然を感じ

られるまちをつくろう」の実現に向けた政策展開

を示しました。2016（平成28）年に策定した新

たな「東京都環境基本計画」では、「自然豊かで多

様な生きものと共生できる都市環境の継承」を目

指した環境政策の方向性を示しました。

今後は、こうしたプラン・戦略に基づき、緑の

量・質ともに配慮した施策を展開していきます。

【都市環境の改善】 

【生きものの生存基盤】 

緑の多面的な機能の発揮（目的）

【防災】 

【人間の生活に必要な物資の供給】 

③利用する

行動方針（手段）

①まもる 

②つくる 

【うるおい、やすらぎ、風格】 

行動方針と緑の多面的な機能の関係
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自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承

  緑化計画書制度による新たな緑の創出
減少傾向にある東京の緑を少しでもよみがえら

せるため、都では緑の保全・創出に向けた取組を

積極的に進めています。

東京を緑あふれる都市に再生するためには、事

業者等と協働し市街地における緑化を一層推進さ

せていくとともに、土地所有者や地域によって大

切にされてきた既存の緑が残せるよう事業者等に

一層の配慮を促すことが必要です。

都は、自然保護条例において、2001（平成13）

年４月から、事業者等が1,000㎡（公共施設は

250㎡）以上の敷地で建築物の新築や増改築など

を行う際について、地上及び建築物の屋上の緑化

の基準を定め、緑化計画書の作成・提出を義務付

けています。さらに、2009（平成21）年３月に

同条例及び施行規則を改正し、同年10月から、

5,000㎡以上の敷地面積の緑化率を引き上げる基

準の強化を実施しました。こうした取組により、

2001（平成13）年４月から2017（平成29）年

３月末までの16年間で、約209haの屋上等緑化が

生まれています。

  在来種植栽の推進
在来種（在来の植物）は、東京本来の生きもの

の餌場や営巣場所等となるため、その緑化を進め

ることで、市街地でありながらも生きものの生息

空間が回復・拡大し、人と生きものが共生できる

都市環境の形成が期待できます。

都では、2014（平成26）年５月に「植栽時にお

ける在来種選定ガイドライン」、2017（平成29）

  花と緑による緑化の推進
人々を魅了する「美しい緑」に包まれた都市東京の

実現に向け、ヒートアイランド対策や生物多様性の

回復に資する緑化を推進するため、民間事業者・都内

自治体による屋外緑化等への支援を実施しています。

  花の都プロジェクト
2017（平成29）年から区市町村と連携して、花

と緑で街を彩り、東京2020大会に向け、おもてな

し機運を高めるため、「花の都プロジェクト」を開

始しました。区市町村の先進的な取組を支援してい

きます。

  校庭の芝生化
都では、都内の小中学校をはじめ、認可保育所

や幼稚園、都立学校等での校庭の芝生化を推進し

ています。校庭を芝生化することは、東京を緑あ

ふれる都市へ再生し、ヒートアイランド現象を緩

和するだけでなく、子どもたちへの教育効果や外

で遊ぶ子どもの増加、学校を核とした地域の連携

強化など様々な効果があります。

生物多様性の保全・緑の創出

あらゆる都市空間における緑の創出

エコロジカル・ネットワークの構築に向けた緑化の推進

施　策
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自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承

また、区市町村が実施する在来種植栽を財政面

や技術面から支援し、身近な公共空間を活用した

地域レベルのエコロジカル・ネットワークの形成

を促進しています。

年５月に在来種植栽登録制度「江戸のみどり登録

緑地」の受付を開始し、区市町村、事業者等にも

周知を図るとともに、在来種を用いた、生きものの

生息・生育環境に配慮した緑化を推進しています。

Close-up   7 生物多様性に配慮した都市緑化を目指して

＜在来種植栽登録制度「江戸のみどり登録緑地」＞
都では、東京に自然分布している植物（在来

種）を植栽することで、昆虫や鳥などの動物も
含めて、東京の生きものに適した環境を回復さ
せるための取組として、在来種植栽登録制度
「江戸のみどり登録緑地」を開始しました。
本制度は、一定割合以上の在来種の樹木を植
栽している民間建築物等の敷地内の緑地を「江
戸のみどり登録緑地」として登録・公表するこ
とで、在来種植栽を普及拡大することを目的と
しています。
また、登録緑地の中でも、化学薬品を用いた

殺虫剤や除草剤などの利用の低減、昆虫や鳥な

どの餌場や隠れ場所の創出、水辺や草地の配置
など、生きものの生息・生育環境への配慮に特
に優れた緑地は「優良緑地」として区別して登
録します。
登録緑地の所有者は、都から提供されるシン

ボルマークを各種CSRの場で活用することで、
環境に配慮した取組を行っている事業者である
ことをPRできます。都は、登録緑地をホーム
ページ上で公表するとともに、東京の生物多様
性保全に貢献する優れた緑地として様々な場面
で紹介していきます。
（ＨＰ）�http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/nature/green/

green_biodiv/edo_regist.html

  保全地域の指定
丘陵地や武蔵野台地の雑木林、崖

がい

線
せん

の緑地、湧

水や史跡と一体となった緑地、丘陵地の里山、山

地の森林など、都内に残された貴重な自然地の保

護と回復を図るため、自然保護条例に基づき保全

地域を指定しています（2017（平成29）年３月

末現在、50地域、約758ha）。

保全地域や既存の緑地等における緑の保全

シンボルマーク（右は優良緑地のもの）

江戸紫や若葉色など日本の伝統色を基調。
丸く縁どられた大きさの異なる花房をもつ

フジは生態系の調和（循環）や、大きな樹木
から下草までのいろいろな生きものが生息生
育する場所を表現。
メジロの羽に在来種であるエノキの葉を

用い、好物であるエノキの実を描くことで、
生きもののつながりを表現。
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自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承

  開発の規制
自然地を一定規模以上含む土地で、宅地造成や

土砂等による埋立行為などを行う場合、自然保護

条例による許可が必要となり、一定量の緑地の確

保や既存樹木の保護検討などを義務付けています。

また、森林法に基づく森林計画区域で、１ha以上

の土地を改変する場合、森林法に基づく許可が必

要となり、一定量の森林を残すことや防災措置を

行うことなどを義務付けています。

  森林再生
多摩の森林の６割はスギ・ヒノキの人工林です。

林業採算性の悪化等により十分な手入れが行われ

ていない人工林が増えています。このような人工

林は、林内が真っ暗な状態となり、下草が育たな

いため土砂が流出するなど、森林の公益的機能＊１

を低下させています。都は、2002（平成14）年

度より直接、人工林に間伐＊２を実施し、森林を再

生する事業を進めています。

保全地域について
保全地域は、その地域の特徴により５つの種類に分類されます。
・自然環境保全地域（１地域）
�　自然環境保全法により、環境大臣が指定する自然環境保全地域に準ずる地域。大部分が天然林
からなる森林及び貴重な動植物の生育地等の区域であり、その自然の保護が必要な区域
・森林環境保全地域（１地域）
�　水源をかん養し、又は多様な動植物が生息・生育することができる植林された森林を対象とし、
その自然の回復、保護が必要な区域
・里山保全地域（４地域）
�　雑木林、農地、湧水等が一体となって多様な動植物が生息・生育する丘陵地の谷戸地形等を対
象とし、その自然の回復・保護が必要な地域
・歴史環境保全地域（６地域）
　歴史的遺産と一体となった自然を対象とし、その自然の保護が必要な地域
・緑地保全地域（38地域）
　市街地近郊の樹林地や水辺地を対象とし、自然の保護が必要な区域

＜行為の制限＞
保全地域内では、公有地・民有地を問わず、建築物や工作物の新築・増築、宅地造成などの土地

の形質変更、木竹の伐採などに対する行為が制限されます。
＜保全地域の利活用＞
保全地域では、建築物の新築・増改築など開発行為が厳しく制限される一方、自然環境を損なわ

ない限りにおいて、緑地保全活動や環境学習の場として、保全地域を利活用することができます。

森林 市街地の雑木林用水（玉川上水）丘陵地の谷戸
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自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承

また、2006（平成18）年度から2015（平成

27）年度まで花粉発生源対策として、森林再生事

業実施地において強度の枝打ち＊３を実施してきま

した。2016（平成28）年度からは、事業を再構

築し、森林内の水の浸透機能向上及び表土流出の

防止を目的として、枝下から高さ４ｍ分の枝を落

とす枝打ち事業を開始しています。

＊１　森林の公益的機能：
　　　�森林には、水を貯える（水源かん養）、土砂の流出をおさえる

（土砂流出防止）、レクリエーションや安らぎを与える（保健休
養）、野生生物の生息場所の提供（生物多様性の保全）などの働
きがあり、これらを称して公益的機能といいます。

＊２　間伐：
　　　�林業では、樹木の幹を太くするために間引き（伐採）する作業で

す。間伐しない人工林は、林内が暗くなり下草がなくなります。
風や雪に対する抵抗力が低下するなどの弊害が起こります。こう
した弊害の改善を目指し、間伐を実施します。

＊３　枝打ち：
　　　�林業では、節のない優良材を育成するために枝を切り落とす作業

です。林内の光環境改善や病虫害の予防に役立ちます。

  野生動植物の現状
開発等による野生動植物の生息・生育空間の縮

小や、里山に見られる農林業の衰退などによる動

植物の生息・生育環境の荒廃、さらには外来種に

よる生態系のかく乱などにより、都内の野生動植

物の生存が脅かされています。

都では、2010（平成22）年３月に本土部、

2011（平成23）年３月に島しょ部の「東京都の

保護上重要な野生生物種」〜東京都レッドリスト

〜を改定するとともに、その解説版である「レッ

ドデータブック東京2013」（本土部）及び「レッ

ドデータブック東京2014」（島しょ部）をそれぞ

れ作成しました。
（ＵＲＬ）�http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/nature/animals_

plants/rare_creature/red_data_book/index.html

植物 動物
本土部

（2010年版） 800種 779種

島しょ部
（2011年版） 517種 725種

例
ミズニラ
ムニンツツジ
など

トウキョウサンショウウオ
オガサワラオオコウモリ

など

  保全地域における希少種等保全対策の
強化
保全地域には、希少種を含む多様な動植物が生

息・生育しており、生物多様性の面からも貴重な

場所となっています。しかし、外来種の侵入によ

る希少種の食害被害や園芸・飼育目的による希少

種の持ち去り、利用者の過剰な利用による踏み荒

らし等の問題も発生していることから、希少種等

保全策を強化します。

間伐・枝打ちにより林床植生が豊かになった森林

希少種の保全・外来種対策及び野生生物の適正管理

キンラン

カタクリ トウキョウサンショウウオ
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自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承

⑴　生きものに配慮した「適切な手入れ」の促進

�　希少種を保全するためには、生態系の中でそ

の種を支えている他の多様な種を保全する必要

があり、更には、そうした多様な種を支えるため

の生息・生育環境を保全していく必要がありま

す。このため都は、2013（平成25）年度に「保

全活動ガイドライン」を作成し、環境要素（樹

林地、湿地、農地）ごとのモデル的な管理手法

を保全地域で活動する市民団体等に示しました。

�　また、各保全地域でガイドラインに即した市

民団体の保全活動を普及、実践指導するため、

希少種保全に見識を持つ動植物の専門家をアド

バイザーとして派遣するなど、希少種保全に向

けた技術支援を実施しています。

⑵　生きものに配慮した利用制限の強化

�　希少種の持ち去りや利用者の過剰な利用を未

然に防止するため、利用保護柵の設置、監視カ

メラの導入、市民団体と連携した監視活動の強

化など、保全地域ごとの地域特性に応じた効果

的な対策を導入していきます。

  外来生物対策
都内では、様々な外来生物が国外、国内から持

ち込まれ、在来の生き物などに大きな影響を与え

ている例が見られます。その中でもアライグマと

ハクビシンによる生活環境や生態系への被害が広

がっており、都では2013（平成25）年に「東京

都アライグマ・ハクビシン防除実施計画」、2016

（平成28）年に「アライグマ・ハクビシンの防除

に関するガイドライン」を策定し、区市町村や住

民の方々と連携しながら被害の軽減と拡大の防止

に努めています。

また、2014（平成26）年に人体への被害のお

それがあるセアカゴケグモが都内で初めて確認さ

れたことを受けて、2015（平成27）年から危険

な特定外来生物に関する防除支援等を開始しまし

た。

さらに、伊豆大島における在来生態系や農林業

等の被害をもたらしている特定外来生物キョンの

防除を、2005（平成17）年６月施行の外来生物

法に基づき、「東京都キョン防除実施計画」を策定

して、実施しています。

防除に当たっては、銃器、わな、網等による集

中的な捕獲、生息状況等のモニタリングを実施し

ており、2016（平成28）年度からキョンの生息

分布域を抑制して、効率的に捕獲するため柵を設

置して事業を行っています。

加えて、2017（平成29）年度には、キョン捕

獲の機運を高め、より多くの捕獲につながるよう、

捕獲チームを結成します。

  野生動物の適正管理の推進
多摩地域においては、シカの生息密度が適正な

状態になく、自然植生や森林の生態系に影響を及

ぼし、農林業被害や生態系被害なども起きていま

す。こうした被害を防止し、人とシカが共存して

いくために、都は2017（平成29）年４月に、鳥

獣保護管理法に基づく「第５期東京都第二種シカ

管理計画」を策定し、モニタリング調査を基にし

た計画的な捕獲と森林の被害防止対策、植生の保

護と回復などを総合的に進めています。

また、カラスによる都民生活への被害に対応す

るため、捕獲とごみ対策を中心とした「カラス対

策」を実施しています。2016（平成28）年度末

までに、トラップにより約21万１千羽を捕獲する

とともに、ごみ対策では、防鳥ネットの設置拡大

保護柵 アドバイザー派遣
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自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承

など排出方法を工夫するよう区市町村へ働き掛け

ています。この結果、カラスの生息数を、2016

（平成28）年度末には、約8,700羽（最盛期の24％）

まで減少させることができました。

さらに、野生鳥獣の適切な保護・管理を図るた

め、鳥獣保護管理員制度を設け、鳥獣保護区の管

理、密猟の防止、生息状況の把握、傷病鳥獣の保

護などを行うとともに、狩猟免許試験及び免許更

新講習会を実施しています。
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自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承

保全地域では、地元ボランティア団体が、下草

刈りや樹木の間伐などの緑地保全活動を行ってい

ます。この活動に加え、企業、ＮＰＯ等及び都の

連携のもと、幅広い層の都民が自然を保全する活

動に参加し、併せて企業の社会貢献活動の場とし

て保全地域を活用することを目的とする「東京グ

リーンシップ・アクション」を実施しています。

2016（平成28）年度は12の保全地域において、

22企業・団体が参加し、保全活動を実施しました。

また、大学との連携のもと、次世代の担い手であ

る大学生に緑地保全活動に参加する機会を提供し、

自然環境保全への関心の喚起や行動の醸成を促す

ことを目的とする「東京グリーン・キャンパス・

プログラム」を実施しています。2017（平成29）

年４月現在で４校が実施しています。

  都民の自然体験活動の促進
保全地域で保全活動を行っている地元ボラン

ティア団体においては、近年、参加者の高齢化、

固定化等の課題が深刻化しています。

こうした課題に対応するため、2015（平成27）

年度から公益財団法人東京都環境公社を活用し、

ボランティア人材育成業務、都民参加型の保全地

域活用事業を行っています。

⑴　森林・緑地保全活動情報センター

�　都内における森林や緑地の保全活動情報を収

集し、Ｗｅｂサイト「里山へGO！」により、広

く周知するとともに、保全活動の希望者にニー

ズとレベルに応じた活動やボランティア団体等

の情報を紹介することで、緑地保全活動等への

継続的な参加を促しています。

⑵　保全地域体験プログラム

�　新たなボランティア人材の掘り起こしと定着

を図るため、地元市やボランティア団体と調

整・連携し、身近な保全地域において、自然の

魅力を体感できる、未経験者でも参加しやすい

自然体験活動を実施しています。

生物多様性の保全を支える環境整備と裾野の拡大

多様な主体の参画による自然環境の保全

協　定協　定

企　　　業

東　京　都
都民ボランティア

ＮＰＯ法人又はそれに準ずる団体

●資金の提供

　（1回あたり25〜50万円）

●社員ボランティアの参加

　（50名まで）

●活動場所の提供

●道具類の手配 ●保全活動への参加

●保全活動の運営

　→企業が提供する資金を活用

●参加ボランティアの募集

「東京グリーンシップ・アクション」の仕組み

七国山緑地保全地域
東京グリーン・キャンパス・プログラム
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自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承

  自然公園の保護と利用
奥多摩や高尾山などの山岳・丘陵地域、伊豆諸

島や小笠原諸島の自然が豊かな区域は、国立公園

などの自然公園に指定されています。

都は、都民が豊かな自然とふれあえる場を提供

するために、遊歩道やトイレの整備、「ビジターセ

ンター」での自然解説、「山のふるさと村」などで

の宿泊施設の運営を行っています。また、自然の

保護と適正な利用と管理を行うため、都独自の制

度である「東京都レンジャー」を創設しています。

さらに、自然公園の区域では、その優れた自然景

観を保護するために、建築などの開発行為や道路

整備などの公共事業に対し、自然公園法や東京都

自然公園条例に基づく規制を行っています。

自然環境の保護と適正利用の推進

Close-up   8 自然体験プログラム

都民の自然体験活動を促進するため、新た
に、2015（平成27）年度から様々な自然体験
プログラムを開始しています。
１　保全地域体験プログラム
身近な保全地域を活用し、初心者や親子連れ

でも気軽に参加でき、自然観察や間伐体験等の
自然体験活動を楽しみながら行うことができま
す。最寄駅までの送迎等のサービスも実施して
います。
２ 　森林保全交流会（チャレンジ！森林ボラン

ティア）
奥多摩の森林での林業体験や間伐材を使った

炭焼き、地元在住の方による蕎麦打ち体験指
導、わさびやゆず等地元食材を地域の方々と賞
味する地域交流等、充実した内容の様々な交流
活動を行っています。
３　高尾の森自然学校
八王子市川町の樹林地において、一般財団法人

セブン‐イレブン記念財団との協働により、野鳥
観察や間伐体験等の自然環境保全・環境体験学
習事業を実施しています。地元在住の方や地元
中学校の生徒も数多く参加するなど、地元に密
着した活動を行っています。

竹林間伐体験
＜保全地域体験プログラム＞

野鳥観察
＜高尾の森自然学校＞

林業体験
＜森林保全交流会＞

奥多摩ビジターセンター
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自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承

  都民の森の利用促進
都民が自然に親しみ、森林や林業に対する理解

を深めることができるよう、秩父多摩甲斐国立公

園内に「檜原都民の森」と「奥多摩都民の森」を

設置しています。

「檜原都民の森」は奥多摩三山の最高峰、三頭山

の麓にあり、山頂付近のブナ林は自然公園特別保

護地区に指定されています。登山だけでなく多く

の都民が自然に親しめるよう、木工教室、自然教

室を開催しています。

「奥多摩都民の森」は、カタクリの自生地がある

御前山の麓にあり、自然公園第三種特別地域に指

定されています。森林ボランティア教室や登山教

室などを行い、楽しみながら森を育てる大切さを

学ぶことができます。

東京都の自然公園

■国立公園
１）秩父多摩甲斐国立公園（奥多摩・御岳山など）
２）富士箱根伊豆国立公園（大島・八丈島など）
３）小笠原国立公園（父島・母島など）

■国定公園
１）明治の森高尾国定公園（高尾山など）

■都立自然公園
１）都立滝山自然公園（滝山公園など）
２）都立高尾陣場自然公園（陣場山など）
３）都立多摩丘陵自然公園（平山城址公園など）
４）都立狭山自然公園（野山北・六道山公園など）
５）都立羽村草花丘陵自然公園（玉川上水羽村の堰など）
６）都立秋川丘陵自然公園（小峰公園など）

大潟浦園地（八丈島・八丈町） 神戸岩（檜原村）

檜原都民の森（http://www.hinohara-mori.jp/） 奥多摩都民の森（http://www.tomin-no-mori.jp/）

奥多摩

立川

町田

拝島武蔵五日市

秋川丘陵自然公園

高尾陣場自然公園

滝山自然公園

多摩丘陵自然公園

狭山自然公園
羽村草花丘陵自然公園

明治の森高尾国定公園

八王子

秩父多摩甲斐国立公園

八丈島

母島

父島

新島

大島

利島

式根島

神津島
三宅島

御蔵島富士箱根伊豆国立公園
小笠原国立公園
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自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承

  「東京の自然公園ビジョン」の策定
自然公園では、その楽しみ方の幅が大きく広が

るとともに、海外からの来訪者も増えています。

また、希少種の保全や獣害への対策など、自然環

境への関心もこれまで以上に高まっています。

そこで、自然公園の持つ魅力を更に拡充し、豊

かな自然を守りながら、国内外の多くの方々にそ

の素晴らしさを体感していただけるよう、自然公

園のあるべき姿や戦略的な施策方針を示した新た

なビジョンを2017（平成29）年５月に策定しま

した。

ビジョンでは東京の自然公園が目指す姿を「多

様性と連続性が織りなす自然環境を育む自然公園」、

「人と自然との関係をとりもつ自然公園」及び「誰

もが訪れ、誰もが関われ、誰からも理解される自

然公園」の３点にとりまとめ、これらの実現のため、

外来種の駆除や都民参加による自然環境の見守り

の仕組みの構築、異分野と連携した利用者層の拡

大などの取組を、今後優先的に実現していきます。

  民間との協働による自然公園の環境保全
自然公園エリアにおいては、2016（平成28）

年４月に大塚製薬株式会社、2017（平成29）年

４月に株式会社明治との協働による連携事業を開

始しています。

こうした取組により、東京の自然公園の豊かさ

を広く知っていただくためのイベント開催、自然

公園利用時の熱中症対策に関する普及啓発、ボラ

ンティア活動への支援などを進めています。

Close-up   9 世界自然遺産小笠原諸島の希少な生きものたち

小笠原諸島は、誕生以来、大陸と陸続きに
なったことがない海洋島で、偶然にたどり着い
て定着した生きもののみが独自の進化をしまし
た。特にカタツムリの仲間と植物で固有種が高
い割合を占めています。
小笠原諸島は、ほかの地域にはない特徴的な

生きものの進化や生きもの同士のつながりが見

られる地域として、貴重な生態系の価値を持つ
ことが評価され、2011（平成23）年６月29
日に世界自然遺産に登録されました。
世界遺産の価値を守るため、影響の大きい外

来種の駆除や数が減ってしまった固有種の保護
を行っています。

１

２

４

３

５
１：ハハジマメグロ、２：オガサワラオオコウモリ、３：シマアカネ、４：オガサワラオカモノアラガイ、
５：ムニンノボタン
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自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承

  エコツーリズムの推進
東京には、国内でも有数の自然環境に恵まれた

島々があります。中でも、世界自然遺産である小

笠原諸島は、東京から約1,000ｋｍ南に位置し、

過去に大陸とは陸続きでなかった海洋島であるこ

となどにより、独特の景観や多くの固有動植物を

有しています。また、伊豆諸島の御蔵島は、周辺

海域にイルカが生息していることや、オオミズナ

ギドリの世界最大の繁殖地でもあること、数多く

の巨樹、亜高山性植物が見られることなど、類い

まれな自然環境を有しています。

都は、貴重な資源を保護するとともに適正な利

用を図ることを目的に、小笠原諸島南島、母島石

門一帯及び御蔵島で、東京都版エコツーリズムを

推進しています。

東京都版エコツーリズムでは、都が、優れた自

然特質を有し、保護と利用の両立を図らなければな

らない地域を指定した後、都と関係町村との間で利

用の経路、人数、時間などのルールや役割分担な

どを定めています。地域内の利用には都認定の東

京都自然ガイドが同行し、自然解説や適正な利用

指導を行っています。また、ルールを適正に保つた

めに、モニタリングを継続的に実施しています。

  小笠原諸島の野生動植物の保護
小笠原諸島のアカガシラカラスバトなど、特に

保護すべき生物については、生息・生育地の環境

を回復させながら、保護増殖事業を進めています。

アカガシラカラスバトは、恩賜上野動物園にて

2002（平成14）年に初めて、繁殖に成功し、

2016（平成28）年３月現在36羽（うち10羽は多

摩動物公園）を飼育しています。

このほか、小笠原諸島では、貴重な固有種を保

護・育成するため、本来生息していなかった外来

種を駆除するなどの対策も行っています。

小笠原の島々の中には、過去に導入されたヤギ

が野生化して過剰に繁殖し、小笠原固有植物等が

食害を受けている島があります。このため、土砂

が流出して、鳥類の繁殖やサンゴなどの海洋生物

に影響が出ているほか、景観も損なわれています。

こうした被害を食い止めるため、聟
むこ

島、媒
なこうど

島、西

島及び嫁島でノヤギの排除と植生の回復を図る事

業を進めてきました（嫁島ではＮＰＯが実施）。

これらの島でのノヤギの排除は2003（平成15）

年度で終了し、2004（平成16）年度からは兄島

で、2008（平成20）年度からは弟島で実施し、

この２島でもノヤギを根絶することができました。

現在、小笠原諸島でノヤギの生息する島は父島の

みとなっており、都は2010（平成22）年度から

排除に着手しています。

また、植生が損なわれた南島でも、2001（平成

13）年度から、植生回復事業を実施しています。

  東京都レンジャーの活動
東京の自然公園などでは、観光客や登山客等の

マナーを守らない不適正な利用（ごみのポイ捨て、

登山道でのマウンテンバイク使用等）や希少な植

物の盗掘など、自然を「利用」することに伴う問

題が発生しており、自然の保護と利用のバランス

が崩れかけています。しかし、このような不適正

小笠原諸島南島扇池
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自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承

な利用に対し指導を行う体制が十分ではなく、適

切に対応しきれていない状況にありました。

このため、2004（平成16）年度に、東京都内

の自然公園を中心とした地域における、自然の保

護と適正な利用・管理を行う目的で、都独自のレ

ンジャー制度を創設しました。

レンジャー（ranger）とは英語で「歩き回る人」

を意味する言葉ですが、自然公園を中心とした地

域を巡回して、観光客や登山客などの利用者に対

する利用マナーの普及啓発及び指導を行います。

また、植物の盗掘等不正行為の監視及び是正指導、

指導標、案内板等自然公園施設の点検及び危険箇

所の応急補修などの業務を行っています。現在、

小笠原諸島に９名、多摩地域に16名をそれぞれ配

置し、各地域の特性に合わせて業務内容の重点を

変え、東京における自然の保護と適正な利用・管

理の促進を図っています。

また、2006（平成18）年度から都が実施する

養成講座等を受講したサポートレンジャーが、東

京都レンジャーと一体となって活動をしています。

業務風景

多摩地区 小笠原諸島

  ＩＣＴを活用した普及啓発
都ではＩＣＴを活用した自然環境情報の発信を

促進しています。これまでに、スマートフォンや

タブレットで都内における希少な野生動植物を解

説した「レッドデータブック東京」を閲覧できる

ようにホームページを整備するとともに、危険な

特定外来生物について、特設サイトを開設して、

その危険性や見分け方等を掲載し、被害の未然防

止に努めています。

  民間財団との協働による環境体験学習
事業の実施
都と一般財団法人セブン−イレブン記念財団は、

2014（平成26）年６月27日に協定書を取り交わ

し、八王子市川町の緑豊かな都有地（約27ha）に

おいて、都として初めて民間の資金やノウハウを

生かし、拠点施設を構え、協働による自然環境保

全・環境体験学習事業を開始しました。

2014（平成26）年度末までに、管理棟や上下

環境学習や普及啓発の推進
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自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承

花と緑のおもてなし

校庭の芝生化

緑をまもる人材育成

花粉の少ない森づくり

「花と緑の東京募金」
を活用する４つの事業

観察体験や、間伐、下草刈等の森林ボランティア

体験、間伐材を活用したクラフトワークショップ

など環境体験学習プログラムを実施しています。

また、緑地内の希少動植物の保護や生態系の調

査・研究なども行っていきます。

水道などの拠点施設整備を終え、名称を「高尾の

森自然学校」とし、2015（平成27）年４月10日

に開校式を行いました。

「高尾の森自然学校」では、土日を中心に、広く

都民一般の方々を対象に、野鳥や植物などの自然

東　京　都 セブン-イレブン
記念財団

協働事業

協　力

八王子市

【役割】
・基本方針策定
・施設整備　等

【役割】
・学習や体験活動の
　メニュー提供　等

事業のスキーム

草木観察

  花と緑の東京募金の運営
次世代を生きる子供たちにかけがえのない緑を

引き継ぐためには、都民一人ひとりが主体的に緑

に関心を持ち、緑を育て、守っていくことが重要

です。

新たな協働の仕組みとして2007（平成19）年

10月に創設した「緑の東京募金」を引き継ぎ、

2016（平成28）年７月より「花と緑の東京募金」

を開始しました。「花と緑の東京募金」は、都民や

企業など社会全体で、東京を花と緑あふれる都市

にするための募金です。

高尾の森自然学校　管理棟

はたらく馬フェス
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自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承

  ECO-TOPプログラムの実施
自然環境保全に関する人材育成のため、幅広い

知識と専門性を備え、アクティブに行動できる人

材を育成するとともに、様々な主体における人材

の受入を促進するため、ECO-TOPプログラム（人

材育成・認証制度）を行政・大学・企業・ＮＰＯ

等の連携により実施しています。

2017（平成29）年３月末までに214名の修了

者が登録されています。

（ＨＰ）https://www.eco-top.jp/index.php

（Facebook）https://www.facebook.com/ecotop.tokyo

ECO-TOPプログラム認定大学

（2017（平成29）年４月現在）

首都大学東京・玉川大学・千葉大学・東京農工大

学・法政大学・桜美林大学・武蔵野大学

人材の活躍

行政・企業・ＮＰＯが協働し、自然環境保全への取組を加速

〈行政〉
・レンジャー（都、国、他県）、環境行政系公務員（国、地方自治体、監理団体）
〈企業〉
・自然環境系企業、一般企業のＣＳＲ・環境部門の社員
〈ＮＰＯ、ＮＧＯ〉
・指定管理者、エコツーリズム受託者
〈その他〉
・自然環境系研究者、大学教員、ジャーナリスト

人材育成・認証制度

育成するしくみ（大学） 認証のしくみ（都）

知　識

アクティビティー

自然科学

社会科学 人文科学

企　業 社会貢献活動への参加

ＮＰＯ 森林保全実習など

行　政 自然公園等における現場実習

１

審査会で
「ＥＣＯ-ＴＯＰ
  プログラム」として
課程を認定

〈自然環境保全のための人材育成
 プログラム〉

２

プログラム修了者を登録

３

◎人材のネットワーク化と
　フォローアップの実施
○修了者・各主体の連携強化
○知識の更新とレベルアップ

○既存の学問体系にとらわれないカリキュラム

○様々な主体が協働したインターンシップ

◎現場実践に必要な知識とアクティブな行動力

能
力
判
定
の
実
施

人
材
の

輩
出
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快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

東京都環境白書2017

▪大気環境

昭和40年代の工場による大気汚染は、ボイラー

等の運転管理等の徹底や各種固定発生源対策によ

り大幅に改善されてきました。

その後、自動車交通量の増大やディーゼル車の

排出ガスが大きな原因となり、二酸化窒素や浮遊

粒子状物質の環境基準達成率は低い状況でした。

2003（平成15）年10月からディーゼル車走行規

制等を実施し、現在では自動車排出ガス測定局の

浮遊粒子状物質の年平均濃度が対策前より半減す

るなど、都内の大気環境は確実に改善しています。

しかし、光化学オキシダント対策、微小粒子状

物質（ＰＭ2.5）対策などの課題があり、これらの

課題に対する取組を進めていきます。

▪アスベスト

アスベスト使用の可能性がある建築物（1956年

～2007年施工）の解体工事は東京では既にピーク

に達し、2050年頃まで同程度の解体工事が見込ま

れています。

都では、1987（昭和62）年に、基本方針を定

め、国に先駆けてアスベスト対策を講じてきまし

た。また、1994（平成６）年には、建物の解体等

工事におけるアスベストの飛散を防止するため、

国の法制定を待たず、「東京都公害防止条例（現環

境確保条例）」に作業上の遵守事項等を規定してき

ました。

しかし、現在でも、アスベストを含有する建材

を使用した建築物等の解体・改修等工事現場への

立入検査や都民からの通報等により、無届工事が

明治期の産業革命による近代産業の発展に始まり、戦後の高度経済成長期の急速な工業化、自動

車の大量普及などによって、かつての東京では都民の健康で安全な生活環境を脅かす、深刻な環境

問題に直面しました。

そこで都は、これまでの様々な先駆的な環境施策の推進により、それら環境問題の解消について

大きな成果を残してきました。

生活環境に関わる問題としては、大気汚染、水質、土壌汚染、有害化学物質による環境汚染、騒 

音、振動のほか高圧ガス・火薬類の危険などがあり、いずれも都民の健康と安全に直結する問題です。

これからは、これまでの施策により改善された生活環境の保全を図っていくだけでなく、全ての

都民が安心して質の高い生活環境を享受し実感できるよう、更にレベルの高い良質な環境を創出す

る施策を推進していきます。

大気環境等の更なる向上

現状と課題
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快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

発覚する事例も散見されており、飛散防止対策を

徹底する必要があります。

▪騒音・振動

東京は、人口が過密な上に住工混在地域が多く、

騒音や振動の問題が発生しやすい地域です。

道路に面する地域の環境基準や新幹線鉄道騒音

などは、近年達成率が向上していますが、継続し

た対策が必要です。

1980年代までは工場・事業場に関する苦情が

多くみられましたが、現在は建設作業に関する苦

情が多くなっています。

  東京の大気汚染の状況
大気を汚染し、人体に健康被害を及ぼすおそれ

のある代表的な汚染物質には、二酸化窒素や浮遊

粒子状物質、微小粒子状物質、光化学オキシダン

ト、二酸化硫黄、一酸化炭素などが挙げられます。

これらの物質には、人の健康を保護するとともに、

生活環境を保全する上で望ましい基準として環境

基準（参照⇒Ｐ134）が定められています。都は

大気汚染を改善し、都民の健康と安全を守るため

に、これら物質の環境基準達成に向けて取り組ん

できました。

都は、都内各所に設置した測定局で大気汚染の状

況を24時間連続測定しています。（参照⇒Ｐ128）

2016（平成28）年度の環境基準の達成状況は、

下の表に示すとおりです。

2016（平成28）年平均濃度でみると、二酸化

窒素はゆるやかな減少傾向です。浮遊粒子状物質

は、ここ数年横ばいか減少傾向で、一般局と自排

局の差が小さくなっています。

2016（平成28）年度大気汚染物質の環境基準達成状況

物質名 環境基準の達成状況
二酸化窒素（ＮＯ２） 一般局では44局の全局で環境基準を達成し、自排局では35局中34局で達成している。

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 全測定局で環境基準を達成している。
微小粒子状物質（ＰＭ2.5） 一般局では47局中46局で環境基準を達成し、自排局では35局中30局で達成している。
光化学オキシダント（ＯＸ） 一般局41局の全局で環境基準を達成していない。
二酸化硫黄（ＳＯ２） 全測定局で環境基準を達成している。
一酸化炭素（ＣＯ） 全測定局で環境基準を達成している。

※　有害大気汚染物質については、Ｐ85を参照

大気汚染物質の概況（年平均濃度）
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  微小粒子状物質（ＰＭ2.5）対策の推進
微小粒子状物質（ＰＭ2.5）とは、粒径2.5μｍ

（2.5ｍｍの千分の１）以下の粒子状物質のことです。

ＰＭ2.5は、呼吸器系の奥深くまで入りやすいこ

となどから、人の健康に影響を及ぼすことが懸念

されています。

都では、環境基準が設定された2009（平成21）

年より前の2001（平成13）年度からＰＭ2.5の測

定を実施しています。また、2011（平成23）年

７月には、2008（平成20）年度から実施してき

た調査検討結果を「東京都微小粒子状物質検討会

報告書」として取りまとめました。
（ＵＲＬ）�http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/conference/

particulate_matter/study_committee_07.html

都内大気環境中のＰＭ2.5濃度は、ボイラー、廃

棄物焼却炉などの固定発生源対策やディーゼル車

対策などの効果で、2001（平成13）年度からの

10年間で約55％減少しています（次頁図参照）。

今後も引き続きこれらの対策や調査・研究に着実

に取り組んでまいります。

さらに、2017（平成29）年度からは、「微小粒

子状物質検討会」を再開し、ＮＯｘやＶＯＣなど、

共通の原因物質を持つ光化学オキシダントの対策

と併せて検討を行っています。

大気汚染モニタリングシステム　〜東京の大気を監視する〜
都は、都内82か所に大気汚染の状況を測
定する装置を設置し、24時間連続して測定
しています。データ（１時間ごとの測定値）
は、速報値として環境局ホームページの大気
汚染地図情報で紹介しています。
（ＵＲＬ）�http://www.taiki.kankyo.metro.tokyo.jp/cgi-bin/

bunpu1/p101.cgi

【測定地点】
▪一般環境大気測定局（47か所）
　住宅地などの一般的な地域の汚染状況を把握するために設置した測定局
▪�自動車排出ガス測定局（35か所）
　主要道路沿道や交差点などの汚染状況を把握するために設置した測定局

【測定項目】
▪�環境基準設定項目（６項目）：二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、二酸化硫黄、
一酸化炭素、微小粒子状物質（※）

　※微小粒子状物質の大気汚染防止法に基づく測定は、2011（平成23）年４月１日から開始しました。
▪�その他の項目（７項目）：一酸化窒素、メタン、非メタン炭化水素、風向、風速、温度、湿度

大気汚染物質の概況

ＰＭ2.5・光化学オキシダント対策の推進

ＰＭ2.5の大きさの目安

施　策



75

ス
マ
ー
ト
エ
ネ
ル
ギ
ー
都
市
の
実
現

３
Ｒ
・
適
正
処
理
の
促
進
と

「
持
続
可
能
な
資
源
利
用
」
の
推
進

自
然
豊
か
で
多
様
な
生
き
も
の
と

共
生
で
き
る
都
市
環
境
の
継
承

快
適
な
大
気
環
境
、
良
質
な
土
壌
と

水
循
環
の
確
保

環
境
施
策
の
横
断
的
・
総
合
的
な
取
組

資　
料　
編

快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

※１　�2001年度から2011年度までは、標準測定法が定められる前に、
都が独自に都内４局においてフィルター振動法により測定した結果

※２　�2011年度からは、標準測定法による測定によるもの。2011年
度は都内28局、2012年度は都内55局、2013年度は都内80局、
2014年度は都内81局、2015年度以降は都内82局の年平均値
（フィルター振動法による測定値は、標準測定法による測定値に
比べて低くなる傾向にある。）
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※１ ※２

都内大気中のＰＭ2.5濃度の経年変化

Close-up 10 光化学スモッグやＰＭ2.5等の原因となるＶＯＣ（揮発性
有機化合物）排出量削減対策

＜対策の必要性＞
工場等に対するばい煙規制やディーゼル車排

出ガス規制等の実施により、多くの大気汚染物
質の濃度が低下傾向にあります。しかし、光化
学オキシダント（ＯＸ）については、いまだに
環境基準が達成できず、依然として夏季に光化
学スモッグ注意報が発令されるなど高濃度の光
化学オキシダントが出現することがあります。
光化学オキシダントは、窒素酸化物（ＮＯＸ）
や揮発性有機化合物（ＶＯＣ）が太陽の紫外線
を受けて化学反応を起こして発生する汚染物質
です。高濃度になると人や植物にも悪影響を与
えます。
この原因物質の一つであるＶＯＣとは、蒸発し
やすく、大気中で気体となる有機化合物の総称
で、代表的な物質はトルエン、キシレン、酢酸エ
チルなど、主なもので約200種類あります。
窒素酸化物やＶＯＣなどの光化学オキシダン

トの原因物質の排出削減を進めてきたところ、
光化学スモッグ注意報の発令回数は近年減少傾
向がみられます。しかし、注意報発令ゼロを実
現するためには、夏季の重点的なＶＯＣ排出量

削減が課題となっています。
また、ＶＯＣは微小粒子状物質（ＰＭ2.5）を

生成する原因物質でもあり、人体に有害な物質
を含むことから、環境リスク低減のためにも排
出量の削減が必要です。

光化学
オキシダント

ＳＰＭ
ＰＭ2.5

　

ボイラー・

焼却炉等
蒸発系固定

（６３％）
自然由来
（植物等）

自動車・

船舶等
一般家庭・

オフィス

工場・給油・

屋外塗装等

光化学オキシダントの生成など（イメージ）

VOCは、塗料、接着剤、インク等に溶剤として含まれるほか、金属
部品の洗浄、ドライクリーニングなど様々な分野で使用されていま
す。また、自動車やボイラー、生活用品などからも排出されるほか、
植物などの自然界からの排出もあります。

＜排出量削減対策＞
工場などからのＶＯＣの排出抑制を目的とし

て、2004（平成16）年５月に改正された大気
汚染防止法により、大規模事業者を対象とする
排出規制と事業者の自主的取組による排出抑制
の組合せにより効果的な削減を行っていくとい
う制度（ベスト・ミックス）が進められ、全国

的にＶＯＣ排出量の削減が図られました。
都内のＶＯＣ排出量を見ると、塗装、印刷、

クリーニングなどの蒸発系固定発生源が排出総
量の約６割を占め、その多くが中小規模の事業
者です。このため、自主的取組への技術支援と
して、中小事業者を対象としたセミナーの開
催、効果的なＶＯＣ排出抑制を行うための技術
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  夏季のＶＯＣ対策

光化学スモッグ注意報は夏季に多く発令されます。

そこで、都では、2011（平成23）年度より、

夏季（６月～９月）におけるＶＯＣ対策を強化し

て実施しています。

さらに、高濃度の光化学オキシダントは広い範

囲で発生することから、2012（平成24）年度か

らは、埼玉県・千葉県・神奈川県・横浜市・川崎

市・千葉市・さいたま市・相模原市と共同で重点

実施期間を設定し、夏季のＶＯＣ対策を実施して

います。
（ＵＲＬ）�http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/voc/

summer/index.html

ガイドの配布、事業所の実態に即した抑制策を
助言するためのアドバイザーの派遣などを進め
ています。
処理装置などを設置できない屋外塗装などの

工事では、工事に当たってＶＯＣの発生に配慮
した製品を使用するよう、発注者（需要者）側
の理解を得ることも重要です。都では、発注者
向けの対策ガイドの配布や「東京都グリーン購
入ガイド」・「東京都環境物品等調達方針（公共
工事）」に基づく低ＶＯＣ塗料等の優先使用、
ホームページ上での先進事例の紹介などを通じ
て、都民・事業者に対するＰＲや普及啓発を
行っています。
このほか、一般家庭・オフィスなどに対する

ＶＯＣ排出抑制策の普及にも取り組んでいま
す。

また、夏季に特に重点的にＶＯＣの排出削減
に取り組むよう、都内の事業者への取組の呼び
かけを2011（平成23）年度から行っています。

塗装（工場内）8%

塗装（工場外）13%

印刷 15%

給油等 14%
クリーニング 6%

金属表面処理 1%
接着剤（工場内）2%

接着剤（工場外）3%
その他 1%

ボイラー等 4%

自動車 15%

建設機械 1%

航空機・船舶 2%

VOC総排出量
（2010年度）
69.7千ｔ/年

塗装 21％

移動発生源
17%

燃焼系固定発生源
4%

蒸発系
固定発生源
63%

一般家庭･オフィス
16%

都内のＶＯＣ総排出量推計の内訳
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光化学スモッグ注意報　月別発令状況
（平成19～28年平均値）

啓発の一例

都における夏季のＶＯＣ対策
・各種セミナーの開催
・排出事業者、発注者への啓発
・都民の皆様への呼び掛け



77

ス
マ
ー
ト
エ
ネ
ル
ギ
ー
都
市
の
実
現

３
Ｒ
・
適
正
処
理
の
促
進
と

「
持
続
可
能
な
資
源
利
用
」
の
推
進

自
然
豊
か
で
多
様
な
生
き
も
の
と

共
生
で
き
る
都
市
環
境
の
継
承

快
適
な
大
気
環
境
、
良
質
な
土
壌
と

水
循
環
の
確
保

環
境
施
策
の
横
断
的
・
総
合
的
な
取
組

資　
料　
編

快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

ばい煙等の排出基準が定められている物質につ

いて、工場・事業場に対して法令に基づく届出の

指導や内容の審査を行うとともに、必要に応じて

立入検査を実施し、規制指導を徹底しています。

また、「ばい煙排出量調査」を毎年実施し、都内の

ばい煙発生施設（非常用を除く。）の法令の遵守状

況等を把握するとともに、都内における窒素酸化

物（ＮＯＸ）、硫黄酸化物（ＳＯＸ）、ばいじんの総

排出量等を推計しています。

2015（平成27）年度のＮＯＸ排出量は、前年度

と同程度でした。東日本大震災の影響が大きかっ

た2012（平成24）年度と比較して約1,300トン

減少しました。これは、主に原子力発電所停止に

  小規模燃焼機器対策
法律の規制対象より規模の小さいボイラー、冷

温水発生機、ガスヒートポンプなどの業務用小規

模燃焼機器から排出されるＮＯＸは、都内にある

固定発生源からの排出量の約２割を占めています。

また、ＣＯ２排出量は、都内の排出量の約８％を

占めていると推計されています。

これらの小規模燃焼機器については、2009（平

よる既存火力発電所の稼働増の影響が解消したた

めと考えられます。

  事業者等の自主的取組への支援
工場や事業場では、従来からの規制や指導によ

る対策に加え、事業者や業界団体等が自主的に各

種の取組を進めています。その代表例として、Ｐ

Ｍ2.5や光化学オキシダントの原因物質でもある揮

発性有機化合物（ＶＯＣ）対策があります。

都ではＶＯＣを取り扱う事業者や業界団体等に

対し、排出量の低減に向けた自主的取組への技術

的支援など、排出量抑制策を進めています。

成21）年３月に、これまでのＮＯＸに係る認定基

準に加えて、省エネ性能の基準を定め、これらの

基準を満たした機器を「低ＮＯＸ・低ＣＯ２小規模

燃焼機器」として認定しています。2013（平成

25）年度より新たにコージェネレーションユニッ

トを認定対象に追加し、また、2015（平成27）

年度には認定基準を強化するなど、環境性能の優

れた小規模燃焼機器の普及に努めています。現在
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ある小規模燃焼機器が全て「低ＮＯＸ・低ＣＯ２小

規模燃焼機器」に更新されると年間50万トンのＣ

Ｏ２が削減できると推定しています。

2016（平成28）年度には79機種を認定し、認

都は、環境確保条例等に基づき古いディーゼル

車の走行規制、低公害車の普及促進など、大気環

境の改善に取り組み、着実に成果をあげています。

都内の窒素酸化物（ＮＯＸ）や粒子状物質（Ｐ

Ｍ）の排出量をみると、ＮＯＸの約４割、ＰＭの

約４分の１が自動車（建設機械等を含む。）から排

出されています。自動車の排気管からの排出量の

うち、窒素酸化物の約９割、粒子状物質のほとん

どがディーゼル車によるものです。

定機器は累計620機種となりました。

認定された機器には、次のラベルが貼られてい

ます。

自動車に起因する大気環境改善に向けての取組

建設機械等 15％

船舶・航空機 7％

ディーゼル車
44％

自動車56％

ガソリン・LPG車 12％

工場・民生等
22％

73,700
トン/年

工場・民生等

建設機械等 7％

船舶・航空機 3％

自動車 52％

タイヤ・ブレーキ摩擦 12％

6,150
トン/年

26％

都内の窒素酸化物（ＮＯＸ）と粒子状物質（ＰＭ）の排出量

建設機械等 15％

船舶・航空機 7％

ディーゼル車
44％

自動車56％

ガソリン・LPG車 12％

工場・民生等
22％

73,700
トン/年

工場・民生等

建設機械等 7％

船舶・航空機 3％

自動車 52％

タイヤ・ブレーキ摩擦 12％

6,150
トン/年

26％

都内のＮＯＸ排出量
2000（平成12）年度 2010（平成22）年度

都内のＰＭ排出量
2000（平成12）年度 2010（平成22）年度

工場・民生等

建設機械等 17％

建設機械等 13％

船舶・航空機 14％

船舶・航空機 13％

自動車 7％

タイヤ・ブレーキ摩擦
24％

ディーゼル車
38％

自動車43％

ガソリン・LPG車
5％

2,240
トン/年

43,730
トン/年

38％

工場・民生等
31％

工場・民生等

建設機械等 17％

建設機械等 13％

船舶・航空機 14％

船舶・航空機 13％

自動車 7％

タイヤ・ブレーキ摩擦
24％

ディーゼル車
38％

自動車43％

ガソリン・LPG車
5％

2,240
トン/年

43,730
トン/年

38％

工場・民生等
31％

※　自動車の排出量には始動時の影響分等は含まない。� ※　二次生成粒子（ＰＭ）は含まない。
※　工場等による凝縮性ダスト（ＰＭ）を含む。� ※　四捨五入により合計値が合わない場合がある。
※　自動車走行分による巻き上げ分（ＰＭ）は含まない。
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快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

  ディーゼル車排出ガス対策
都は、環境確保条例に基づき、使用過程車も含

めたディーゼル車から排出されるＰＭについて、

都独自の排出基準を設定し、2003（平成15）年

10月から基準に適合しないディーゼル車の都内

（島しょを除く。）走行を禁止しています。

対象となるディーゼル車は、トラック、バス及

びこれらをベースとした特種自動車です。

条例で定めるＰＭ排出基準は、2003（平成15）

年の規制開始以降、従前の国の新車に対する長期

規制の排出基準と同じ値を適用してきましたが、

2006（平成18）年４月１日からは、新短期規制

と同じ値を適用しています。

条例の排出基準に適合しない車両については、

ガソリン車等の非ディーゼル車又は条例に適合し

たディーゼル車への更新か、都が指定するＰＭ減

少装置の装着が必要となります。

▪違反ディーゼル車の取締り

都では、自動車に関する各種規制の実効性を確

保するため、環境確保条例により、東京都自動車

公害監察員（通称：自動車Ｇメン）を設置し、基

準に適合しない車に対する取締りを行っています。

取締りの実施内容は、路上・物流拠点等での車両

検査、ビデオカメラによる走行車両の撮影のほか、

都民からの通報を受け付ける黒煙ストップ110番

を開設しています。

違反車両の都内走行が確認された場合、規制へ

の迅速な対応を促した上で、行政処分として、車

両の運行責任者に対し、都内における運行禁止を

命じます。運行禁止命令を受けた者が命令に従わ

なかった場合には、違反者の公表、50万円以下の

罰金の罰則が適用されます。

国のＰＭ排出基準（新車）と都のＰＭ排出基準（使用過程車）
≪２トン積トラック（車両総重量3.5トン超）の場合≫

◎国の排出基準（新車）

◎都の排出基準（使用過程車）
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快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

ディーゼル車規制による大気汚染の改
善効果
都内の大気環境は、浮遊粒子状物質（ＳＰ

Ｍ）において大きく改善が図られました。
これは、2003（平成15）年10月から実

施しているディーゼル車規制の効果と考えら
れます。

排出ガス低減性能の「無効化機能」の発見
国の最新排出ガス規制に適合す

るディーゼルトラックにおいて、
排出ガス低減性能の「無効化機
能」により、排出ガス規制の試験
ではＮＯＸ排出量は正常でありな
がら、実走行時には３倍以上排出
するものがあることを、東京都環
境科学研究所の調査で発見し、調
査結果を2011（平成23）年６月
に発表しました。
この「無効化機能」とは、排出

ガス規制に適合させるための排出
ガス低減システムを実際の走行時においては機能しないようにすることで、欧米ではDefeat�
Deviceと呼ばれ、反社会的行為として法令で禁止しています。
都が国や自動車業界に対策を要請した結果、国は2013（平成25）年10月に道路運送車両法の保

安基準を改正し、トラック・バスなどのディーゼル重量車について、新型車は2013（平成25）年
10月から、継続生産車は2015（平成27）年３月から、「無効化機能」を禁止しました。

0% 0%

11.8%

97.1%
100.0% 100.0%100.0% 100.0%
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１都３県でディーゼル車排出ガス規制開始
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自動車排出ガス測定局のＳＰＭに係る環境基準達成割合
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▪自動車環境性能評価事業

ディーゼル乗用車の欧州自動車メーカーによる

路上走行時の排ガス不正問題を発端に、日本では、

国においてディーゼル乗用車を対象に路上走行検

査が導入される方向になりました。

都内における自動車からのＮOｘは、ディーゼ

ル重量車によるものが大半を占めていることを踏

まえ、都では、2017（平成29）年度からディー

ゼル重量車を対象に、路上走行時における排出ガ

スを計測し、大気環境の改善に向けた対策につな

げていきます。
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快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

建築物の解体等工事におけるアスベストの飛散

を防止するため、国及び区市等と連携し、飛散防

止対策を推進しています。

また、アスベスト成形板（吹付け材などの飛散

性建材以外のもの）については、日常的な飛散の

危険性は少ないものの、解体時等における飛散の

実態や飛散防止対策があまり知られていない状況

です。そのため都では、解体時等における対策を

まとめたマニュアルを作成し、事業者への周知徹

底を図っています。

東京都アスベスト情報サイトでは、「建築物の解

体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル」

等のマニュアルをはじめ、アスベスト対策に役立

つ情報を掲載し、周知しています。
（ＵＲＬ）�http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/

asbestos/index.html

アスベスト対策

騒音・振動・悪臭対策

も多く、都においては公害に関する苦情の約半数

を占めています。

1980年代までは工場・事業場に関する苦情が

多くみられましたが、現在は建設作業に関する苦

情が多くなっています。

騒音・振動・悪臭は、各種の公害の中でも日常

生活に深く関わっています。特に騒音・振動は、

その発生源が、工場・事業場、建設作業、自動

車・鉄道・航空機等の交通機関や飲食店・小売業

等の営業及び一般家庭など多種多様で、苦情件数

アスベスト飛散防止対策を簡単にまとめたリーフレット

  オフロード特殊自動車対策
都は、特定特殊自動車排出ガスによる大気汚染

対策として、特定特殊自動車排出ガスの規制等に

関する法律に基づき、2017（平成29）年４月か

ら特定特殊自動車の使用者に対する一部の事務

（技術基準適合に関する指導及び助言、報告徴収、

立入検査等）を実施しています。

規制対象となる特定特殊自動車（オフロード特

殊自動車）は、公道を走行しない特殊な構造の作

業車であり、油圧ショベル、ブルドーザ、フォー

クリフト、普通型コンバイン等が該当します。
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快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

  工場騒音・振動の苦情の傾向
東京は、人口が過密な上に住工混在地域が多く、

騒音や振動の問題が発生しやすい状況になってい

ます。2015（平成27）年度の、工場・事業場に

係る騒音・振動に関する苦情は、騒音苦情全体の

15％、振動苦情全体の９％となっています。金属

加工機械、印刷機械など、騒音・振動を発生しや

すい施設のある工場や事業場に対しては、法律や

環境確保条例に基づく規制があり、指導は主に区

や市が行っています。

  建設作業に伴う騒音・振動対策
道路や建物の建設・解体工事は、大型の機械を

屋外で使用するため、騒音が大きく、更に振動を

伴うことも多いため、周辺住民の生活環境に大き

な影響を与えています。

2015（平成27）年度の建設作業に伴う騒音・

振動に関する苦情は、騒音苦情全体の44％、振動

苦情全体の83％を占めています。著しい騒音・振

動を発生するくい打ち機、空気圧縮機、ロード

ローラーなどを使用する作業は、法律や環境確保

条例によって、騒音・振動の大きさ、作業時間な

どについて基準が設けられ、規制されています。

  交通騒音・振動対策
▪道路交通騒音・振動

道路交通騒音に関する2015（平成27）年度調

査をみると、644区間における幹線道路沿道（道

路端から50ｍの範囲）の環境基準達成率は、昼間

96％、夜間89％でした。

その中で、近接区間（幹線道路から一定の距離

以内の特例基準が適用されている範囲）では、昼

間94％、夜間82％という環境基準達成率となっ

ています。

道路交通騒音を防止するためには、自動車など

から発生する騒音の低減、道路の低騒音舗装化、

自動車交通量の抑制などの対策を総合的に進めて

いくことが必要です。都は優先的対策道路区間を

選定し対策を推進するなど、関係機関と連携して

道路交通騒音の改善に取り組んでいます。

なお、道路交通振動は、環境基準が設定されて

いませんが、要請限度が定められており、調査し

た318地点のうち要請限度を超過した調査地点は

ありませんでした。

▪鉄道騒音・振動

新幹線の騒音・振動調査を15か所で行っていま

す。2015（平成27）年度は東海道新幹線の６か

所（12.5ｍ地点）で騒音が環境基準を超過しまし

たが、振動は全地点で指針値以下になっています。

［騒音］

苦情件数
［騒音］
３,４２０件

建設作業
708件　83%

建設作業
1,496件　44％ 工場・事業場

74件　9%

道路交通
17件　2%

工場・事業場
509件　15％

営業活動
496件　15％

家庭生活
225件　7％

航空機
103件　3％

拡声機
83件　2％

自動車
44件　1％

鉄道
11件　0％

その他
453件　13％

［振動］

苦情件数
［振動］
８５１件

その他
52件　6%

2015（平成27）年度発生源別苦情件数の割合

注）各項目の比率は、四捨五入しているため、合計値が合わない場合があります。
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快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

騒音・振動の防止対策として、防音壁の設置や

低騒音型の新型車両の導入などが行われています。

在来線については、新設又は大規模改良に伴い

新たに発生する騒音問題を未然に防止するための

指針値が定められています。都は、この指針の対象

にならない在来線についても騒音・振動の実態把握

を行い、国等に騒音の低減化を要望しています。

▪航空機騒音

東京国際空港（羽田）、横田基地、厚木基地周辺

で騒音調査を行っています。2015（平成27）年

度の調査結果をみると、東京国際空港では空港の

沖合移転で騒音の影響は大幅に改善されており、

環境基準を達成しています。

横田基地周辺では、例年と同様に、複数の測定

地点で環境基準を超過しました。

また、厚木基地周辺でも環境基準を超過した地

点があり、訓練飛行の際に発生する騒音に多くの

苦情が寄せられています。

横田及び厚木基地周辺では、騒音による影響の

改善がまだ十分でない状況にあるため、国や米軍

に対し、訓練飛行の制限や航空機騒音防止のため

の実効性ある対策を行うよう要請しています。

都では引き続き航空機騒音の監視を行い、環境

基準の達成状況を把握していきます。

  生活騒音問題
音響機器や冷暖房機器等の使用による一般家庭

からの騒音や、飲食店・大型店等の深夜営業等に

伴う営業騒音などが問題となっています。2015

（平成27）年度では、これらの苦情が、騒音苦情

全体の約15％を占めています。

飲食店などの深夜営業、拡声機及びカラオケ装

置などの使用については、環境確保条例によって

規制されています。

  悪臭対策
悪臭に対する苦情は、2015（平成27）年度、

1,164件で、その原因については、野外焼却、飲

食店などのサービス業などに係るものが多く、快

適な生活環境を確保するために法律による指導が

行われています。

都は、2002（平成14）年７月から悪臭防止法

及び環境確保条例で、実際の臭いを嗅いで悪臭の

程度を判定する臭気指数方式を導入しています。

また、ビルピットからの排水による臭気（腐卵

臭）の苦情も多く寄せられています。この問題の

改善を図るため、2009（平成21）年３月、悪臭

の発生源ビルの特定方法や具体的な改善技術を分

かりやすく取りまとめた「ビルピット臭気対策マ

ニュアル」を作成しました。都ではこのマニュア

ルを活用して、区市等の協力を得ながら臭気を発

生しているビルへの指導を行うなど、ビルピット

臭気のない快適な都市環境を目指しています。

臭気指数方式による悪臭判定風景
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快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

▪化学物質排出削減策

地球上には多種多様な化学物質が存在していま

す。化学物質の情報を集めたデータベース（ケミ

カルアブストラクトサービス）には、2017（平成

29）年７月現在、１億以上の化学物質が登録され、

現代社会において利用されているものだけでも数

万種類に上るといわれています。化学物質は、各

産業分野で原材料や添加剤などとして幅広く使用

されています。現在でも、毎年多くの化学物質が

新しく製造されており、化学物質の種類は年々増

える傾向にあります。

私たちは、このような化学物質の利用によって、

便利な生活を送ることができます。しかし、化学

物質の中には、その性状や毒性、使用状況からみ

て、人の健康や様々な生物に有害な作用を引き起

こすものも含まれており、これらの有害化学物質

による環境汚染が強く懸念されています。

▪土壌・地下水汚染対策

都内では、1970年代前半に、江東区と江戸川区

の化学工場跡地でクロム鉱さいに含まれる六価ク

ロムによる土壌汚染が明らかとなり、これを契機

に市街地の土壌汚染が問題となりました。また、

再開発等に伴い、揮発性有機化合物や重金属など

による土壌汚染が顕在化してきました。土壌汚染

は地下水汚染とも密接な関連があり、そのどちら

も影響が長期化しやすいことから社会的関心も高

く、改善に向けた対策が求められています。

そこで都では、土壌汚染による人の健康への影

響を防止するため、環境確保条例に土壌汚染対策

に係る規定を設け、2001（平成13）年10月から

指導を行っています。

その後、国においても、2003（平成15）年２

月から土壌汚染対策法が施行となり、2010（平成

22）年４月からは、改正土壌汚染対策法が施行さ

れています。

また、これまで土地所有者等又は汚染原因者に

よる土壌汚染対策が進められてきましたが、中小

事業者においては様々な負担から調査や対策の実

施が困難になる場合があります。このような場合、

土壌汚染の存在あるいはその懸念から土地利用が

進まないことや、汚染土壌の飛散及び汚染物質の

地下水への浸透等による周辺環境への影響が懸念

されます。

化学物質による環境リスクの低減

現状と課題
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快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

  環境中の有害化学物質の状況
▪有害大気汚染物質調査結果

ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロ

エチレン及びジクロロメタンなどの揮発性有機化

合物20項目並びにニッケル化合物、ヒ素及びその

化合物などの重金属類など７項目について都内15

地点（八王子市が実施している２地点を含む。）で

調査しています。

2016（平成28）年度の調査結果では、環境基

準が定められているベンゼン、トリクロロエチレ

ン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンの４

物質は全ての地点で環境基準を下回りました。
（ＵＲＬ）�http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/

hazardous_contaminant/monitoring_study.html

▪公共用水域調査結果

人の健康の保護に関する項目（健康項目）につ

いては有害物質27項目を調査し、2014（平成

26）年度は全ての地点で環境基準を達成しました。

▪ダイオキシン類の調査結果

ダイオキシン類の環境基準は、大気、土壌、水

質、底質について定められています。2016（平成

28）年度のダイオキシン類調査結果によると、大

気、土壌、底質は全ての地点で環境基準を下回り、

大気中の濃度（都内の平均値）は、環境基準の約

35分の１になりました。水質では、河川と地下水

の１地点で環境基準を上回っています。
（ＵＲＬ）�http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/chemical/

dioxin/result/index.html

化学物質排出削減策の推進
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快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

  化学物質の適正管理
▪環境確保条例による化学物質の適正管理制度

都は、環境確保条例で定める適正管理化学物質

を取り扱う事業者に対し、自主的な適正管理を求

め、化学物質の排出の抑制を図っています。化学

物質の適正管理制度では、小規模事業所の多い都

の産業特性を考慮し、小規模な事業所も対象とし

て、化学物質の環境への排出量等について報告を

求めています。

対象となる事業所の都内全体での環境への排出

量は、制度開始から経年的に減少傾向にあります。

特に大規模事業所や印刷業における削減対策が進

んできたことが大きく寄与しています。2015（平

成27）年度の年間排出量は2,539トンであり、

2002（平成14）年度（7,967トン）に比べて

68％減少しています。

また、震災等が発生した場合における化学物質

の漏えい・流出事故を防止するため、事業者に、

従来の内容に震災時の対応等を加えた化学物質管

理方法書の提出を求めています。

▪ＰＲＴＲ制度

ＰＲＴＲ制度（化学物質排出移動量届出制度）

は、化学物質排出把握管理促進法により、有害な

おそれのある化学物質（462種）を一定量以上取

り扱う事業者が、排出量、移動量を自ら把握し、

都道府県を経由して国に届出する制度です。

国はこの届出を集計し公表することとされてお

り、国民は個別の事業者のデータをホームページ

などで閲覧できる仕組みになっています。
（ＵＲＬ）�http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/chemical/

control/index.html

環境確保条例による化学物質適正管理制度と化学物質排出把握管理促進法によるＰＲＴＲ制度

化学物質適正管理制度（条例） ＰＲＴＲ制度（法）

対象事業所

工場・指定作業場

年間取扱量　100ｋｇ以上

中小の塗装、印刷、メッキ、クリーニン
グ、ガソリンスタンド等

従業員21人以上の製造業等24業種

年間取扱量　１トン以上

比較的大規模な工場

対象物質

適正管理化学物質：59物質

性状及び使用状況等から特に適正な管理
が必要とされる

化学物質（条例で規定されている有害ガ
ス及び有害物質）

第１種指定化学物質：462物質

人や生態系に有害なおそれ（オゾン層破
壊性を含む）があり、環境中に広く存在
する化学物質

報告内容
使用量、製造量、製品としての出荷量、
環境への排出量、事業所外（廃棄物、下
水）への移動量の５項目

環境への排出量、事業所外（廃棄物、下
水）への移動量の２項目

2015（平成27）年度分の
集計結果

報告事業所　　　　　2,320（事業所）

使用量　　　　　　　705.4（千トン）

製造量　　　　　　　  0.03（千トン）

製品としての出荷量　640.2（千トン）

環境への排出量　　　    2.5（千トン）

事業所外への移動量　    4.6（千トン）

届出事業所　　　　　1,168（事業所）

環境への排出量　　　    1.7（千トン）

事業所外への移動量　    2.1（千トン）
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快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

  条例及び法による土壌汚染対策
都は、2001（平成13）年10月から、環境確保

条例により、有害物質取扱事業者や大規模な土地

での改変者に対して、土壌汚染状況調査等の実施

と、汚染が確認された場合の汚染土壌の処理等を

義務付けています。

工場の廃止時に有害物質取扱事業者が実施する

土壌汚染状況調査で、約36％の土地において土壌

汚染が確認されました。また、大規模な土地での

改変時に土地改変者が実施する土地利用の履歴等

調査で、約29％の土地に土壌汚染のおそれがあり

ました。

また、国においては、2003（平成15）年２月

から土壌汚染対策法を施行しています（2010（平

成22）年４月改正）。

都では土壌汚染対策法の施行後、823か所を要

措置区域等に指定し、そのうち、汚染の除去等の

措置が行われた470か所で指定を解除しています

（2017（平成29）年３月末現在）。
（ＵＲＬ）�http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/soil/index.

html

土壌・地下水汚染対策の推進

土
地
改
変
者

有
害
物
質
取
扱
事
業
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記
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の
保
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・
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汚
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の
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理
の
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施

土
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染
状
況
調
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地
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等
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汚
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、

又
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汚
染
の
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れ

地下水の汚染が認められる地域
(第115条)

土壌を汚染したことにより大気又は
地下水を汚染し、かつ、現に人の健康
に係る被害が生じ、又は生じるおそれ
があると認められるとき  (第114条)

工場若しくは指定作業場を廃止・
除却するとき

(第116条)

3,000m2以上の敷地内における土
地の改変時

(第117条)

土

　地

取
得
者

環境確保条例による土壌汚染対策の概要

計 4,020 件

1,464

2,556
汚染あり
汚染なし

36％

工場廃止時等（条例第116条）の汚染状況
（2001（平成13）年10月から2017（平成29）年３月まで）

計 9,299 件

2,738

6,561
汚染おそれあり
汚染おそれなし

29％

土地改変時（条例第117条）の汚染状況
（2001（平成13）年10月から2017（平成29）年３月まで）
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快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

健康被害が生ずるおそれがある場合

■対象物質 汚染された土壌の直接摂取による健康影響
　 （特定有害物質）  －表層土壌中に高濃度の状態で長期間蓄積し得ると考えられる重金属等 （土壌含有量基準）

 地下水等の汚染を経由して生ずる健康影響
  －地下水等の摂取の観点から設定された土壌環境基準の溶出基準項目 （土壌溶出量基準）

健康被害が生ずるおそれがない場合

・ 知事が土地所有者等 （汚染原因者が明確な場合は汚染
原因者） に対し、 汚染の除去等の措置の実施を指示

■仕組み

土壌汚染対策法の概要
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数

指定年度

指定件数 計　823　件
うち解除された件数 計　470　件

(2017(平成29)年３月31日現在)

凡例

法施工から2009(平成21)年度まで 指定区域
要措置区域
形質変更時要届出区域

区域の種類

2010(平成22)年度以降

2010(平成22)年４月１日
改正土壌汚染対策法施行

指定区域又は要措置区域等の指定件数の推移
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快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

  土壌汚染対策推進のための取組
中小事業者等による土壌汚染対策を円滑に進め、

かつ、低コスト・低環境負荷で健康リスクを確実

に回避する対策（合理的な対策）を推進するため、

都では以下のような取組を行っています。

▪土壌汚染処理技術フォーラム

土壌汚染の処理費用は一般に高額であるため、

特に資金力の乏しい事業者からは狭い土地にも適

用できる低コストな処理技術が求められています。

そこで都は、土壌汚染処理技術に関する情報を

提供するとともに合理的で低コストな処理技術の

普及促進を図るため、2004（平成16）年より毎年

「土壌汚染処理技術フォーラム」を開催しています。
（ＵＲＬ）�http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/event/soil_

forum/index.html

▪中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン

中小事業者の負担を軽減し、都内における土壌

汚染対策の円滑な実施を促進していくためには、

土壌汚染に関する法令や対策手法などについての

理解を深めてもらうことが重要です。そこで、

2010（平成22）年度に、土壌汚染対策を実施し

ようとする中小事業者に向けて、「中小事業者のた

めの土壌汚染対策ガイドライン」を作成しました。

土壌汚染による健康リスクや土壌汚染の調査に関

する基本的な知識、合理的な対策を選択するため

の具体的な手順等を分かりやすく示しています。
（ＵＲＬ）�http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/soil/

information/guideline.html

「中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン」より抜粋
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快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

▪土壌汚染対策アドバイザー派遣制度

中小事業者による円滑な土壌汚染対策の取組を

支援・促進するため、技術的な観点から適切なア

ドバイスを行う専門家を派遣する「東京都土壌汚

染対策アドバイザー派遣制度」を2011（平成23）

年度から開始しました。土壌汚染対策について十

分な知識と経験を持つ専門家がアドバイザーとし

て訪問し、中小事業者の土壌汚染対策の実施状況

に応じて、調査・対策等のステップごとにアドバ

イスをします。

さらに、土壌汚染対策総合窓口として、土壌汚

染対策法及び環境確保条例等の土壌汚染対策の基

本的、一般的な事項についての質問を受け付け、

円滑に土壌汚染対策に取り組めるよう支援を行っ

ています。
（ＵＲＬ）�http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/soil/

support/advisor.html

  地下水汚染の状況
地下水は流れがゆるやかなため、いったん汚染

されるとその影響が長期にわたります。

1982（昭和57）年、トリクロロエチレンによ

る水道水源井戸の汚染が判明して以来、都内全域

の地下水の水質調査を行っています。2016（平成

28）年度の調査結果（概況調査）によると65地

点中２地点で環境基準を超過していました。また、

水質汚濁防止法に基づいて、有害物質を使用して

いる事業場に対して、地下浸透防止のための規制

や指導を行っています。
（ＵＲＬ）�http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/water/groundwater/

investigation.html

＜アドバイス内容（例）＞

派遣対象

土壌汚染対策アドバイザー派遣制度のしくみ

◆有害物質を使用する施設の廃止に伴い、法令に
基づく土壌汚染対策が必要な中小事業者及び土
該土地所有者の方

◆現在有害物質を使用する事業を操業中で、将来
的に法令に基づく土壌汚染対策が必要となる中
小事業者の方

アドバイザー

①派遣の申し込み 東京都

業務受託者

中小企業

④企業を訪問・
技術的な助言

②アドバイザー
の派遣を決定

③適切なアドバイザーを選定・派遣

<業種>
・めっき
・クリーニング
・ガソリン

スタンド
・印刷 など

＜法令に基づく調査・対策のためのアドバイス＞
・土壌汚染対策の手順、法令の手続きの方法
・土壌汚染状況調査の方法、調査の際の留意点
・事業者に合わせた合理的な対策手法の紹介・提案

など
＜現在操業中の事業者向けのアドバイス＞
・土壌汚染の未然防止の方法
・操業中からの土壌汚染への対応の検討
・操業中からの土壌汚染対策手法の紹介・提案
・中小事業者の希望による簡易調査(分析)の実施

など

地下水の調査方法

調査名 調査目的 調査内容

概況調査 都内全体の地下水の
水質の概況を把握

１ブロックで１地点
測定（Ｈ22年からは
260ブロックを４年
で一巡）

汚染井戸
周辺地区
調　　査

概況調査の結果、新
たに汚染が判明した
地域について、汚染
範囲を確認

新たに汚染が判明し
た井戸及びその周辺
井戸の水質を測定

継続監視
調　　査

汚染が確認された後
の継続的な監視

汚染が確認された地
域の代表的な井戸で
定期的に水質を測定

0
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地点数

年度

環境基準超過地点数

環境基準達成地点数

達成率

達成率（％）

地下水の概況調査における環境基準達成率の推移
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快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

高圧ガスは、工業原料やエネルギー源などとし

て、鉄鋼、化学、土木・建設業等や食品、医療な

どを含むあらゆる産業分野で用いられ、また、生活

関連分野においても、冷媒用（エアコン、冷蔵庫な

ど）、燃料用（家庭用ＬＰガス、タクシーなど）、化

粧品等各種エアゾール（スプレー缶）用等、広く利

用されています。高圧ガスの普及は生活に利便を

もたらす一方で、その特性による危険性を内包して

都は、高圧ガス保安法に基づき、高圧ガスの製造、

貯蔵、販売その他の取扱い並びに容器の製造及び

取扱いを規制するとともに、関係事業者や公益社団

法人東京都高圧ガス保安協会等による自主的な保安

活動を促進することにより、高圧ガスによる災害を

防止し、公共の安全を確保するよう努めています。

いるため、定められた保安対策が必要不可欠です。

また、火薬類は、土木工事・採石事業から花火、

競技用スターター、エアバックに至るまで、産業、

娯楽、スポーツ、救命用などに広く利用されてお

り、都民生活に深いつながりをもっていますが、

事故等が発生した場合、都民生活を大きく脅かす

ことになることから、適正な管理・使用が求めら

れています。

また、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適

正化に関する法律に基づき、一般消費者等に対す

る液化石油ガス（ＬＰガス）の販売及びＬＰガス

器具等の製造・販売等を規制して災害を防止する

とともに、取引の適正化を促進することにより、

消費者保護に努めています。

環境保安

高圧ガスの保安対策

高圧ガスの貯蔵例（資料）経済産業省
貯蔵とは、容器や貯槽に高圧ガスを充てんして、貯めて
おくこと。写真は容器置場における貯蔵例。

高圧ガスの製造例（充てん）
充てんとは、圧縮機等によってボンベに高圧のガスを封
入すること。（例：医療用の酸素、溶接・溶断用のアセ
チレン、ＬＰガス等）

施　策

現状と課題
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快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

  自主保安活動の推進
高圧ガスやＬＰガスは、取扱いを誤ると重大な

災害につながることから、安全を確保するために

立入検査を行っています。しかし、近年の保安技

術の進歩や高圧ガス等の種類・利用形態の多様化

などを背景に、高圧ガス保安法等では、行政によ

る「規制」に加え、保安活動の一部を事業者の自

主的な活動に委ねた「自主保安」を一方の柱に据

えて、協働して安全確保を図っています。

都では、全ての事業所において容易に自主保安

の取組が行えるように2010（平成22）年に「高

圧ガスの安全な取扱いのための自主保安取組推進

指針」を策定し、事故の未然防止と適切な自主保

安活動を推進しています。

  高圧ガス施設の震災対策
今後、発生が危惧されている大地震などの災害

に備え、高圧ガス施設における災害発生を未然に

防止し、被害を最小限に食い止めるため、都は国

に先立ち、1979（昭和54）年に「東京都高圧ガ

ス施設安全基準」を制定し、行政指導を行うとと

もに、事業所ごとに防災計画を作成するよう指導

しています。

東日本大震災後に、高圧ガス施設の安全性確保

のための検討を行い、2013（平成25）年に防災

計画指針を改正しました。また、2015（平成27）

年度までに施設の耐震調査を実施し、事業者に調

査結果を周知するとともに、施設の維持管理方法

について指導するなど、高圧ガス施設の震災対策

を推進しています。

  高圧ガス防災訓練の実施
高圧ガスを安全に利用するには、管理面での安

全確保や事故発生時の適切な対応など、保安確保

の徹底に向けた関係者の様々な努力が必要です。

地域防災組織の更なる育成強化のため、都は毎年、

実践的な基礎訓練や高圧ガス輸送中の災害等を想

定した総合訓練等の防災訓練を実施しています。

2016（平成28）年度は、都立葛西臨海公園第

２駐車場を訓練会場として、東京都高圧ガス地域

防災協議会との共催で警視庁、東京消防庁、日本

赤十字社等と協力して、震災を想定した訓練を約

450事業所、800名の参加を得て実施しました。

カセットコンロ用
ガス缶燃焼破裂実験

特殊高圧ガス
漏えい処置訓練

経年劣化した高圧ガス施設の一例

家庭用ＬＰガスのボンベ
（資料）一般社団法人東京
都ＬＰガス協会

タクシーで使用するＬＰガス
（資料）一般社団法人東京
都ＬＰガススタンド協会
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快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

都は、火薬類取締法に基づき、火薬類の販売、

貯蔵、消費等の許可、事業所への立入検査などを

行うとともに、警視庁、東京消防庁、東京海上保

安部と密接に連携しながら火薬類の取締りの徹底

を図っています。

また、一般社団法人東京都火薬類保安協会とと

もに保安手帳制度による事業者の保安意識の向上

及び保安体制の強化を図りながら、関係団体が主

催する講習会等へ講師を派遣するなど、火薬類に

よる事故防止対策を推進しています。

  火薬類の震災対策
都は火薬類の震災対策として、①平常時・警戒

宣言時・発災時の事業者等の標準的対応、②警戒

宣言時等の伝達体系・伝達内容等について定めた

「火薬類保管施設の震災対応」を取りまとめ、発災

時に関係事業者が適切に対応できるよう周知を

図っています。

火薬類の安全対策

隅田川花火大会
台船上での花火の

打ち上げ前の安全指導

※緊急通行車両の事前登録により、交通規制実施時にも配送が可能 

① 供給要請 

② 供給要請 

③ 運搬・設置 
④ 報 告 

 避難所   

区市町村
東京都

（一社）東京都ＬＰガス協会 

及び支部 

⃝災害時におけるＬＰガス等の供給に関する協定
都は、2014（平成26）年５月、災害時における都内の
避難所の救援活動を円滑に支援するため、一般社団法人
東京都ＬＰガス協会との間で、「災害時におけるＬＰガ
ス等の供給に関する協定」を締結しました。
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快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

▪都内の河川や海域の現状

東京には多摩川や隅田川など大小約120の河川

が流れています。これらの河川の水質は、高度経

済成長期に著しく悪化しましたが、昭和40年代後

半から、工場などの汚濁の発生源の規制や下水道

の普及などによって大幅に改善されました。

2016（平成28）年度の調査結果によると、都

内の河川では汚濁の度合いを示す指標のＢＯＤ＊１

（生物化学的酸素要求量）が都内の56水域のうち

全水域で環境基準を達成しました。

東京都内湾＊３の水質については、ＣＯＤ＊２（化

学的酸素要求量）でみると、1980（昭和55）年

度頃までは年々改善されていましたが、その後は、

ほぼ横ばいの状況で推移しています。

また、夏期を中心に赤潮の原因となる植物プラ

ンクトンが異常に繁殖し、水質が悪化するなど、

引き続き対策が必要な分野が残されています。

＊１　ＢＯＤ
　　　�微生物が、水中の有機物等を、二酸化炭素や水などに分解するた

めに、必要とする酸素の量。河川の汚濁の度合いを示す代表的な指
標で、この数値が大きいほど水質が悪化していることになります。

＊２　ＣＯＤ
　　　�水中の有機物を分解するために要する酸化性物質の量を測定し、

その量を酸素の量に換算した値。海域や湖沼の汚濁の度合いを示
す代表的な指標で、この数値が大きいほど水質が悪化しているこ
とになります。

＊３　東京都内湾
　　　�多摩川河口部から旧江戸川河口部までの東京都の地先水面のこと

をいいます。

▪水循環を取り巻く状況

近年、更なる都市化の進行や産業構造の変化、

気候変動などにより、水循環に変化が生じ、地下

水涵養、河川流量の減少、洪水、水質汚濁、生態

系への影響など様々な課題への対応が求められて

います。

また、2014（平成26）年４月には「水循環基本

法」が制定されるなど、健全な水循環の維持又は

回復に向けた取組を推進していく必要があります。

▪ヒートアイランド現象の進行～暑くなる東京～

ヒートアイランド現象とは、都市部にできる局

地的な高温域のことで、郊外に比べ都心部ほど気

温が高く、等温線が島のような形になることから

この名前が付いています。

ヒートアイランド現象は、真夏日や熱帯夜の日

数の増加による熱中症や睡眠障害などとの関連が

指摘されています。

東京では地球温暖化とヒートアイランド現象の

進行により、過去100年の間に平均気温が約３℃

上昇しています。

水環境・熱環境の向上

-0.5

0.0
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1.0

1.5

2.0
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3.0
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(℃)

世界

日本

東京

世界、日本、東京の年平均気温偏差の推移

日最低気温平均値（℃）の分布
（集計期間：2013年７月１日～９月30日）

現状と課題
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▪暑さによる影響とその対策

東京では、省エネルギーや緑化の推進等の取組

が進められていますが、都市の高温化は継続して

おり、人が夏に感じる暑さは厳しさを増し、多数

の熱中症患者も発生しています。

こうした現状を踏まえ、中・長期的に都市全体

の気温を下げる対策に加え、即時的に人の感じる

暑さを和らげる対策に取り組むことが重要です。

◆暑さの原因とその影響

都市化による暑さの原因は、大きく次の２つに

整理できます。

⃝空調機器や自動車が熱を だす
⃝建物や地面が熱を ためる
あわせて、

⃝日射に加え、これらの熱を人が もらう
ことによって、人への影響（熱中症や睡眠障害等）

が生じています。

◆暑さ対策の考え方

都市の暑さを緩和するため、次の２つの対策を

とることが必要です。

⃝エネルギーの使用を抑えて

　熱を ださない
⃝�緑や水、対策技術を活用し、建物表面や地面を

改善して

　熱を ためない
あわせて、

⃝日除けや水の気化熱を利用するなど、

　熱を人が もらわない
ことによって、人への影響を軽減することが必要

です。

これらの対策により、夏でも街なかで心地よく

過ごせる環境の実現につながります。

暑さ対策の考え方

もらわない

もらわない

ためない

ためない

ためない

ださない

暑さの原因とその影響

もらう

だす

だす

ためる

ためる
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快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

  水質改善に向けた規制
河川や海域の水質汚濁を防止するために、下水

道高度処理化等を進めるとともに、工場や下水処

理場などの事業場に対する規制や指導を行ってい

ます。

都は、工場等の排水中の汚濁物質の濃度を、水

質汚濁防止法で定める排水基準、及び、法より厳

しい環境確保条例で定める排水基準に適合させる

濃度規制を行っています。また、閉鎖性水域であ

る東京都内湾の水質改善のため、水質汚濁防止法

に基づき、排水量が50㎥／日以上の東京都内湾の

流域に立地する工場等に対して、事業場ごとにＣ

ＯＤ、窒素及びりんの許容排出量を定め、これら

の物質の排出量を削減させる総量規制を行ってい

ます。

このような対策により、水質が改善した河川や

海にアユなどの魚も生息しています。

  水質や水生生物の調査研究
豊かな自然環境と共生した水辺空間の創出、安

心して水と触れ合うことを目指し、都では多様な

取組として、東京湾の水質、水生生物の調査、研

究などを展開しています。

①水質調査、水生生物調査の充実

・�海浜部、内湾部、垂直護岸部等で、魚介類や

鳥類等のモニタリング調査

・赤潮調査の実施

②東京湾環境一斉調査の実施

・国、九都県市、大学、ＮＰＯ、企業等と連携

③�環境科学研究所と連携した、水質改善のための

調査研究

水質汚濁対策
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東京湾のＣＯＤの経年変化（年度平均値）

⃝東京湾の赤潮の発生
東京都内湾では、慢性的な富栄養化状態にあるため、５
月から９月にかけて赤潮が発生しています。このため、
窒素やりんの削減対策を計画的に進めています。

レインボーブリッジ付近に
発生した赤潮

スケルトネマ
（赤潮を引き起こす
主なプランクトン）

施　策
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  地下水の保全と適正利用
東京では、大正時代初期から低地部を中心に地

下水の過剰なくみ上げが行われた結果、激しい地

盤沈下が発生しました（最大4.5ｍ）。

法律や条例により、地下水のくみ上げを制限し

た結果、地盤沈下は沈静化傾向にあります。しか

し、過剰な揚水により再び地盤沈下が進行する可

能性があります。引き続き地下水のくみ上げを制

限しつつ、地下水の実態把握を行った上で、「保全

と適正利用」のバランスを取るための管理方策を

検討していきます。

  地下水のかん養
都内の地下水位は全体として回復傾向にありま

すが、区部での上昇量は減少、多摩地域では横ば

いの状況です。都は条例等による地下水のくみ上

げ制限の他、2001（平成13）年７月に東京都雨

水浸透指針を定め、雨水浸透施設の設置を促進す

る他、地下水かん養に大きな役割を果たす緑地・

森林の保全等を図っています。

  温泉の増加
近年、都内では深さ500メートルを超える大深

度の温泉の掘削が増加しています。都は、温泉法

及び都が独自に定めた審査基準等に基づき、揚湯

量の制限や温泉間の距離制限などを行い、温泉の

くみ上げ量の増加に伴う地盤沈下の発生や温泉資

源の枯渇の防止に努めています。

また、温泉施設における爆発事故を受け、温泉

掘削から廃止までの安全対策を定めた指針を策定

しました。その後の温泉法の改正を受け、法と指

針を合わせて安全対策を徹底しています。

  湧水の保全回復
東京に600以上存在する湧水を保全するため、

「東京都湧水等の保護と回復に関する指針」を策定

し、区市町村と連携して湧水の保全と回復を図っ

ています。2002（平成14）年度には、都民や区

市町村からの推薦をもとに57か所の湧水を「東京

の名湧水」として選定しました。また、水量が著

しく減少した都市河川に下水の高度処理水を導水

するなど、水辺環境の回復に努めています。

  清流の復活
流れの途絶えていた野火止用水、玉川上水、千

川上水では、それぞれ、1984（昭和59）年、

1986（昭和61）年、1989（平成元）年から、下

水の高度処理水を多摩川上流水再生センターから

導水し、清流を維持しています。

また、渋谷川・古川、目黒川、呑川では、1995

（平成７）年から、下水の高度処理水を落合水再生

センターから導水しています。

東京の水循環の再生と水辺環境の向上

清流が復活した玉川上水
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快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

 街なかでの暑さ対策等の推進
東京では、都市化の進行等によりヒートアイラ

ンド現象が継続していることに加え、東京2020

大会開催を控えていることから、都民や観光客へ

の暑さ対策が重要な課題となっています。都は、

省エネルギーや緑化の推進、遮熱性舗装の整備、

クールスポットの創出など様々な施策を実施して

おり、2015（平成27）年10月には「東京2020

大会に向けた東京都「暑さ対策」推進会議」を設

置して関係各局の連携を強化し、総合的に対策を

進めています。

ヒートアイランド対策

クールスポット創出支援事業
即時的な効果を狙った対策として、暑熱対応設備を設置したクールスポットの創出を促進する補

助制度を実施し、都民や観光客等が涼しさを感じる場所を増やしていきます。

《補助制度の概要》
▪補助対象者：�
　区市町村・事業者（法人・個人）
▪補助対象設備：�
　�人が自由に出入りできる都内の施設や公共
交通機関の施設の暑さを緩和する設備であ
ること

▪対象設備（例）：�
　微細ミスト、遮熱性舗装
▪補助額：�
　設置経費（設備費・工事費）の２分の１

（2016（平成28）年度 微細ミスト導入事例）

都営バス停留所への微細ミスト導入検証事業
待ち時間の暑さが懸念されるバス停留所に微細ミストを導入し、その効果や課題、効果的な普及

策等について検証する事業を実施しています。

（ミスト設置停留所）
「東京ビッグサイト」「西葛西駅前」
（事業期間）2016（平成28）年度から2020
（平成32）年度まで

（東京ビッグサイト都営バス停留所）
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快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保

暑さ対策に係る先進技術等実証事業
開放された空間（イベント会場）等において、
暑熱を緩和する先進技術等を有する設備を設置
しその効果実証を行いました。結果を広く発信
していくことで、暑さ対策技術の普及を促進し
ています。

（検証した設備例）
微細ミストと日除けの組合せ、親水性不織布
テントなど

（微細ミストと日除けの組合せ設備）

東京2020大会に向けた暑さ対策推進事業（クールエリア）
都では、2017（平成29）年度から、東京2020大会競技会場周辺で、かつ、観光客等が多く集
まる注目度が高い地域において、人の感じる暑さを緩和するクールエリアを創出する事業を新たに
実施していきます（2019（平成31）年度までに、６地域程度で実施）。
2017（平成29）年度は、中央区及び調布市において、暑さ対策設備を整備します。

（主な補助対象設備及び設置場所）
設置場所 整備する暑さ対策設備

中
央
区

銀座、京橋、日本橋、日本橋室町に係る中
央通沿いの区域（国道 15 号及び 17 号）
及び数寄屋橋公園

微細ミスト、フラクタル日除け、ミスト付
パラソル等

調
布
市

スタジアム通り（市道主要 33号線）及び
飛田給駅公共通路 歩道の遮熱性舗装及び微細ミスト

暑さ対策の機運醸成（打ち水ムーブメントの展開）

東京では、猛暑日や熱帯夜が増加するなど夏
の暑さが課題となっており、また、夏に開催さ
れる東京2020大会開催に向けて、暑さ対策を
推進することが求められています。そこで、涼
を得るための江戸の知恵である「打ち水」が、
東京のおもてなしとして定着することを目指し
て、「打ち水日和」と銘打ち打ち水イベントを
行うなど、ムーブメントとして展開しています。

（「打ち水日和」in「丸の内キッズジャンボリー2017」の様子）
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環境施策の横断的・総合的な取組
東京都環境白書2017

都では各区市町村による地域と連携した環境施

策に対して、財政面・技術面等における様々な支

援を行っています。財政面では、2012（平成24）

年度より、「東京都地域と連携した環境政策推進の

ための区市町村補助制度」による支援を始め、

2014（平成26）年度からは、補助金の原資とし

て50億円の基金を公益財団法人東京都環境公社に

造成し、「東京都区市町村との連携による地域環境

力活性化事業」を創設し、これに基づく支援を

行っています。その他、都の環境課題の解決に向

け、事業系廃棄物の３Ｒルールづくりに向けて、

区市町村と共同で検討を進めるなど、各種施策に

ついて、相互に連携して取り組んでいます。

また、東京湾の水質改善や大気中の窒素酸化物

及び浮遊粒子状物質削減対策、産業廃棄物の不法

投棄などといった、個々の都県市の範囲を超えた

広域的に対応すべき様々な課題に対して、九都県

市首脳会議環境問題対策委員会や産業廃棄物不適

正処理防止広域連絡協議会（通称：産廃スクラム

32）などの広域連携会議において、共同・連携し

た対応を図るなど、広域行政を推進しています。

  区市町村との連携による取組の促進
環境政策の一層の推進を図るためには、地域の

実情に精通している区市町村との連携を一層強化

していくことが重要です。

そこで、都は、都内の区市町村が実施する地域

の多様な主体との連携や、地域特性・地域資源の

活用等、地域の実情に即した取組のうち、東京の

広域的環境課題の解決に資するものに対して、必

要な財政的支援を実施するため、2014（平成26）

年度から「東京都区市町村との連携による地域環

境力活性化事業」を創設し、都と区市町村が一体

となった取組の促進を図っています。

今日の環境課題は、気候変動や持続可能な資源利用、生物多様性の保全など、より複雑で多岐に

わたっています。これらに的確に対応するためには、区市町村・都民・ＮＰＯ等多様な主体との連

携を強化し、効果的な施策を展開していくことが必要となっています。

また、地球規模で対応すべき課題の解決に向けては、世界の諸都市との交流・協力を深めること

も重要になっています。都市間での環境政策の連携や知識・技術の学び合いを活発に行うことで、

世界的な環境改善・気候変動対策に貢献していきます。

加えて、環境影響評価制度をはじめとする環境配慮の仕組みづくりや、環境学習による人材育成

等の多様な手法により、都民、事業者等の環境配慮行動を促すとともに、都自らも最大限環境に配

慮した取組を進めることで、持続可能な都市の実現を目指します。

多様な主体との連携

自治体間での取組
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環境施策の横断的・総合的な取組

東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業の概要
事 業 期 間　2014（平成26）年度から2023（平成35）年度までの10年間
補助事業費　2016（平成28）年度５億円（補助金の原資として、50億円）
対象事業等

補助事業の種類 補助額

１　広域的課題に対する区市町村の取組を都内全域に拡大（12事業）
省エネルギー対策、生物多様性の保全及び資源循環の推進など、広域的な課題に
対する区市町村の取組を支援し、都内全域に拡大していく事業

補助対象経費の１／２
２　地域特性や地域資源を活用した魅力ある地域環境の創出を促進（７事業）
再生可能エネルギーの利用促進や生態系の保全など、地域特性や地域資源を積極
的に活用する区市町村の取組を引き出し、東京の環境の魅力を高めていく事業

３　将来的な広域展開に向けて先駆的な取組をモデル事業として推進（５事業）
ＩＣＴ技術を活用した自転車シェアリングの普及促進など、区市町村の先駆的な
取組をモデル事業として推進し、将来的な広域展開を図っていく事業

（ＵＲＬ）http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/policy_others/municipal_support/cat8849/index.html#

 広域連携会議
今日の環境問題は、他の大都市や道府県におい

ても共通な課題であり、広域的な対応が求められ

ています。そこで、各種環境施策の効率性及び実

効性をより高めるため、九都県市首脳会議環境問

題対策委員会をはじめとした他の都市や道府県と

の広域連携会議において、共通課題についての協

議、共同研究及び国等への働き掛けなど共同の取

組を進めています。

主な広域連携会議一覧
名称 構成

九都県市首脳会議
環境問題対策委員会

（1989（平成元）年設置）
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、
さいたま市、相模原市

九都県市首脳会議
廃棄物問題検討委員会

（1986（昭和61）年設置）
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、
さいたま市、相模原市

大都市環境保全主管局長会議
（1969（昭和44）年設置）

札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都、川崎市、横浜市、
相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、
神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市

大都市清掃事業協議会
（1978（昭和53）年設置）

札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、特別区、東京都、川崎市、横浜市、
相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、
神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市
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環境施策の横断的・総合的な取組

経済成長と急速な都市化が進む新興国・途上国

ではエネルギー消費量やＣＯ２排出量の増加、大

気汚染・水質汚濁、廃棄物処理等の問題に直面し、

環境問題に対処するための政策や技術へのニーズ

が高まっています。

また、地球温暖化への対応が差し迫った課題と

なっているなか、国際社会では、ＣＯ２ 排出の

70％以上を占める都市の取組が鍵になるという認

識が強まっています。国連や世界銀行等の国際機

関は、国に先行して気候変動緩和策・適応策に取

り組んでいる都市・地方政府との連携を促進して

います。キャップ＆トレード等で先駆的な取組を

進めている都の施策は、こうした国際機関や世界

の大都市から強い関心を集めています。

このため都は、世界の各都市や機関と連携を深

め、都の先進的な取組を情報発信し、都の政策ノ

ウハウや技術を提供し、アジアをはじめとする都

市の環境改善・世界の気候変動対策に貢献してい

ます。

 アジア都市との環境協力
アジア都市では、経済成長に伴う急速な都市化

により気候変動の危機が顕在化するとともに、大

気汚染や廃棄物問題が深刻化しています。アジア

都市からは、これらの課題に、先駆的に取り組ん

できた都の経験や政策ノウハウを提供することが

求められています。

このため、姉妹友好都市との協力合意や従来の

アジア大都市ネットワーク21などの国際連携の枠

組みを活用して、大気質改善や廃棄物処理等の課

題について、都の経験や政策ノウハウの提供を

行っています。

▪多都市間の実務的協力事業

2001（平成13）年に設立された「アジア大都

市ネットワーク21（ＡＮＭＣ21）」は、アジアの

首都及び大都市が新技術の開発、環境対策、産業

振興など共通の課題に取り組むため、共同して事

業を推進し、その成果を地域に還元していくこと

を目的として活動が行われてきました。環境分野

においては、主に廃棄物対策、大気質改善対策、

気候変動対策の分野を中心に専門的ワークショッ

プの開催や各都市からの研修生の受入れを通じ、

各都市の課題解決に向け、東京や日本の政策や技

術情報の紹介、支援を行ってきました。

2014（平成26）年９月に開かれた第13回トム

スク総会では、共同事業の一つ「都市と地球の環

境問題」の事業紹介において、同事業の参加都市

であるウランバートル市とともに廃棄物対策ワー

クショップの成果を発表しました。なお、「ＡＮＭ

Ｃ21」は、このトムスク総会を機に、会員都市の

間で抜本的な見直しを行い、現在は活動を休止し

ています。東京が幹事都市を務めてきた共同事業

については、引き続き「多都市間の実務的協力事

業」として実施しています。

国際環境協力の推進
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環境施策の横断的・総合的な取組

Close-up 11 アジア都市との技術交流の推進

＜北京市との大気質改善分野における研究員交流＞
都は、2009（平成21）年９月に締結した「東京都と北京市の技術交流・技術協力に関わる合

意書」に基づき、北京市と環境分野の技術協力を推進しています。
2015（平成27）年度には、東京都環境科学研究所及び北京市環境保護科学研究院の研究員に

よる、ＰＭ2.5対策・ＶＯＣ対策などの、約１か月間にわたる相互技術交流を実施しました。
2016（平成28）年度からは、光化学オキシダントの共同調査を実施し、東京・北京両都市に

共通する課題の解決に資する取組を行っています。

北京市環境保護科学研究院研究員の受入れの様子 東京都環境科学研究所研究員派遣の様子

2017（平成29）年８月のイスカンダルワーク
ショップにおける現地ビルの省エネ診断の様子

2017（平成29）年１月の
東京における施策説明の様子

＜マレーシア・イスカンダル開発区への気候変動対策分野における政策技術協力＞
環境省（日本政府）は、イスカンダル開発区（マレーシア）等において、建築物分野を対象と

した低炭素社会実現への計画・実施に向け、支援事業（「アジアの低炭素社会実現のためのアジア
低炭素社会研究プロジェクト」）を行っています。都は、環境省からの要請を受け、都の「地球温
暖化対策報告書制度」の導入の提案など、政策技術協力を実施しています。
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環境施策の横断的・総合的な取組

 国際組織との連携推進
気候変動分野においては、都市レベルでの取組

に高い関心が寄せられており、なかでも都は

キャップ＆トレード制度を導入するなど大都市の

特性を生かした対策を講じることにより、着実な

温室効果ガスの排出削減の効果を上げています。

この取組は、各国の地方政府から高い関心を集め、

政策技術支援の提供依頼や国際会議への招請が増

えています。都はこれらのニーズに応え、世界の

大都市の気候変動対策の推進と温室効果ガス排出

削減に大きく貢献しています。

▪Ｃ４０との連携

「世界大都市気候先導グループ（Ｃ４０）」は、

ロンドンやニューヨーク、パリ市などの世界の大

都市が参加する気候変動対策に関するネットワー

クで、都は2006（平成18）年12月に加盟しまし

た。翌年７月からは運営委員会のメンバーとなり、

Ｃ４０の意思決定に深く関わっています。

2008（平成20）年10月、Ｃ４０気候変動東京

会議を開催し、Ｃ４０として初めて、気候変動か

ら人間社会を守る適応策について重点的かつ具体

的に議論を行いました。

2009（平成21）年５月に開催された第三回世

界大都市気候サミットでは、全ての国がＣＯ２削

減のための国際的枠組みに参加するよう、各都市

が政府に働き掛けることを訴えるとともに、世界

初となる都市型キャップ＆トレード制度や漏水防

止の取組などを発表しました。また、2011（平成

23）年５月の第四回サミットでは、キャップ＆ト

レード制度等の建築物の低炭素対策や廃棄物分野

での取組を発表し、参加者から高い関心を集めま

した。2014（平成26）年２月の第五回サミット

においてもキャップ＆トレード制度等の取組を発

表したほか、その他のハイレベル会合にも参加し

ました。

2014（平成26）年６月、「世界の建築物の省エ

ネを考える “Ｃ４０東京ワークショップ”」を東京

で開催し、建築物の環境対策に係る世界の大都市

に共通する課題の共有、解決に向けた議論や優れ

た政策事例の紹介等が行われました。

都は現在、Ｃ４０の気候変動に係る17のサブ

ネットワークの一つ「民間建築物省エネ・ネット

ワーク」においても、Ｃ４０参加都市の建築物の省

ヤンゴン廃棄物処理共同検討プログラムの様子 住民啓発ツールなど

＜ヤンゴン廃棄物処理共同検討プログラム＞
都は、ＪＩＣＡの草の根技術協力事業の枠組みを活用し、2013（平成25）年から2016（平成

28）年まで、「ヤンゴン廃棄物処理共同検討プログラム」を実施しました。ヤンゴン市の廃棄物
処理の第一線で働く現場職員を中心に人材育成を図るとともに、住民とのコミュニケーション向
上のための啓発ツールや、職員のための安全作業マニュアル等を共同で作成しました。
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環境施策の横断的・総合的な取組

エネに関する優れた制度等に関する調査報告書を

Ｃ４０とともに取りまとめるなど、中心的な役割を

果たすとともに、「クール・シティーズ」等のネット

ワークにも参加し、積極的な活動を展開しています。

▪�ＩＣＡＰ（国際炭素行動パートナーシップ）での

活動

ＩＣＡＰ（The International Carbon Action 

Partnership・国際炭素行動パートナーシップ）

は、国や公的機関による温室効果ガス排出総量削

減義務と排出量取引制度（キャップ＆トレード）

の国際的な連携に向け、専門的な議論・意見交換

を行うフォーラムで、2007（平成19）年10月に

設立された機関です。

都は、2008（平成20）年７月に環境確保条例

を改正し、日本で初めてキャップ＆トレード制度

を導入し、こうした実績をもとに、2009（平成21）

年５月、ＩＣＡＰに加盟しました。都は、ＩＣＡＰ

に加盟する唯一の都市政府であり、アジアでは初

めての加盟です。

2011（平成23）年１月からは、ＩＣＡＰの運

営委員会メンバーとなり、ＩＣＡＰの運営にも主

体的に関わっています。

また、キャップ＆トレード制度の導入に関心を

持つ新興国及び途上国政府の政策担当者等を対象

に毎年ＩＣＡＰが主催する講習会にも職員を講師

として派遣しています。

2017（平成29）年６月には、ＩＣＡＰのメン

バーやアジア諸国、国内自治体の政策担当者等が

一堂に会するＩＣＡＰ東京シンポジウム2017を

開催し、気候変動対策に関する国内外の先進的な

取組の成果やノウハウの共有を行いました。

都は今後ともこのような取組により国内及び世界

の気候変動対策の推進に積極的に貢献していきます。

Close-up 12 国際社会との連携

＜ＣＯＰ２１＞
2015（平成27）年11月30日から12月13日まで、パリ（フランス）において、「国連気候変

動枠組条約第21回締約国会議（ＵＮＦＣＣＣ／ＣＯＰ２１）」が開催され、全ての締約国が参加
する2020年以降の気候変動対策の国際的枠組みである「パリ協定」が採択されました。

都は、ＣＯＰ２１期間中に、Ｃ４０・イクレイ等の都市間ネットワークや国家政府、国際機関
等が開催するサイドイベントに参加し、気候変動対策に関する施策のアピールや情報交換等を行
いました。

400人以上の市長等が集まり、都市による気候変動対策の重要性について話し合った「気候変
動に関する首長サミット」（パリ市等主催）では、都の意欲的な気候変動対策をアピールする知事
のビデオメッセージが会場で上映されました。

ＣＯＰ２１では、このような都市・地方政府関係のイベントが多数開催され、都市の役割が強
く認識されるものとなりました。都は世界の気候変動対策に貢献するため、今後ともこのような
機会を活用し、各都市との連携を一層強化し、都の政策や成果を世界へ発信していきます。

パリ市「気候変動に関する首長サミット」の様子 サイドイベントでの発表の様子
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＜グローバル・コベナント・オブ・メイヤーズ（世界気候エネルギー首長誓約）への参加＞
2015（平成27）年10月、都は気候変動対策として世界最大規模の都市間連携の取組である

「コンパクト・オブ・メイヤーズ（首長誓約）」に参加しました。
コンパクト・オブ・メイヤーズは、2015（平成27）年にフランス・パリ市で開催されたＣＯ

Ｐ２１の成功を後押しするため、Ｃ４０やイクレイらが中心となって2014（平成26）年に設立
されたものです。世界全体の温室効果ガスの70％を排出している都市が連携して、気候変動の危
機に対処していくことを設立の目的としています。

コンパクト・オブ・メイヤーズの取組は、2017（平成29）年１月、欧州議会が運営管理して
いる「コベナント・オブ・メイヤーズ（気候エネルギー自治に関する市長誓約）」と統合し、「グ
ローバル・コベナント・オブ・メイヤーズ（世界気候エネルギー首長誓約）」となりました。

この取組に参加した都市は、自らが設定した温室効果ガスの削減目標や行動計画を公表し、そ
の進捗状況の年次報告を行っていきます。

❶誓約 ❷測定 ❸目標 ❹計画 契約遵守

ＪＲ品川車両基地跡地の俯瞰図
資料：ＪＲ東日本

クライメット・ポジティブ開発を目指す
世界の開発プロジェクト（2017年８月時点）

＜Ｃ４０クライメット・ポジティブ開発プログラム＞
2016（平成28）年２月、Ｃ４０が推進する「クライメット・ポジティブ開発プログラム」に、

都の申請により、東日本旅客鉄道株式会社の「ＪＲ品川車両基地跡地開発」が参加しました。現在、
ロンドン、シドニーなど世界約20都市の開発事業が、この認証制度に参加しており、品川開発
プロジェクトは、日本で初めての参加となります。

本認証制度は、温室効果ガスの排出がゼロ以下を目指す都市開発事業で、開発区域が所在する
都市の気候変動政策に合致したものを認証する制度です。構想から開発終了までの長期にわたる
事業の進捗に応じて、「候補者（計画の構想段階）」、「参加者（計画の詳細段階）」、「建設中（建設
段階）」、「クライメット・ポジティブ達成（開発終了）」の４段階の審査・認証があります。品川
開発プロジェクトは、現在、「候補者」段階です。

品川開発プロジェクトにおいては、最先端の建築物省エネ対策や食品廃棄物のバイオマス化な
どの導入を検討しており、都としても、気候変動対策の先進的な取組として技術的な協力・支援
を行っています。
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Close-up 13 国際的に注目されるキャップ＆トレード制度

パリ協定で定める目標達成に向け、カーボンプライシングは温室効果ガス削減のための有効
な手法として、世界の多くの国で導入に向けた動きが加速しています。そのような中、都の気候
変動への積極的な取組、特にキャップ＆トレード制度は国際的に注目され、高く評価されてい
ます。

これまでも、2011（平成23）年12月にはグリーンビルディング協会の「ガバメントリーダー
シップ賞」を受賞、2012（平成24）年12月には、フィナンシャルタイムズ紙とシティグループ
が主催する、同じく都市の優れた取組を表彰する「FT‒CITI Ingenuity アワード」をエネルギー
部門で受賞、2013（平成25）年９月には、Ｃ４０（世界大都市気候先導グループ）とシーメン
ス社が主催する「大都市気候リーダーシップ賞」をファイナンスと経済発展分野で受賞してい
ます。

また、2014（平成26）年６月、それまでの実績が認められ、ドイツのボンで開催された国連
気候変動枠組条約会議の「都市環境」をテーマにした技術専門家会合に招へいされ、本制度運用
の経験と成果を、世界の国々と共有しました。

国際会議においても積極的な情報発信に努めており、2016（平成28）年11月、モロッコのマ
ラケシュで開催された国連気候変動枠組条約第22回締約国会議（ＣＯＰ22）期間中に開催され
たサイドイベントにおいても、本制度をはじめとした都の取組を幅広く紹介しました。

COP22サイドイベント・「低炭素ソリューション会議」での発表 国連気候変動枠組条約会議技術専門家会合での発表

＜ＩＣＡＰ東京シンポジウム2017＞
2017（平成29）年６月14日、都はＩＣＡＰとともに、ＩＣＡＰ東京シンポジウム2017を開

催しました。シンポジウムでは、ＩＣＡＰのメンバーやアジア諸国、国内自治体の政策担当者等
が一堂に会し、気候変動対策に関する国内外の先進的な取組の成果やノウハウの共有等を行いま
した。

冒頭、小池知事が開会挨拶を行い、「志を同じくする世界の国や都市が連携し、気候変動の危機
に立ち向かっていくことが重要。都市型のキャップ＆トレード制度のほか、中小規模事業所の取
組や家庭の省エネの支援、再生可能エネルギーの積極的な活用など、気候変動対策を推し進め、
環境先進都市・東京を実現していく」と述べました。

引き続き、「脱炭素社会に向けた大転換～気候リスクと新たな市場のビジネス機会が転換を駆
動」「世界に広がるカーボンプライシング」をテーマに有識者からの基調講演が行われたのち、都
制度におけるトップレベル事業所や気候変動対策に先駆的に取り組む日本気候リーダーズ・パー
トナーシップ会員企業から、脱炭素社会に向けた取組が紹介されました。
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⃝Ｃ４０（世界大都市気候先導グループ）
世界の都市が連携して温室効果ガスの排出削減に取り組むネットワークとして2005年に
設立。気候変動対策に積極的に取り組むロンドン市、ニューヨーク市、パリ市などが参
加。2017（平成29）年９月現在、参加都市は91都市、都は2006（平成18）年12月に
加盟

⃝ＩＣＬＥＩ（イクレイー持続可能性をめざす自治体協議会）
気候変動防止や生物多様性の保全、総合的な水管理などに取り組む地方自治体の国際的な
ネットワーク。国連環境計画及び国際自治体連合の支援により1990（平成２）年に設立。
世界で1,500以上の自治体が加盟しており、都は2010（平成22）年２月に加盟

⃝ＩＣＡＰ
　（The International Carbon Action Partnership・国際炭素行動パートナーシップ）
国や公的機関によるキャップ＆トレード制度の国際的な連携に向け、専門的な議論・意
見交換を行うフォーラム。欧州委員会やカリフォルニア州など欧米の国や州政府等の参
加により2007（平成19）年10月に設立。2017（平成29）年９月現在、31の国と州等
が加盟

開会挨拶をする小池知事 パネルディスカッションの様子

駐日欧州連合大使との会談

シンポジウムの開会に先立ち、小池知事とヴィオレ
ル・イスティチョアイア＝ブドゥラ駐日欧州連合（Ｅ
Ｕ）特命全権大使が会談を行い、パリ協定の実現に向け
て、ＥＵと都が連携を強め、固い決意で世界の気候変動
対策をリードしていくことをお互いに確認しました。

午後には、世界各地から出席したパネリストにより、地域別のパネルディスカッションが行わ
れ、欧州及び北米における排出量取引制度の最新動向、中国や韓国、イスカンダル開発区（マ
レーシア）、ホーチミン市（ベトナム）などで進むアジア地域の低炭素社会づくりの取組が紹介さ
れました。また、都、埼玉県、長野県、横浜市、大阪市等の政策担当者が参加した国内都市の
セッションでは、カーボンプラインシングに関して活発な意見が交わされました。
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環境施策の横断的・総合的な取組

持続可能な都市づくりに向けては、行政のみな

らず、都民・事業者等のあらゆる主体が、あらゆ

る分野の活動において十分に環境に配慮して取り

組む必要があります。

これまで、都では、環境負荷の低減や公害の防止

等を促進することを目的として、環境アセスメント

（環境影響評価）制度やキャップ＆トレード制度、

緑化計画書制度等、様々な環境配慮制度を実施し

ています。また、エネルギー消費の多い家電製品

の省エネ性能を示す省エネラベリング制度や優良

な産業廃棄物処理業者を認定する、第三者評価制

度などといった、環境配慮の度合いを評価する仕

組みを構築し、普及促進を行っています。他にも、

東京都グリーン購入推進方針やスマートエネル

ギー都庁行動計画等を定め、物品の調達、庁舎内

での省エネ行動等、都の率先的な取組も推進して

います。

 環境アセスメント
環境アセスメント（環境影響評価）制度は、環

境により配慮したまちづくりの推進に重要な役割

を果たしています。

大規模な開発事業を行う際、あらかじめその事

業の実施が環境に与える影響を調査、予測・評価

し、その結果について、住民や関係自治体の意見

を聴きながら、環境への影響をできるだけ少なく

するための仕組みが、環境アセスメント制度です。

都は、1981（昭和56）年から事業の実施段階

における環境アセスメント制度として、環境影響

評価条例に基づく手続を実施しています。また、

2002（平成14）年７月に条例改正を行い、都が

策定する計画に対し、その立案段階において環境

影響評価を行う計画段階環境アセスメント制度を

導入しました。

▪環境アセスメント誕生の背景

昭和40年代の公害問題を乗り越えた後の環境行

政の課題は、事業の実施前から環境配慮を行って

いくための「事前の取組」でした。

特に、工場やごみ処分場などの大規模な事業は、

環境への配慮なしにそのまま実施されれば、後に

なって、大気汚染や土壌汚染など、様々な面で環

境に著しい影響を及ぼすことになりかねません。

このため、事業の実施前に、事業がもたらす環

境影響について、住民や関係する自治体の意見を

聴きながら、環境を保全するための対策を検討す

る仕組みが必要とされました。

▪環境アセスメントとは

大規模な開発事業などを行う事業者は、事業を

実施する際に環境に与える影響について、あらか

じめ調査、予測・評価を行い、これらの結果を踏

まえ、環境保全対策をまとめます。その過程で周

辺住民や関係自治体、審議会の意見を聴くための

手続を行います。さらに、事業者は、工事の施行

中及び完了後にも事後調査を行い、実際に適切な

環境配慮がなされているかを確認します。

▪事業計画をより環境に配慮したものへ

環境アセスメント制度は、個別の事業の実施段

階で行われる手続のため、計画内容の見直しが弾

力的に行われにくい、複数の事業を含む広域的な

持続可能な都市づくりに向けた環境配慮の促進

環境配慮の促進に向けた取組
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開発計画については複合的・累積的な環境影響に

適切に対応できない、などの課題が指摘されてき

ました。

このため、2002（平成14）年７月に条例の改

正を行い、計画段階環境影響評価（計画アセス）

手続を導入し、事業段階環境影響評価（事業アセ

ス）手続と一連・一体となった新しい制度として

再構築しました。

また、環境アセスメントを適切に行うための技

術的事項については、技術指針を定めています。

科学的知見の進展等に基づいて、所要の改定を随

時行っており、2013（平成25）年６月に一部改

正を実施しました。

東京都において、環境影響評価条例に基づき手

続が実施された事業は、条例が施行された1981

（昭和56）年から2017（平成29）年３月末まで

の間に、340件（うち計画アセス４件）です。

▪東京都のアセスメント制度の特色

都のアセスメント制度の特色は次のとおりです。

◆計画アセスの導入

⃝ 事業計画の早い段階から複数の計画案を環境面

から比較評価

⃝ 計画アセスの対象となるのは事業者が東京都の

場合

⃝ 計画アセスを実施した事業は、一定の要件を満

たす場合に限って事業アセス手続の一部を省略

することが可能

◆事業者責任・評価基準等の明確化、審議会開催

⃝ 調査、予測・評価は事業者の責任と負担で行う

⃝ 技術指針、事後調査基準の策定

⃝ 知事の諮問に応じ、環境影響評価及び事後調査

に関する事項について専門的な見地から調査、

審議する環境影響評価審議会の設置

◆住民参加の機会

⃝ 意見書の提出、都民の意見を聴く会の開催など

を手続化

◆事後調査手続

⃝ 工事中、工事完了後も環境保全措置の実施状況

などを検証するために事後調査を実施

◆実効性の確保

⃝ 事業に関係する許認可権者への配慮要請、事業

者への措置要請など

 １ 大気汚染  ２ 悪臭
 ３ 騒音・振動  ４ 水質汚濁
 ５ 土壌汚染  ６ 地盤
 ７ 地形・地質  ８ 水循環
 ９ 生物・生態系  10 日影
 11 電波障害  12 風環境
 13 景観  14 史跡・文化財
 15 自然との触れ合い活動の場
 17 温室効果ガス

 16 廃棄物

予測・評価項目

環
境
配
慮
書
の
提
出

計
画
策
定
の
報
告

環
境
影
響
評
価
書
案
の
提
出

調
査
計
画
書
の
提
出

環
境
影
響
評
価
項
目
の
選
定

説
明
会

公
示・縦
覧（
30
日
間
）

都
民・計
画
段
階
関
係

区
市
町
村
長
の
意
見

（
知
事
）

都
民
の
意
見

を
聴
く
会

（
知
事
）

審
査
意
見
書

（
知
事
）

都
民
の
意
見

を
聴
く
会

（
知
事
）

審
査
意
見
書

（
知
事
）

審
査
意
見
書

（
知
事
）

事
業
者
の
意

見
を
聴
く
会

説
明
会

公
示・縦
覧（
30
日
間
）

評
価
書
案
に
係
る
見
解
書
の
提
出

公
示・縦
覧（
20
日
間
）

環
境
影
響
評
価
書
の
提
出

公
示・縦
覧（
15
日
間
）

事
後
調
査
計
画
書・着
工
届
の
提
出

着
工
届
　公
示

事
後
調
査
報
告
書
の
提
出

完
了
届
の
提
出

事
後
調
査
報
告
書
の
提
出

完
了
届
　公
示

都
民・事
業
段
階
関
係
区

市
町
村
長
の
意
見

公
示・縦
覧（
10
日
間
）

都
民・周
知
地
域
区

市
町
村
長
の
意
見

事後調査手続計画段階環境影響評価手続 事業段階環境影響評価手続

東京都環境影響評価条例に定める基本手続き
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環境施策の横断的・総合的な取組

リンピック・パラリンピック環境アセスメント指

針」に定めています。

予測・評価は、従来の環境項目に加え、社会経

済項目についても実施し、大会開催に伴う環境影

響の回避・最小化・代償だけでなく、大会を契機

とした東京の持続可能性の向上に資することを目

的としています。

また、アセスメントの審査は、学識経験者など

から構成される評価委員会における検討を経て、

環境局長が行うこととしています。

審査済み施設等一覧

■�環境影響評価調査計画書に対する審査
施設名称等 審査意見書送付日

都内会場、競技、全体計画 2014（平成26）年 5月29日
馬事公苑 2016（平成28）年 7月15日

■�環境影響評価書案に対する審査
施設名称等 審査意見書送付日

オリンピックスタジアム（旧計画） 2015（平成27）年 6月25日
武蔵野の森総合スポーツ施設 2015（平成27）年 6月25日
選手村 2015（平成27）年10月13日
アーチェリー会場（夢の島公園） 2016（平成28）年 3月28日
オリンピックアクアティクスセンター 2016（平成28）年 5月17日
有明アリーナ 2016（平成28）年 5月17日
海の森水上競技場 2016（平成28）年 6月28日
オリンピックスタジアム 2016（平成28）年 9月 6日
馬事公苑 2016（平成28）年12月 1日
海の森クロスカントリーコース 2017（平成29）年 3月 2日
有明体操競技場 2017（平成29）年 5月29日
カヌー・スラローム会場 2017（平成29）年 5月29日
有明テニスの森 2017（平成29）年 7月31日
大井ホッケー競技場 2017（平成29）年 7月31日
馬事公苑（その２） 2017（平成29）年 7月31日

  東京オリンピック・パラリンピック環
境アセスメントについて

東京2020大会の会場等について、都条例の対

象規模に満たない小規模な施設についても、実施

者の自主的な取組により、アセスメントを行って

います。

手続や調査・予測及び評価の手法については、

条例によるアセスメントに準じて、「東京2020オ

環境アセスメントの対象事業

広域複合開発計画：�地域面積30ｈａ以上かつ複数の対象事業の実施予定
があり、人口等を定める計画

環境アセスメント情報の提供

環境局の環境アセスメントホームページでは、アセ
スメント制度の説明や、各事業のアセスメント手続
の進捗状況の公開などを行っています。ぜひご覧く
ださい。
（URL）�http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/assessment/

index.html

環
境
配
慮
書
の
提
出

計
画
策
定
の
報
告

環
境
影
響
評
価
書
案
の
提
出

調
査
計
画
書
の
提
出

環
境
影
響
評
価
項
目
の
選
定

説
明
会

公
示・縦
覧（
30
日
間
）

都
民・計
画
段
階
関
係

区
市
町
村
長
の
意
見

（
知
事
）

都
民
の
意
見

を
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会

（
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事
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見
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事後調査手続計画段階環境影響評価手続 事業段階環境影響評価手続
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⃝次世代自動車の導入促進税制
環境負荷の小さい次世代自動車の取得を税制面から支援
します。【自動車税・自動車取得税の免除】

対
象
車

燃料電池自動車、電気自動車、プラグインハイブリッ
ド自動車

（2009（平成21）年度から2020（平成32）年度
の間に新車新規登録されたもの）

免
税
額
等

〔自動車税〕
 新車新規登録を受けた年度（但し月割）及び翌年
度から５年度分
　⇒全額を免除

〔自動車取得税〕
 2009（平成21）年度から2020（平成32）年度の
取得
　⇒全額を免除

⃝中小企業者向け省エネ促進税制
中小企業者が、気候変動対策の推進の一環として行う省
エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備の取得を税
制面から支援します。【法人事業税・個人事業税の減免】

対
象
者

「地球温暖化対策報告書」（＊１）等を提出した中小企
業者（＊２）

＊１　 総量削減義務の対象とならない中小規模事
業所ごとにＣＯ２排出量や対策状況などを記
載した報告書（Ｐ10参照）

＊２　資本金１億円以下の法人、個人事業者等

対
象
設
備

◆ 特定地球温暖化対策事業所等以外の事業所にお
いて取得されたもの

◆ 省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備
（減価償却資産）で、環境局が導入推奨機器とし
て指定するもの（＊３）

＊３　 指定基準を満たす以下の省エネ設備等
　　・ 空調設備（エアコンディショナー、ガス

ヒートポンプ式冷暖房機）
　　・ 照明設備※（蛍光灯照明器具、ＬＥＤ照明器

具、ＬＥＤ誘導灯器具）
　　・小型ボイラー設備（小型ボイラー類）
　　・ 再生可能エネルギー設備（太陽光発電シス

テム、太陽熱利用システム）
※ 照明設備については対象設備の設置に工事が伴うものが対

象です。
　（照明設備で、ＬＥＤランプのみの交換は対象となりません。）

減
免
額

設備の取得価額（上限２千万円）の２分の１を取
得年度の事業税額から減免（ただし、当期事業税
額の２分の１を限度）
※ 減免しきれなかった額は、翌年度事業税額から

減免可

対
象
期
間

《法人》
2010（平成22）年３月31日から2021（平成33）
年３月30日までの間に終了する各事業年度

《個人》
2010（平成22）年１月１日から2020（平成32）
年12月31日までの間

  ＜東京版＞環境減税
都では、2009（平成21）年度から、低炭素型

都市の実現に向け、自主的な省エネ努力へのイン

センティブとして、独自に、中小企業者向け省エ

ネ促進税制【法人事業税・個人事業税の減免】と、

次世代自動車の導入促進税制【自動車税・自動車

取得税の免除】の２つの環境減税を行っています。

電気自動車（東京都撮影）
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環境施策の横断的・総合的な取組

持続可能な都市を構築し、深刻な地球温暖化問

題等を解決するためには、次世代を担う人材の育

成が不可欠です。

これまで都は、地域における環境活動の普及や

実践を進めることを目的として、環境学習リー

ダー養成講座を行うなど、環境教育の推進を図っ

てきました。

2010（平成22）年度からは、都民を対象とし

た環境学習講座を開講するなど、様々な世代に取

組を拡大しています。

また、埋立処分場における見学会や東京都の保

全地域における東京グリーンシップ・アクション

の実施など、都の保有施設や所有地を環境学習の

体験の機会としても活用し、環境学習を推進して

います。

このような環境学習を通じた人材育成に加え、

環境局ホームページのスマートフォン対応やフェ

イスブックなどのＳＮＳを活用し、より多くの都

民・事業者に効果的に情報を発信することで、環

境に対する意識の醸成に取り組んでいます。

  小学校教職員を対象とした環境教育研
修会の開催

都は、2008（平成20）年度から、私立も含む

都内小学校の教職員を対象とした、環境教育に関

する研修会をＮＰＯ法人等と協働で実施していま

す。環境学習プログラムを習得し、教科横断的に

総合的な環境学習を実践できるリーダーを育成す

ることにより、学校における環境教育の充実を図

ることを目的としています。

また、本研修会では、環境の知識を身につける

だけでなく、他者とのつながりや思いやりを知る

と共に、体験的な学習により、考える、調べる、

行動する力を身につけることができるプログラム

を提供しています。2017（平成29）年度は、自

然・食・ごみ・水素・省エネ・水・生活など多様

なテーマにて、研修会を開催しています。

  都民を対象とした環境学習講座の実施
都は、都民が環境問題への理解を深め、環境に

配慮した自発的な行動を取れるよう、全ての都民

を対象に、2010（平成22）年度から環境学習講

座を開講しています。

講座では、環境に配慮した活動が効果的に普及

できるようそのノウハウ等を情報提供し、人材育

成事業を展開していきます。

2016（平成28）年度は、再生可能エネルギー

と水素エネルギー・生物多様性・スポーツＧＯＭＩ

次世代の人材育成と環境意識の醸成

小学校教職員を対象とした環境教育研修会の様子
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環境施策の横断的・総合的な取組

拾い・外来種対策・地球温暖化とセミの関係など

をテーマに実施しました。

  環境教育に先進的に取り組む企業等と
の連携

都は、2005（平成17）年度から、環境教育に

先進的に取り組む企業等と連携した環境学習プロ

グラム紹介事業を開始しています。ＣＳＲの一環

として企業が実施する出前授業との連携を行い、

企業の社員が小学校及び特別支援学校に直接出向

き、環境保全への関心や環境を大切にする心を育

むこと等を狙いとして、各学校の特性に合わせた

体験学習型の授業を行っています。

  埋立処分場見学会を活用した総合的な
環境学習の実施

都が設置・管理する中央防波堤外側埋立処分場

及び新海面処分場は、ごみ・３Ｒについての学習

の場にもなっており、多くの小学生が社会科見学

で訪れています。現在、既に埋立てが終了してい

る中央防波堤内側埋立地には、排水処理場、メタ

ンガスの有効利用施設であるガス発電施設、風力

発電施設「東京風ぐるま」、太陽光発電施設が設置

されています。

2009（平成21）年４月からは、中央防波堤の

管理事務所内に、「環境学習ホール」などの展示施

設を開設しました。ごみの流れや３Ｒの必要性だ

けでなく、温暖化、エネルギー、自然環境など、

環境について総合的に学ぶことができる環境学習

施設として、大きな役割を担っています。
（ＵＲＬ）�http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/policy_others/study/

index.html

都民を対象とした環境学習講座の様子 出前授業の様子
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環境施策の横断的・総合的な取組

  水素情報館「東京スイソミル」を活用
した環境学習事業

都は、2016（平成28）年度から、日本初の水

素エネルギーに特化した普及啓発施設として公益

財団法人東京都環境公社によって開設された水素

情報館「東京スイソミル」を活用した小中学生の

環境学習の受入れを行っています。

水素情報館「東京スイソミル」では、水素エネ

ルギーの情報発信拠点として、見て触って体験し

ながら学べる展示を用いて、水素社会の意義や技

術、安全性、将来像等について理解を深めること

ができます。

水素情報館「東京スイソミル」

住　　所：江東区潮見１−３−２
電　　話：03−6666−6761
Ｈ　　Ｐ：www.tokyo-suisomiru.jp/
開館時間：９時～17時（入館は16時30分まで）
休 館 日： 毎週月曜日（ 月曜日が祝日の場合は開館し、

その翌日が休館）
　　　　　年末年始（12月28日～１月４日）
アクセス：○ＪＲ「潮見駅」より徒歩８分
　　　　　○東京メトロ「辰巳駅」より徒歩20分
　　　　　○ 都営バス【錦13乙】（錦糸町↔深川車庫）
　　　　　　「潮見一丁目」下車　徒歩１分

公共交通機関のご利用にご協力ください。
（駐車台数に限りがございます）
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環境施策の横断的・総合的な取組

 広く意見や要望などを聴く
都に寄せられる要望・意見については、迅速か

つ適切に対応しています。

特に苦情については、相談窓口を設けるととも

に、関係機関との連携を通じて解決に向けた助言

や指導を行っています。

 広く環境情報を伝える
より多くの都民・事業者の方に、東京の環境の

現状や都の取組について理解していただくため、

パンフレットや冊子、ホームページ、メールマガ

ジン等による情報提供を行っています。

ホームページ
東京の環境に関する様々な情報をお伝えするために、東京都環境局ホームページを開設していま

す。2013（平成25）年３月からは主要なページについてはスマートフォン対応も行っています。
ホームページでは、都からの環境情報をより早く、より分りやすく多くの方々にお伝えするため

に、今後も更なる充実を図っていきます。
【ホームページの主な掲載内容】
⃝基本情報： ニュースルーム（報道発表）、環境局のご案内（組織、政策情報）、窓口、申請・届出

様式など
⃝各施策テーマ別：気候変動、エネルギー、自然環境など
⃝その他：大気汚染地図情報、東京の公害風景、光化学スモッグ情報など

メールマガジン・ツイッター・フェイスブック
最新の報道発表やイベント案内などの情報をお届け

するため、メールマガジン「ＴＯＫＹＯ環境ニュース」
や「ツイッター」、「フェイスブック」により情報発信
しています。
メールマガジン（「ＴＯＫＹＯ環境ニュース」）
ＵＲＬ：http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/magazine.html
ツイッター（アカウント「@tochokankyo」）
ＵＲＬ：http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/about/twitter.html
フェイスブック（名前「東京都環境局」）
ＵＲＬ：http://www.facebook.com/kankyo.metro.tokyo.jp

冊子・パンフレット等
有償刊行物（環境基本計画、東京都環境白書など）を都民情報ルーム（都庁第一本庁舎３階）で

販売しています。また、事業や制度について解説した各種パンフレット等は環境局の窓口で配布し
ています。

（ＵＲＬ：http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/）
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環境施策の横断的・総合的な取組

  新たな環境施策を推進するための広報
展開

水素エネルギーの活用、持続可能な資源利用、

生物多様性の保全などの新たな環境施策について、

メディアアドバイザーの専門的な知見を活用しな

がら、ターゲットに応じた広報媒体を選択し、効

果的な広報展開を行っていきます。

2016（平成28）年度は、水素社会の実現に向

けて、未来像や身近な利活用を分かりやすく説明

した映像を制作し、特設ＷＥＢサイト「東京スイ

ソ学園」（ＵＲＬ：https://suiso-tokyo.jp/gakuen/）で配信す

るなど、水素エネルギーの普及啓発に取り組んで

います。

都民の声
寄せられた声の内容としては、主に次のようなものがあります。

⃝エネルギー政策に関する意見、提言
⃝節電、省エネルギーに関する意見、提言
⃝地球温暖化対策に対する提案と都の施策への期待
⃝循環型社会への取組に対する苦情、提案、提言
⃝近隣や航空機の騒音に関する苦情・意見
⃝大気・水質・土壌汚染に関する苦情など

なお、2016（平成28）年度は、大気・水質・土壌汚染や騒音に対する苦情・意見が比較的多数を
占めました。

公害苦情相談
窓口での助言、指導を行うほか、都及び区市町村の窓口に寄せられた公害苦情について統計を

とっています。苦情の種類では、騒音に関するものの比率が高く、中でも工事・建設作業現場を原
因とする件数が多い傾向にあります。

49%

19%

12%

7%

13%

全件数
６,６４１件

騒音 大気汚染 悪臭 振動 その他

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2005 2007 2009 2011 2013 2015

（件数）

（年度）

2015（平成27）年度公害苦情受付状況

49%

19%

12%

7%

13%

全件数
６,６４１件

騒音 大気汚染 悪臭 振動 その他

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2005 2007 2009 2011 2013 2015

（件数）

（年度）

公害苦情受付件数（2005～2015年度）



118

ス
マ
ー
ト
エ
ネ
ル
ギ
ー
都
市
の
実
現

３
Ｒ
・
適
正
処
理
の
促
進
と

「
持
続
可
能
な
資
源
利
用
」
の
推
進

自
然
豊
か
で
多
様
な
生
き
も
の
と

共
生
で
き
る
都
市
環
境
の
継
承

快
適
な
大
気
環
境
、
良
質
な
土
壌
と

水
循
環
の
確
保

環
境
施
策
の
横
断
的
・
総
合
的
な
取
組

資　
料　
編

環境施策の横断的・総合的な取組

都の監理団体である公益財団法人東京都環境公

社は、環境行政に資する調査研究・技術支援事業、

都民や中小規模事業所が行う地球温暖化防止活動

や省エネ対策への支援、埋立処分場の管理運営、

緑地の維持管理、環境学習など、都の環境施策を

補完し、その事業の円滑な実施に協力する役割を

果たしています。

また、公益財団法人東京都環境公社の一部門で

ある東京都環境科学研究所においては、都からの

委託研究や大学等との共同研究、国・民間企業か

らの外部資金を活用しての研究など、都の環境行

政に資する調査研究や自動車排出ガス試験、分析

精度管理、都及び区市町村担当者を対象とした技

術研修など技術支援を行っています。

一方で、再生可能エネルギーや水素エネルギー、

生物多様性の保全など近年の環境行政における重

要なテーマへの調査・研究が十分に進んでいない

などといった課題もあるため、東京都環境科学研

究所を含む公益財団法人東京都環境公社の機能の

強化を図っていきます。

 東京都環境公社との連携
公益財団法人東京都環境公社は、都の廃棄物行

政の補完を目的として1962（昭和37）年に「財

団法人東京都環境整備事業協会」として設立され

ました。その後、2012（平成24）年には公益財

団法人へ移行し、東京都の環境施策を補完し、事

業の円滑な実施に協力する機関となっています。

この間、2007（平成19）年度からは都の環境

施策の推進に必要な科学的知見の提供に向けた調

査研究（東京都環境科学研究所）、2008（平成

20）年からは中小規模事業所や家庭における省エ

ネ対策の支援（東京都地球温暖化防止活動推進セ

ンター（愛称：クール・ネット東京））を開始した

ほか、2015（平成27）年度からは、保全地域の

一部の管理業務も実施しています。

公益財団法人東京都環境公社には、環境分野に

おける専門機関として多くの経験や技術が蓄積さ

れており、都から多くの事業を受託し、都民や事

業者と行政をつなぐ役割を果たしてきました。

2015（平成27）年度には、東京タワーなど都内３

か所に、太陽光パネルからの電気でスマートフォン

などが充電できるシティチャージを日本で初めて

設置しました。また、2016（平成28）年７月から

は、太陽光発電とバイオマス発電という再生可能

エネルギー由来のＦＩＴ電気を組み合わせ、公社の

維持管理する施設に電力を供給するモデル事業を

開始しました。電気の需給調整等のノウハウを蓄

積し、同様の電気供給を行う事業者の技術的サ

ポートを行うとともに、再生可能エネルギー由来の

電気を率先して選択するモデルともなるものです。

 環境に関する調査・研究等の推進
都は、環境汚染の状況や影響把握、汚染のメカ

ニズム解明など環境施策の展開に必要な科学的知

見を得るため、東京都環境科学研究所をはじめと

する試験研究機関や大学等との連携による先駆

的・継続的な調査・研究等を実施しています。

●東京都環境科学研究所の沿革

1968（昭和43）年　 東京都公害研究所発足 

（全国初の公害の総合的な

研究機関として設立）

1985（昭和60）年　 東京都環境科学研究所に

改称

2000（平成12）年　東京都清掃研究所と統合

2007（平成19）年　 研究機能を財団法人東京

都環境整備公社※に移管
※2012年に公益財団法人に移行し、東京都環境公社に改称

実効性の高い環境行政の推進に向けた体制の充実
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環境施策の横断的・総合的な取組

●調査研究、技術支援

研究所では、都からの委託研究や大学等との共

同研究、国・民間企業等からの外部資金を活用し

た研究を実施しています。

さらに、2016（平成28）年９月に文部科学省

から学術研究機関に指定され、2017（平成29）

年度初めて科学研究費補助金の交付を受けていま

す。

―主な研究内容―

・ 自動車の環境対策の総合的な取組に関する研究

・資源管理・最終処分プロセスに関する技術開発

・微小粒子状物質（ＰＭ2.5）の濃度低減等

・高濃度光化学オキシダントの低減対策

・有害化学物質の分析法・環境実態の解明

・東京湾の水質改善に関する総合的研究

・東京都におけるヒートアイランド現象等の実態

・水素蓄電を活用したまちづくりに向けた調査

また、自動車排出ガス試験、行政検体の精度管

理、行政からの緊急依頼への対応などの技術支援

や、都・区市町村職員向けに、ダイオキシン類、

水質、ばい煙、廃棄物等に関する知識や技術を継

承するための実務研修を実施しています。

約半世紀にわたる研究の成果は、様々な施策や事業に
活用されてきました。フロン破壊技術の実用化、三点
比較式臭袋法の悪臭防止法への採用、近年ではディー
ゼル車排出ガス規制強化に向けた技術開発など多くの
実績を上げています。
現在は、ＰＭ2.5の成分組成の解析、ＶＯＣ広域デー
タ解析、ゲリラ豪雨等極端現象の研究など、環境問題
の動向を長期的、先見的に展望しながら、行政、他研
究機関との連携を密に調査研究に取り組んでいます。

●研究成果及び環境情報の提供

公開研究発表会、研究施設の一般公開、研究所年

報・研究所ニュースの発行、ホームページ等を通じ

て、環境に関する科学的知見を広く提供しています。

採取したＰＭ2.5の成分分析

区市町村職員向け技術研修（アスベスト）

研究施設の一般公開（子供向け科学実験体験の様子）
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環境施策の横断的・総合的な取組

●環境関連資料の貸出し

研究所の資料室では、環境や研究に関連した資

料の閲覧・貸出しを行っています。約13万冊の蔵

書があり、昭和30年代をはじめとする公害全般の

資料が充実しています。

研究所のご案内（問合せ先）
公益財団法人東京都環境公社
東京都環境科学研究所　研究調整課
電話　03-3699-1331
（ＵＲＬ）http://www.tokyokankyo.jp/kankyoken/
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環境基本計画（2016年３月策定）で定めた主な目標等

分野 施策 目標
取組状況（2017年10月末現在）

年次 数値 時点 数値
スマートエネルギー都市の実現

省エネルギー対策・エネルギーマネジメント等の推進
東京の温室効果ガス排出量

2030年

30％削減（2000年比） 2015年度末 6.3％増

産業・業務部門 20％程度削減
（業務部門20％程度削減） 2015年度末 12.1％増

（業務部門28.2％増）

家庭部門 20％程度削減 2015年度末 30.9％増
運輸部門 60％程度削減 2015年度末 36.1％削減

東京のエネルギー消費量

2030年

38％削減（2000年比） 2015年度末 21.5％削減

産業・業務部門 30％程度削減
（業務部門20％程度削減） 2015年度末 17.5％削減

（業務部門7.0％削減）

家庭部門 30％程度削減 2015年度末 2.5％削減
運輸部門 60％程度削減 2015年度末 41.7％削減

次世代自動車・ＨＶ車の普及割合 2030年 乗用車：80％以上
貨物車：10％以上 2015年度末 乗用車：14.0％

貨物車：0.4％

業務用コージェネレーションシステムの導入量
2024年 60万ｋＷ

2016年度末 34.3万ｋＷ
2030年 70万ｋＷ

代替フロン（ＨＦＣｓ）の排出量
2020年度 2014年度値以下

2015年度末 11.6%増
2030年度 35％削減（2014年度比）

再生可能エネルギーの導入拡大

再生可能エネルギーによる電力利用割合
2024年 20％程度

2015年度末 11.1％
2030年 30％程度

都内の太陽光発電設備導入量
2024年 100万ｋＷ

2015年度末 459,911ｋＷ
2030年 130万ｋＷ

都有施設への太陽光発電導入量 2020年 ２万２千ｋＷ 2015年度末 １万3,700ｋＷ
水素社会実現に向けた取組

燃料電池自動車普及台数
2020年 6,000台

2015年度末 144台2025年 10万台
2030年 20万台

燃料電池バス普及台数 2020年 100台以上 2016年度末 ２台

水素ステーション整備箇所数
2020年 35か所

2016年度末 12か所2025年 80か所
2030年 150か所

家庭用燃料電池普及台数
2020年 15万台

2016年度末 37,731台
2030年 100万台

３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進
「持続可能な資源利用」の推進

一般廃棄物のリサイクル率
2020年度 27％

2015年度末 23％
2030年度 37％

都内廃棄物の最終処分量（2012年度比）
2020年度 14％削減

2015年度末 21％削減
2030年度 25％削減

自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承
生物多様性の保全・緑の創出

保全地域において希少種対策を強化 2024年度 全地域 2016年度末 12地域
生物多様性の保全を支える環境整備と裾野の拡大

保全地域等での自然体験活動参加者数
2024年度 延べ30,000人

2016年度末 延べ7,437人
2030年度 延べ50,000人

快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保
大気環境等の更なる向上

ＰＭ2. 5の環境基準達成率（一般局） 2024年度 100％に向上 2016年度末 98％
ＰＭ2. 5の環境基準達成率（自排局） 2024年度 100％に向上 2016年度末 86％
光化学スモッグ注意報の発令日数 2020年度 ゼロ 2016年度末 ５日
光化学オキシダント濃度0.07ｐｐｍ以下の達成率

（年間４番目に高い日最高８時間値の３年平均） 2030年度 100％ 2016年度末 ０％

水環境・熱環境の向上
海域のＣＯＤの環境基準
河川のＢＯＤの環境基準 2020年度 100％達成

100％継続 2016年度末 25％
100％

 環境基本計画（2016年３月策定）で定めた主な目標等
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■温室効果ガス排出量の部門別推移（東京都）
（※表示している数値は端数を四捨五入しているため、表中の合計が表に提示されている合計値と合致しないことがある。）

１　温室効果ガス排出量の状況
� （単位：万トン−ＣＯ２換算）

1990年度 2000年度 2005年度 2010年度 2013年度 2014年度 2015年度

ＣＯ２（二酸化炭素）

産業・業務部門 2,555 2,570 2,897 2,763 3,122 2,933 2,881
産業部門 985 680 579 520 496 460 457
業務部門 1,570 1,891 2,319 2,243 2,626 2,472 2,424
家庭部門 1,301 1,434 1,652 1,748 2,084 1,965 1,878
運輸部門 1,485 1,765 1,518 1,206 1,170 1,157 1,128
そ の 他 103 120 100 156 171 157 161
小　　計 5,444 5,889 6,167 5,874 6,548 6,212 6,048

そ
の
他
ガ
ス

ＣＨ４（メタン） 221 139 72 59 57 57 56
Ｎ２Ｏ（一酸化ニ窒素） 83 98 88 58 53 54 54
ＨＦＣｓ（ハイドロフルオロカーボン類） − 75 119 253 347 392 437
ＰＦＣｓ（パーフルオロカーボン類） − 5 0 0 0 0 0
ＳＦ６（六ふっ化硫黄） − 4 2 2 2 2 2
ＮＦ３（三ふっ化窒素） − 0 0 0 0 0 0

温室効果ガス合計 5,748 6,209 6,448 6,246 7,007 6,716 6,598

※　2015年度は速報値

■エネルギー消費の部門別推移（東京都）
� （単位：ペタジュール）

1990年度 2000年度 2005年度 2010年度 2013年度 2014年度 2015年度

エネルギー
消費量

産業・業務部門 312 342 353 330 293 284 282
産業部門 129 97 79 70 56 53 54
業務部門 182 245 274 260 237 231 228
家庭部門 172 202 217 221 209 208 197
運輸部門 213 257 218 172 154 154 150
合　　計 696 801 788 723 656 646 629

※　2015年度は速報値

 データ集
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■車種別都内自動車保有台数
� （単位：台）

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
貨物車 406,948 400,477 395,112 391,813 390,252 388,005 
乗合車 14,742 14,862 15,018 15,169 15,484 15,796 
乗用車 2,732,674 2,719,711 2,701,602 2,687,593 2,664,688 2,655,581 

特種（殊）用途車 88,421 88,231 88,615 89,242 89,742 90,504 
軽自動車 696,143 708,036 726,796 753,270 777,956 792,363 

合計 3,938,928 3,931,317 3,927,143 3,937,087 3,938,122 3,942,249 

資料：一般財団法人自動車検査登録情報協会

■燃料別都内自動車保有台数
� （単位：台）

2010年度末 2011年度末 2012年度末 2013年度末 2014年度末 2015年度末
ガソリン 3,520,035 3,471,861 3,409,282 3,347,567 3,283,835 3,222,492 

軽油 254,294 253,542 258,646 268,257 279,576 294,243 
ＬＰＧ 40,664 39,369 38,197 37,046 36,062 35,142 
ＨＶ 107,973 149,702 202,372 263,961 316,116 365,724 

ＰＨＶ 32 408 1,735 2,915 4,481 6,132 
ＥＶ 575 1,173 1,740 2,392 3,160 3,699 

ＦＣＶ 0 0 0 0 28 144
その他 15,355 15,262 15,171 14,949 14,864 14,673 
合計 3,938,928 3,931,317 3,927,143 3,937,087 3,938,122 3,942,249 

資料：一般財団法人自動車検査登録情報協会

■一般廃棄物の排出量の推移（都全体）
� （単位：トン）

年度
収集量

持込量 集団回収量 合計
可燃 不燃 粗大 資源 有害 計

2015 2,303,100 117,270 76,167 582,398 1,634 3,080,569 1,141,160 277,360 4,499,089
2014 2,306,033 124,779 74,658 582,050 1,526 3,089,046 1,140,205 272,750 4,502,001
2013 2,333,826 137,774 80,977 591,007 1,505 3,145,088 1,135,771 290,789 4,571,648
2012 2,359,495 144,090 81,750 577,478 1,485 3,164,298 1,124,498 294,973 4,583,769
2011 2,388,105 153,792 82,044 586,739 1,538 3,212,218 1,101,526 296,076 4,609,819
2010 2,392,707 165,532 78,092 584,041 1,678 3,222,052 1,125,473 295,837 4,643,361
2009 2,440,440 175,195 75,001 588,194 1,666 3,280,497 1,179,510 296,412 4,756,419
2008 2,417,971 272,644 74,236 584,133 1,659 3,350,643 1,254,547 305,014 4,910,203
2007 2,269,197 530,123 76,930 586,774 1,710 3,464,734 1,346,169 317,198 5,128,102
2006 2,293,253 618,770 77,369 589,477 1,742 3,580,611 1,388,565 311,853 5,281,029
2005 2,335,399 629,599 76,317 582,294 1,757 3,625,366 1,409,982 301,493 5,336,841

（注記）各項目量は四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。

■次世代自動車保有状況
（ア）乗用車

2014年度末 2015年度末
都内次世代自動車 12.1％ 14.0％

ＨＶ 11.8％ 13.7％
ＰＨＶ 0.2％ 0.2％
ＥＶ 0.1％ 0.1％

ＦＣＶ 0.0％ 0.0％

（イ）貨物車
2014年度末 2015年度末

都内次世代自動車 0.4％ 0.4％
ＨＶ 0.4％ 0.4％

ＰＨＶ 0.0％ 0.0％
ＥＶ 0.0％ 0.0％

ＦＣＶ 0.0％ 0.0％
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■一般廃棄物の最終処分量の推移
� （単位：トン）

年度 23区 多摩地域 島しょ地域 都全体
2015 365,487 1,767 3,427 370,681
2014 345,770 2,475 3,560 351,805
2013 347,087 4,763 3.648 355,498
2012 351,024 5,528 2,929 359,481
2011 405,180 5,824 3,076 414,080
2010 343,503 6,159 3,718 353,380
2009 345,284 7,265 3,292 355,841
2008 435,779 8,553 3,110 447,442
2007 600,986 10,158 5,327 616,471
2006 693,347 25,684 8,255 727,286
2005 756,186 107,416 2,139 865,741
2004 785,446 115,526 2,644 903,616

（注記）各項目量は四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。

■産業廃棄物の排出量・最終処分量の推移（都全体）
� （単位：千トン）

年度 廃棄物の種類 排出量 中間処理量 減量化量 再生利用量 最終処分量

2015

汚泥 14,935 14,931 13,125 1,692 118
がれき類 6,803 6,780 29 6,616 158

ガラス・陶磁器くず 577 575 36 434 107
廃プラスチック類 311 308 103 175 33

木くず 294 294 81 210 3
その他 779 757 95 497 187
合計 23,699 23,645 13,469 9,624 606

2014

合計

24,674 24,569 14,694 9,276 704
2013 24,592 24,516 15,152 8,694 747
2012 23,566 23,315 15,495 7,194 877
2011 23,754 23,298 16,095 6,628 1,031
2010 22,565 22,353 15,226 6,563 786
2009 23,189 23,027 16,076 6,274 839
2008 21,912 21,686 15,075 5,807 1,030
2007 24,107 23,758 15,378 7,566 1,164
2006 24,448 23,787 15,206 7,836 1,405

（注記）各項目量は四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。

■「みどり率」の調査結果
エリア みどり率（用途別）

みどり率全体
区分 調査年 公園・緑地 農用地 水面・河川・水路 樹林・原野・草地

区部

2003（Ｈ15） 5.2％ 1.4％ 4.7％ 8.7％ 20.0％
2008（Ｈ20） 5.4％ 1.1％ 4.6％ 8.5％ 19.6％
2013（Ｈ25） 5.6％ 1.0％ 4.5％ 8.7％ 19.8％

経年変化（Ｈ20→Ｈ25） 0.2ポイント ▲0.1ポイント ▲0.1ポイント 0.2ポイント 0.2ポイント

多摩部

2003（Ｈ15） 2.3％ 6.0％ 1.4％ 60.0％ 69.8％
2008（Ｈ20） 2.5％ 5.4％ 1.4％ 58.0％ 67.4％
2013（Ｈ25） 2.8％ 5.1％ 1.4％ 57.8％ 67.1％

経年変化（Ｈ20→Ｈ25） 0.3ポイント ▲0.3ポイント 0 ▲0.2ポイント ▲0.3ポイント

都全域

2003（Ｈ15） 3.3％ 4.4％ 2.6％ 42.2％ 52.4％
2008（Ｈ20） 3.5％ 3.9％ 2.5％ 40.8％ 50.7％
2013（Ｈ25） 3.7％ 3.7％ 2.5％ 40.6％ 50.5％

経年変化（Ｈ20→Ｈ25） 0.2ポイント ▲0.2ポイント 0 ▲0.2ポイント ▲0.2ポイント

※　四捨五入の関係で合計値が一致しない場合がある。
※　島しょ部を除く。



126

ス
マ
ー
ト
エ
ネ
ル
ギ
ー
都
市
の
実
現

３
Ｒ
・
適
正
処
理
の
促
進
と

「
持
続
可
能
な
資
源
利
用
」
の
推
進

自
然
豊
か
で
多
様
な
生
き
も
の
と

共
生
で
き
る
都
市
環
境
の
継
承

快
適
な
大
気
環
境
、
良
質
な
土
壌
と

水
循
環
の
確
保

環
境
施
策
の
横
断
的
・
総
合
的
な
取
組

資　
料　
編

データ集

■河川ＢＯＤの経年変化（年度平均値）
年度

測定地点 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

綾瀬川・内匠橋（足立区） 85 72 76 56 46 55 34 40 29 30 29 28 24 22 26
川口川・川口川橋（八王子市） 16 14 15
目黒川・太鼓橋（目黒区） 51 40 52 40 35 24 19 20 21 17 6.1 6.8 7.1 5.8 7.6
多摩川・多摩川原橋（調布市） 6.3 7.1 8.6 5.5 6.4 7.8 6.9 11 8.4 9.2 9.0 5.0 5.3 6.9 7.3

年度
測定地点 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

綾瀬川・内匠橋（足立区） 23 26 24 17 19 21 17 16 12 12 11 9.5 7.9 7.4 6.1
川口川・川口川橋（八王子市） 18 20 14 14 13 13 14 15 13 16 13 12 14 12 8.2
目黒川・太鼓橋（目黒区） 11 7.9 6.5 8.1 8.7 13 7.9 11 7.6 4.3 3.1 3.7 3.1 4.5 3.9
多摩川・多摩川原橋（調布市） 5.9 7.6 5.9 5.0 5.4 5.3 4.6 4.5 5.5 6.5 6.8 3.6 3.2 2.1 2.6

年度
測定地点 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

綾瀬川・内匠橋（足立区） 5.0 5.0 4.5 4.9 4.3 4.3 4.0 3.5 4.4 2.8 3.7 4.1 3.4 2.1 1.7 2.1
川口川・川口川橋（八王子市） 7.7 6.4 5.5 3.8 3.4 2.4 2.0 1.6 1.0 1.1 1.0 1.1 0.6 0.7 0.5 0.7
目黒川・太鼓橋（目黒区） 3.5 2.5 2.3 3.9 2.3 4.0 3.4 4.4 2.2 3.4 3.8 2.6 2.5 1.8 2.6 4.7
多摩川・多摩川原橋（調布市） 2.6 2.4 2.5 2.6 2.5 3.1 2.0 1.7 1.6 1.3 1.5 1.7 1.8 2.2 1.5 1.7

� （単位：ｍｇ／Ｌ）

■保全地域の指定状況
� 2016（平成28）年度末現在

保全地域名 所在地 指定年 指定面積等
（㎡）

１ 野火止用水（歴）
小平、立川、東大和、
東村山、東久留米、
清瀬の各市

1974
9.6ｋｍ

197,104
２ 七国山（緑） 町田市 1975 101,395
３ 海道（緑） 武蔵村山市 1975 86,730
４ 東豊田（緑） 日野市 1975 60,079
５ 勝沼城跡（歴） 青梅市 1975 120,506
６ 谷保の城山（歴） 国立市 1975 15,217
７ 矢川（緑） 立川市 1977 21,072
８ 図師小野路（歴） 町田市 1978 366,056
９ 桧原南部（都自） 檜原村 1980 4,053,000
10 南沢（緑） 東久留米市 1985 25,355
11 清瀬松山（緑） 清瀬市 1986 43,356
12 南町（緑） 東久留米市 1987 11,219
13 八王子東中野（緑）八王子市 1987 10,710
14 瀬戸岡（歴） あきる野市 1988 15,337
15 清瀬中里（緑） 清瀬市 1989 24,718
16 小山（緑） 東久留米市 1989 19,737
17 氷川台（緑） 東久留米市 1989 10,097
18 宇津木（緑） 八王子市 1992 52,403
19 清瀬御殿山（緑） 清瀬市 1992 15,162
20 宝生寺（緑） 八王子市 1993 142,777
21 八王子大谷（緑） 八王子市 1993 31,186
22 碧山森（緑） 西東京（旧保谷）市 1993 12,981
23 国分寺姿見の池（緑）国分寺市 1993 10,553
24 小比企（緑） 八王子市 1994 17,642
25 保谷北町（緑） 西東京（旧保谷）市 1994 10,580
26 前沢（緑） 東久留米市 1994 11,885
27 東久留米金山（緑）東久留米市 1994 13,216

28 立川崖線（緑） 国立、立川、昭島、福
生、羽村、青梅の各市 1994 28,014

29 国分寺崖線（緑） 調布、三鷹、小金井、
国分寺の各市 1994 37,195

保全地域名 所在地 指定年 指定面積等
（㎡）

30 八王子石川町（緑）八王子市 1995 30,616
31 戸吹（緑） 八王子市 1995 106,795
32 町田代官屋敷（緑）町田市 1995 12,717
33 柳窪（緑） 東久留米市 1995 13,592
34 八王子館町（緑） 八王子市 1996 24,392
35 八王子長房（緑） 八王子市 1996 73,919
36 町田関ノ上（緑） 町田市 1996 16,171
37 八王子川口（緑） 八王子市 1996 20,292
38 東村山大沼田（緑）東村山市 1997 21,752
39 東村山下堀（緑） 東村山市 1997 10,261
40 八王子戸吹北（緑）八王子市 1997 95,432
41 日野東光寺（緑） 日野市 1997 14,855
42 町田民権の森（緑）町田市 1998 18,968

43 玉川上水（歴）

世田谷、渋谷、杉並
の各区及び立川、武
蔵野、三鷹、昭島、小
金井、小平、西東京、
福生、羽村の各市

1999
30.0ｋｍ

653,986

44 青梅上成木（森） 青梅市 2002 228,433
45 横沢入（里） あきる野市 2006 485,675
46 多摩東寺方（緑） 多摩市 2007 14,902
47 八王子堀之内（里）八王子市 2009 75,858
48 八王子暁町（緑） 八王子市 2011 23,499
49 八王子滝山（里） 八王子市 2013 38,755
50 連光寺・若葉台（里）多摩市、稲城市 2014 32,923
計 50地域 ３区24市１村 7,579,076㎡

（注）
（都自）　自然環境保全地域（国が指定する保全地域に準ずる地域）
（緑）�　緑地保全地域（市街地等にある樹林地、水辺地等の自然の存する

地域）
（歴）　歴史環境保全地域（歴史的遺産と一体となった自然の存する地域）
（森）　森林環境保全地域（植林された森林の存する地域）
（里）�　里山保全地域（丘陵斜面地と周辺の平坦地にある雑木林や農地等

の存する地域）
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■東京湾ＣＯＤの経年変化（年度平均値）
年度

測定地点 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

内湾Ｂ類型 4.5 5.1 4.1 3.3 3.1 3.6 3.1 3.0 3.1 3.5 3.0 3.4 3.5 4.1 3.3
内湾Ｃ類型 4.8 6.0 5.2 3.6 3.9 4.0 3.4 3.2 3.3 4.0 3.7 4.1 4.4 4.7 3.6
運河 8.9 7.4 7.5 6.6 6.4 6.3 6.1 5.5 5.9 6.3 6.5 7.3 8.0 7.8

年度
測定地点 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

内湾Ｂ類型 3.6 3.5 3.3 3.3 3.0 2.8 3.0 3.9 3.3 3.3 3.0 2.9 3.1 3.2 3.5
内湾Ｃ類型 3.9 3.3 3.4 3.4 3.4 3.2 3.2 4.1 3.6 3.7 3.7 3.4 3.7 3.6 3.5
運河 7.6 6.4 6.3 6.2 5.9 5.9 6.1 6.9 6.3 6.4 6.2 5.9 6.2 6.5 6.4

年度
測定地点 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

内湾Ｂ類型 3.5 3.5 3.3 3.0 3.1 2.8 2.7 2.8 3.1 2.9 3.4 3.3 2.7 2.8 3.0 
内湾Ｃ類型 3.9 3.8 3.4 3.4 3.3 3.3 3.0 3.2 3.4 3.1 3.1 3.4 3.3 3.0 3.4
運河 6.1 5.9 6.5 6.2 5.9 6.1 6.1 6.1 6.4 5.6 5.5 5.2 5.6 5.3 5.2

� （単位：ｍｇ／Ｌ）

■赤潮発生回数及び発生日数の経年変化（年度）
年度 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

発生回数（回） 17 32 19 12 18 23 18 16 14 17 15 12 15 15 18 20
発生日数（日） 99 124 76 85 108 80 82 78 69 84 74 68 80 106 120 108

年度 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
発生回数（回） 19 19 20 20 19 16 18 18 22 18 15 16 18 15 15 18
発生日数（日） 95 90 114 115 102 85 87 86 91 74 86 90 86 98 88 106

年度 2013 2014 2015 2016
発生回数（回） 15 17 16 14
発生日数（日） 74 78 81 56

■環境基準点における水質及び環境基準類型指定図　2016（平成28）年度

　図3　平成28年度環境基準点における水質（BOD・COD75％値）及び環境基準の類型指定図

環　境　基　準
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■大気汚染についての測定結果
東京都一般環境大気測定局の測定結果　2016（平成28）年度

局　名

二酸化窒素　ＮＯ２ 浮遊粒子状物質　ＳＰＭ 微小粒子状物質　ＰＭ2. 5
オキシダント  ＯＸ

※1

（５時～20時）
オキシダント

日最高8時間値※2 二酸化硫黄　ＳＯ２ 一酸化炭素　ＣＯ

環境基準
達成状況

98％値
（ｐｐｍ）

年平均値
（ｐｐｍ）

環境基準
達成状況

２％
除外値

（ｍｇ／㎥）
年平均値

（ｍｇ／㎥）
環境基準
達成状況

98％値
（μｇ／㎥）

年平均値
（μｇ／㎥）

環境基準
達成状況

年平均値
（ｐｐｍ）

4位値3年
平均(ppm)

99％値3年
平均(ppm)

環境基準
達成状況

２％
除外値

（ｐｐｍ）
年平均値

（ｐｐｍ）
環境基準
達成状況

２％
除外値

（ｐｐｍ）
年平均値

（ｐｐｍ）

千代田区神田司町 ○ 0.039 0.020 ○ 0.040 0.017 ○ 33.7 14.6 × 0.028 0.080 0.077 ○ 0.005 0.002 ― ― ―

中央区晴海 ○ 0.043 0.021 ○ 0.040 0.018 ○ 33.7 13.8 × 0.027 0.080 0.074 ○ 0.006 0.003 ― ― ―

港区高輪 ○ 0.039 0.019 ○ 0.040 0.018 ○ 30.8 12.9 × 0.029 0.083 0.080 ― ― ― ― ― ―

港区台場 ○ 0.044 0.022 ○ 0.043 0.020 ○ 31.5 12.5 × 0.025 0.074 0.068 ○ 0.008 0.003 ― ― ―

国設東京新宿 ○ 0.036 0.017 ○ 0.035 0.015 ○ 26.8 10.6 × 0.027 0.081 0.080 ○ 0.003 0.001 ○ 0.6 0.3

文京区本駒込 ○ 0.041 0.022 ○ 0.040 0.019 ○ 33.3 13.8 × 0.026 0.076 0.073 ― ― ― ― ― ―

江東区大島 ○ 0.039 0.019 ○ 0.038 0.017 ○ 32.8 14.3 × 0.028 0.080 0.077 ― ― ― ― ― ―

品川区豊町 ○ 0.038 0.018 ○ 0.041 0.018 ○ 34.3 13.6 × 0.031 0.086 0.083 ― ― ― ― ― ―

品川区八潮 ― ― ― ○ 0.039 0.017 ○ 33.6 13.5 × 0.026 0.078 0.074 ○ 0.008 0.004 ― ― ―

目黒区碑文谷 ○ 0.037 0.018 ○ 0.038 0.017 ○ 33.0 12.6 × 0.031 0.091 0.085 ― ― ― ― ― ―

大田区東糀谷 ○ 0.044 0.021 ○ 0.043 0.019 ○ 32.9 13.7 × 0.027 0.079 0.075 ○ 0.006 0.003 ○ 0.5 0.3

世田谷区世田谷 ○ 0.032 0.015 ○ 0.037 0.017 ○ 34.2 13.6 × 0.033 0.096 0.091 ○ 0.004 0.001 ○ 0.4 0.2

世田谷区成城 ○ 0.032 0.015 ○ 0.036 0.016 ○ 29.6 12.2 ― ―  ―  ― ― ― ― ― ― ―

渋谷区宇田川町 ○ 0.039 0.021 ○ 0.041 0.019 ○ 33.0 13.8 × 0.027 0.090 0.090 ― ― ― ― ― ―

中野区若宮 ○ 0.032 0.014 ○ 0.039 0.018 ○ 30.7 12.3 × 0.032 0.094 0.092 ○ 0.003 0.001 ― ― ―

杉並区久我山 ○ 0.031 0.015 ○ 0.038 0.017 ○ 31.4 12.4 × 0.032 0.093 0.091 ― ― ― ― ― ―

荒川区南千住 ○ 0.036 0.016 ○ 0.042 0.016 ○ 34.1 14.4 × 0.031 0.089 0.088 ○ 0.004 0.002 ○ 0.4 0.2

板橋区氷川町 ○ 0.038 0.020 ○ 0.037 0.017 ○ 33.3 13.5 × 0.028 0.092 0.090 ― ― ― ― ― ―

練馬区石神井町 ○ 0.032 0.014 ○ 0.038 0.017 ○ 30.5 12.5 × 0.032 0.096 0.093 ― ― ― ○ 0.4 0.1

練馬区北町 ○ 0.036 0.017 ○ 0.042 0.017 ○ 33.9 13.2 × 0.032 0.094 0.091 ― ― ― ― ― ―

練馬区練馬 ○ 0.034 0.014 ○ 0.042 0.018 ○ 33.8 13.3 ― ―  ―  ― ― ― ― ― ― ―

足立区西新井 ○ 0.037 0.017 ○ 0.040 0.017 ○ 32.2 13.3 × 0.030 0.091 0.089 ○ 0.004 0.002 ― ― ―

足立区綾瀬 ○ 0.038 0.018 ○ 0.039 0.018 × 34.6 15.2 ― ―  ―  ― ― ― ― ― ― ―

葛飾区鎌倉 ○ 0.036 0.016 ○ 0.040 0.017 ○ 30.7 12.9 × 0.031 0.086 0.085 ― ― ― ― ― ―

葛飾区水元公園 ○ 0.034 0.014 ○ 0.041 0.018 ○ 30.8 13.2 ― ―  ―  ― ― ― ― ― ― ―

江戸川区鹿骨 ○ 0.035 0.015 ○ 0.038 0.015 ○ 30.2 13.3 × 0.031 0.082 0.080 ○ 0.004 0.002 ○ 0.5 0.2

江戸川区春江町 ○ 0.038 0.017 ○ 0.039 0.017 ○ 30.1 13.9 × 0.030 0.084 0.079 ― ― ― ― ― ―

江戸川区南葛西 ○ 0.038 0.019 ○ 0.041 0.018 ○ 29.1 12.7 × 0.029 0.081 0.077 ― ― ― ― ― ―

区部平均 27／27（100％） 0.018 28／28（100％） 0.017 27／28（96％） 13.3 0／24
（0％） 0.029 0.086 0.083 11／11（100％） 0.002 6／6（100％） 0.2

八王子市片倉町 ○ 0.025 0.013 ○ 0.031 0.012 ○ 24.8 11.6 × 0.032 0.092 0.090 ○ 0.002 0.001 ― ― ―

八王子市館町 ○ 0.020 0.010 ○ 0.033 0.013 ○ 26.1 11.0 × 0.031 0.094 0.091 ― ― ― ― ― ―

八王子市大楽寺町 ― ― ― ○ 0.035 0.013 ○ 22.5 8.6 ― ―  ―  ― ― ― ― ― ― ―

立川市泉町 ○ 0.026 0.013 ○ 0.036 0.015 ○ 27.2 11.4 × 0.031 0.092 0.088 ― ― ― ― ― ―

武蔵野市関前 ○ 0.031 0.014 ○ 0.040 0.018 ○ 30.6 12.8 × 0.034 0.100 0.097 ○ 0.002 0.001 ― ― ―

青梅市東青梅 ○ 0.015 0.007 ○ 0.031 0.012 ○ 24.9 9.8 × 0.033 0.097 0.095 ○ 0.002 0.001 ○ 0.3 0.2

府中市宮西町 ○ 0.030 0.015 ○ 0.038 0.015 ○ 28.9 12.5 × 0.032 0.099 0.092 ― ― ― ― ― ―

調布市深大寺南町 ○ 0.030 0.013 ○ 0.034 0.014 ○ 26.1 10.5 × 0.031 0.089 0.089 ― ― ― ― ― ―

町田市金森 ○ 0.026 0.012 ○ 0.041 0.016 ○ 28.8 12.1 × 0.035 0.099 0.091 ○ 0.003 0.001 ― ― ―

町田市能ケ谷 ― ― ― ○ 0.048 0.017 ○ 29.4 12.4 × 0.034 0.097 0.093 ― ― ― ― ― ―

小金井市本町 ○ 0.029 0.012 ○ 0.037 0.017 ○ 30.0 12.1 × 0.034 0.100 0.094 ― ― ― ○ 0.3 0.1

小平市小川町 ○ 0.030 0.013 ○ 0.037 0.016 ○ 27.8 11.3 × 0.035 0.102 0.096 ○ 0.002 0.001 ― ― ―

福生市本町 ○ 0.025 0.014 ○ 0.037 0.016 ○ 26.5 10.5 × 0.030 0.096 0.093 ○ 0.002 0.001 ○ 0.4 0.2

狛江市中和泉 ○ 0.033 0.015 ○ 0.036 0.015 ○ 30.7 13.2 × 0.033 0.098 0.094 ○ 0.002 0.001 ― ― ―

東大和市奈良橋 ○ 0.026 0.011 ○ 0.042 0.017 ○ 30.3 12.4 × 0.034 0.099 0.093 ― ― ― ― ― ―

清瀬市上清戸 ○ 0.029 0.013 ○ 0.041 0.017 ○ 32.3 13.8 × 0.032 0.095 0.090 ○ 0.002 0.001 ○ 0.5 0.2

多摩市愛宕 ○ 0.028 0.013 ○ 0.036 0.016 ○ 29.2 11.8 × 0.033 0.094 0.093 ○ 0.002 0.001 ○ 0.3 0.2

西東京市田無町 ○ 0.030 0.013 ○ 0.040 0.016 ○ 29.6 12.3 × 0.035 0.101 0.097 ― ― ― ― ― ―

西東京市下保谷 ○ 0.031 0.014 ○ 0.047 0.018 ○ 30.3 12.8 ― ―  ―  ― ― ― ― ― ― ―

多摩部平均 17／17（100％） 0.013 19／19（100％） 0.015 19／19（100％） 11.7 0／17
（0％） 0.033 0.097 0.093 9／9（100％） 0.001 5／5（100％） 0.2

都平均 44／44（100％） 0.016 47／47（100％） 0.017 46／47（98％） 12.6 0／41
（0％） 0.031 0.090 0.087 20／20（100％） 0.002 11／11（100％） 0.2

※1　オキシダント（ＯＸ）濃度は５時から20時までの測定値
※2�　「光化学オキシダントの環境改善効果を適切に示すための指標に係る測定値の取扱について」（平成28年2月17日付環水大大第1602171号）に
準じて求めた値。「都民ファーストでつくる『新しい東京』〜2020年に向けた実行プラン〜」及び「東京都環境基本計画」では、オキシダント日最高
8時間値の4位値の3年移動平均について、全局で0.07ppm以下とした中間目標を設定している。
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東京都自動車排出ガス測定局の測定結果　2016（平成28）年度

局　名
二酸化窒素　ＮＯ２ 浮遊粒子状物質　ＳＰＭ 微小粒子状物質　ＰＭ2. 5 二酸化硫黄　ＳＯ２ 一酸化炭素　ＣＯ

環境基準
達成状況

98％値
（ｐｐｍ）

年平均値
（ｐｐｍ）

環境基準
達成状況

2％除外値
（ｍｇ／㎥）

年平均値
（ｍｇ／㎥）

環境基準
達成状況

98％値
（μｇ／㎥）

年平均値
（μｇ／㎥）

環境基準
達成状況

2％除外値
（ｐｐｍ）

年平均値
（ｐｐｍ）

環境基準
達成状況

2％除外値
（ｐｐｍ）

年平均値
（ｐｐｍ）

日比谷交差点 ○ 0.043 0.025 ○ 0.043 0.021 ○ 33.8 13.8 ― ― ― ○ 0.6 0.3

永代通り新川 ○ 0.047 0.028 ○ 0.045 0.020 ○ 34.0 14.6 ― ― ― ― ― ―

第一京浜高輪 ○ 0.046 0.025 ○ 0.047 0.022 ○ 32.7 14.1 ― ― ― ○ 0.7 0.4

新目白通り下落合 ○ 0.039 0.021 ○ 0.043 0.019 ○ 34.5 14.1 ― ― ― ― ― ―

春日通り大塚 ○ 0.042 0.024 ○ 0.041 0.018 ○ 33.7 15.0 ― ― ― ― ― ―

明治通り大関横丁 ○ 0.043 0.024 ○ 0.044 0.020 ○ 33.6 13.8 ― ― ― ○ 0.7 0.4

水戸街道東向島 ○ 0.040 0.020 ○ 0.043 0.019 ○ 33.0 13.0 ― ― ― ― ― ―

京葉道路亀戸 ○ 0.043 0.023 ○ 0.043 0.019 ○ 34.5 14.9 ○ 0.004 0.002 ○ 0.7 0.3

三ツ目通り辰巳 ○ 0.047 0.026 ○ 0.043 0.017 ○ 31.6 13.2 ― ― ― ○ 0.6 0.3

北品川交差点 ○ 0.049 0.027 ○ 0.043 0.019 ○ 35.0 14.5 ○ 0.006 0.003 ○ 0.7 0.4

中原口交差点 ○ 0.046 0.025 ○ 0.046 0.020 × 37.5 15.0 ― ― ― ○ 0.7 0.4

山手通り大坂橋 ○ 0.048 0.027 ○ 0.044 0.020 ○ 31.9 14.7 ― ― ― ○ 0.9 0.5

環七通り柿の木坂 ○ 0.045 0.025 ○ 0.037 0.018 ○ 34.5 14.4 ― ― ― ― ― ―

環七通り松原橋 × 0.063 0.037 ○ 0.046 0.021 ○ 34.9 14.1 ○ 0.005 0.002 ○ 0.9 0.6

中原街道南千束 ○ 0.037 0.019 ○ 0.038 0.018 ○ 31.5 12.4 ― ― ― ― ― ―

環八通り千鳥 ○ 0.039 0.019 ○ 0.041 0.019 ○ 31.7 12.9 ― ― ― ○ 0.5 0.2

玉川通り上馬 ○ 0.056 0.031 ○ 0.048 0.021 ○ 32.8 14.2 ― ― ― ○ 0.6 0.3

環八通り八幡山 ○ 0.045 0.028 ○ 0.041 0.019 ○ 33.1 14.7 ― ― ― ― ― ―

甲州街道大原 ○ 0.044 0.024 ○ 0.042 0.020 × 35.2 14.2 ― ― ― ○ 0.7 0.3

山手通り東中野 ○ 0.037 0.018 ○ 0.041 0.019 ○ 30.7 12.1 ― ― ― ○ 0.5 0.3

早稲田通り下井草 ○ 0.037 0.020 ○ 0.040 0.018 ○ 30.9 13.1 ― ― ― ― ― ―

明治通り西巣鴨 ○ 0.040 0.022 ○ 0.040 0.018 ○ 32.2 13.4 ― ― ― ― ― ―

北本通り王子 ○ 0.042 0.023 ○ 0.042 0.018 ○ 34.7 15.0 ― ― ― ― ― ―

中山道大和町 ○ 0.053 0.033 ○ 0.044 0.019 × 37.6 16.0 ― ― ― ○ 0.8 0.5

日光街道梅島 ○ 0.045 0.025 ○ 0.043 0.020 × 35.8 15.4 ○ 0.003 0.001 ― ― ―

環七通り亀有 ○ 0.050 0.026 ○ 0.041 0.019 × 33.5 15.1 ― ― ― ― ― ―

区部平均 25／26（96％） 0.025 26／26（100％） 0.019 21／26（81％） 14.1 4／4（100％） 0.002 14／14（100％） 0.4

甲州街道八木町 ○ 0.029 0.015 ○ 0.034 0.015 ○ 28.5 12.5 ― ― ― ― ― ―

五日市街道武蔵境 ○ 0.034 0.016 ○ 0.040 0.018 ○ 29.3 12.6 ― ― ― ○ 0.5 0.2

連雀通り下連雀 ○ 0.034 0.017 ○ 0.038 0.015 ○ 32.5 14.2 ― ― ― ― ― ―

川崎街道百草園 ○ 0.028 0.015 ○ 0.035 0.015 ○ 26.9 11.2 ― ― ― ― ― ―

新青梅街道東村山 ○ 0.040 0.024 ○ 0.040 0.018 ○ 30.0 13.2 ― ― ― ― ― ―

甲州街道国立 ○ 0.033 0.019 ○ 0.039 0.018 ○ 29.3 13.1 ○ 0.002 0.001 ○ 0.5 0.3

小金井街道東久留米 ○ 0.035 0.018 ○ 0.044 0.016 ○ 29.8 13.0 ― ― ― ― ― ―

青梅街道柳沢 ○ 0.036 0.019 ○ 0.047 0.020 ○ 32.1 14.1 ― ― ― ― ― ―

東京環状長岡 ○ 0.032 0.019 ○ 0.049 0.020 ○ 28.2 12.9 ― ― ― ○ 0.4 0.2

多摩部平均 9／9（100％） 0.018 9／9（100％） 0.017 9／9（100％） 13.0 1／1（100％） 0.001 3／3（100％） 0.2

都平均 34／35（97％） 0.023 35／35（100％） 0.019 30／35（86％） 13.8 5／5（100％） 0.002 17／17（100％） 0.3

■主な大気汚染物質の経年変化（年平均値）
年度 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

二酸化窒素（ＮＯ２）
（ｐｐｍ）

一般局 0.028 0.024 0.031 0.032 0.033 0.032 0.031 0.034 0.032 0.030 0.029 0.030 0.029 0.028 0.027
自排局 0.026 0.023 0.035 0.035 0.040 0.041 0.040 0.045 0.045 0.045 0.044 0.043 0.043 0.039 0.038

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）
（ｍｇ／㎥）

一般局 0.101 0.081 0.073 0.067 0.074 0.058 0.047 0.046 0.053 0.051 0.047 0.049 0.050
自排局 0.073 0.105 0.074 0.064 0.073 0.056 0.041 0.039 0.050 0.051 0.052 0.052 0.051

年度 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
二酸化窒素（ＮＯ２）

（ｐｐｍ）
一般局 0.028 0.030 0.030 0.030 0.030 0.032 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.030 0.028 0.028
自排局 0.039 0.042 0.042 0.041 0.040 0.043 0.041 0.041 0.041 0.042 0.042 0.042 0.041 0.040 0.040

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）
（ｍｇ／㎥）

一般局 0.054 0.057 0.049 0.053 0.052 0.057 0.050 0.046 0.048 0.048 0.046 0.045 0.045 0.040 0.039
自排局 0.060 0.061 0.057 0.066 0.068 0.073 0.067 0.062 0.064 0.065 0.062 0.061 0.058 0.047 0.051

年度 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
二酸化窒素（ＮＯ２）

（ｐｐｍ）
一般局 0.028 0.027 0.027 0.026 0.025 0.025 0.023 0.021 0.021 0.020 0.019 0.018 0.018 0.017 0.017 0.016
自排局 0.041 0.039 0.039 0.037 0.037 0.036 0.034 0.032 0.031 0.029 0.027 0.026 0.026 0.026 0.025 0.023

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）
（ｍｇ／㎥）

一般局 0.037 0.033 0.032 0.029 0.029 0.029 0.025 0.024 0.023 0.021 0.021 0.020 0.021 0.020 0.019 0.017
自排局 0.050 0.043 0.039 0.033 0.033 0.033 0.030 0.028 0.027 0.025 0.023 0.022 0.023 0.021 0.021 0.023

微小粒子状物質
（ＰＭ2. 5）（μｇ／㎥）

一般局  15.7  14.2  15.8  16.0  13.8  12.6
自排局  17.7  15.9  16.7  17.2  15.0  13.8
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■有害大気汚染物質の測定結果（2016（平成28）年度）
� （単位：μｇ／㎥）

測定局名
ベンゼン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン

環境基準
達成状況 年平均値 環境基準

達成状況 年平均値 環境基準
達成状況 年平均値 環境基準

達成状況 年平均値

一般局

中央区晴海 ○ 0.97 ○ 0.93 ○ 0.18 ○ 1.2
国設東京新宿 ○ 1.0 ○ 0.81 ○ 0.20 ○ 1.3
大田区東糀谷 ○ 1.4 ○ 4.1 ○ 0.31 ○ 1.8
世田谷区世田谷 ○ 0.96 ○ 0.68 ○ 0.22 ○ 1.3
板橋区氷川町 ○ 1.0 ○ 1.2 ○ 0.25 ○ 1.8
練馬区石神井町 ○ 0.88 ○ 0.79 ○ 0.26 ○ 1.5
足立区西新井 ○ 1.1 ○ 4.8 ○ 0.39 ○ 1.6
江戸川区春江町 ○ 1.0 ○ 1.2 ○ 0.16 ○ 2.6

区部平均 8／8
（100％） 1.0 8／8

（100％） 1.8 8／8
（100％） 0.25 8／8

（100％） 1.6

八王子市片倉町 ○ 0.81 ○ 0.49 ○ 0.12 ○ 1.1
八王子市大楽寺町 ○ 0.83 ○ 0.72 ○ 0.21 ○ 1.1
小金井市本町 ○ 0.84 ○ 0.57 ○ 0.19 ○ 1.5
東大和市奈良橋 ○ 0.81 ○ 0.61 ○ 0.13 ○ 1.6

多摩部平均 4／4
（100％） 0.82 4／4

（100％） 0.60 4／4
（100％） 0.16 4／4

（100％） 1.3

都平均 12／12
（100％） 0.97 12／12

（100％） 1.4 12／12
（100％） 0.22 12／12

（100％） 1.5

自排局

京葉道路亀戸 ○ 1.1 ○ 2.4 ○ 0.48 ○ 1.6
環八通り八幡山 ○ 1.4 ○ 0.80 ○ 0.24 ○ 1.5

平均 2／2
（100％） 1.2 2／2

（100％） 1.6 2／2
（100％） 0.36 2／2

（100％） 1.6

西多摩郡檜原局（バックグラウンド） ― 0.58 ― 0.26 ― 0.08 ― 0.81

（注記）
⑴　測定数：12回
⑵　地域別等の平均値は、当該地域の全測定値の平均であるため、各地点の年平均値を平均したものとは異なる場合がある。

■光化学スモッグ発令日数

年
発令日数 注意報発令期間 オキシダント

最高濃度
（ｐｐｍ）

年
発令日数 注意報発令期間 オキシダント

最高濃度
（ｐｐｍ）注意報 警報 初回 最終 注意報 警報 初回 最終

2016 5 0 ７月１日 10月２日 0.155 1993 5 0 ６月15日 ８月１日 0.174
2015 14 0 ５月27日 ８月７日 0.193 1992 14 0 ６月３日 ９月９日 0.186
2014 9 0 ５月31日 ８月２日 0.173 1991 15 0 ６月11日 ９月12日 0.247
2013 17 0 ７月８日 ８月30日 0.197 1990 23 0 ５月13日 ９月11日 0.200
2012 4 0 ７月25日 ９月５日 0.188 1989 7 0 ５月28日 ８月10日 0.144
2011 9 0 ６月29日 ８月13日 0.149 1988 7 0 ５月１日 ８月23日 0.184
2010 20 0 ５月５日 ９月22日 0.215 1987 15 0 ５月９日 ８月30日 0.244
2009 7 0 ５月20日 ８月29日 0.173 1986 9 0 ５月８日 ９月７日 0.174
2008 19 0 ４月30日 ９月13日 0.173 1985 19 0 ５月１日 ９月10日 0.185
2007 17 0 ５月９日 ９月22日 0.193 1984 35 0 ５月３日 ９月30日 0.209
2006 17 0 ６月１日 ９月５日 0.210 1983 24 0 ５月14日 ９月13日 0.175
2005 22 0 ６月24日 ９月19日 0.204 1982 17 0 ５月10日 ８月５日 0.208
2004 18 0 ５月30日 ９月３日 0.220 1981 14 0 ４月23日 ９月１日 0.175
2003 8 0 ８月21日 ９月６日 0.204 1980 13 0 ５月29日 ８月11日 0.170
2002 19 0 ５月30日 ８月25日 0.242 1979 12 0 ６月10日 ８月10日 0.180
2001 23 0 ５月21日 ８月25日 0.271 1978 22 0 ５月12日 ８月30日 0.180
2000 23 0 ５月24日 ９月22日 0.202 1977 21 0 ５月６日 ８月30日 0.220
1999 5 0 ５月23日 ９月28日 0.173 1976 17 0 ４月17日 10月８日 0.220
1998 11 0 ６月18日 ８月17日 0.235 1975 41 1 ４月９日 10月４日 0.250
1997 11 0 ６月24日 ８月28日 0.168 1974 26 1 ４月11日 10月４日 0.260
1996 6 0 ７月３日 ７月19日 0.219 1973 45 0 ４月11日 ９月24日 0.220
1995 19 0 ７月10日 ９月11日 0.210 1972 33 0 ４月27日 10月８日 0.220
1994 12 0 ６月３日 ９月４日 0.216 1971 33 0 ５月17日 10月17日 0.230
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■ダイオキシン類の測定結果
環境大気中のダイオキシン類の測定結果　2016（平成28）年度
� （単位：ｐｇ-ＴＥＱ／㎥）

調査地点
環境大気

環境基準達成状況 年平均値
中央区晴海局 ○ 0.022
目黒区碑文谷局 ○ 0.013
大田区東糀谷局 ○ 0.028
世田谷区世田谷局 ○ 0.015
板橋区氷川町局 ○ 0.022
練馬区石神井町局 ○ 0.016
足立区西新井局 ○ 0.028
葛飾区鎌倉 ○ 0.027
江戸川区春江町局 ○ 0.025

区部平均 9／9（100％） 0.022
八王子市片倉町局 ○ 0.0094
八王子市大楽寺町局 ○ 0.0093
立川市錦町 ○ 0.012
町田市能ヶ谷局 ○ 0.010
小金井市本町局 ○ 0.014
福生市本町局 ○ 0.010
東大和市奈良橋局 ○ 0.011
清瀬市下宿 ○ 0.017
西多摩郡檜原局 ○ 0.0071

多摩部平均 9／9（100％） 0.011
都平均 18／18（100％） 0.016

地下水のダイオキシン類の測定結果　2016（平成28）年度
� （単位：ｐｇ-ＴＥＱ／Ｌ）

調査地点
地下水

環境基準達成状況 年平均値
文京区 ○ 0.028
大田区 × 3.7
中野区 ○ 0.060
板橋区 ○ 0.028
江戸川区 ○ 0.024

区部平均 4／5（80％） 0.77
八王子市 ○ 0.062
町田市 ○ 0.024
小平市 ○ 0.023
羽村市 ○ 0.024

多摩部平均 4／4（100％） 0.033
都平均 8／9（89％） 0.44

（注）八王子市内は八王子市による調査

土壌のダイオキシン類の測定結果　2016（平成28）年度
� （単位：ｐｇ-ＴＥＱ／ｇ）

調査地点
土壌

環境基準達成状況 年平均値
港区芝4 ○ 0.75
文京区本駒込6 ○ 2.7
江東区若洲3 ○ 7.0
世田谷区砧公園 ○ 5.3
中野区東中野1 ○ 23
板橋区東山町 ○ 4.3
練馬区北町8 ○ 12
足立区大谷田5 ○ 28
江戸川区清新町1 ○ 9.5

区部平均 9／9（100％） 10
八王子市久保山町1 ○ 15
三鷹市下連雀1 ○ 6.5
府中市浅間町1 ○ 4.2
東久留米市ひばりが丘団地 ○ 1.6
武蔵村山市中原2 ○ 0.68
稲城市百村 ○ 2.0
あきる野市原小宮1 ○ 3.5

多摩部平均 7／7（100％） 4.8
新島村利島 ○ 40
新島村本村 ○ 0.051

島しょ地域平均 2／2（100％） 20
都平均 18／18（100％） 9.2

（注記）
⑴　毒性等価係数：ＷＨＯ-ＴＥＦ（2006）
⑵　検出下限未満は�“検出下限×１／２”�として扱った。
⑶　1週間連続採取。採取大気量はいずれも約1,000㎥とした。
⑷　檜原測定局は、採取大気量を約3,000㎥とした。
（注）八王子市内は八王子市による調査
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公共用水域のダイオキシン類の調査結果　2016（平成28）年度
河川� （ＴＥＱ）

調査地点 環境基準達成状況 水質（年度平均）（ｐｇ／Ｌ） 環境基準達成状況 底質（ｐｇ／ｇ）
江戸川 金町取水点 ○ 0.13 ○ 0.27 
旧江戸川 浦安橋 ○ 0.26 ○ 0.40 
中川 平井小橋 ○ 0.64 ○ 1.6 
新中川 小岩大橋 ○ 0.72 ○ 3.4 
新川 新川橋 ○ 0.34 ○ 20 
隅田川 小台橋 ○ 0.20 ○ 6.4 
隅田川 両国橋 ○ 0.23 ○ 26 
新河岸川 志茂橋　　　　　　　　　　　　　○ 0.16 ○ 5.0 
白子川 落合橋 ○ 0.10 ○ 3.2 
石神井川 豊石橋 ○ 0.14 ○ 1.1 
神田川 柳橋 ○ 0.068 ○ 23 
日本橋川 西河岸橋 ○ 0.065 ○ 5.8 
横十間川 天神橋 ○ 0.47 ○ 140 
大横川 福寿橋 ○ 0.084 ○ 35 
北十間川 京成橋 ○ 0.17 ○ 73 
竪川 二之橋 ○ 0.46 ○ 94 
小名木川 進開橋 ○ 0.098 ○ 21 
旧中川 中平井橋 ○ 0.29 ○ 90 
古川 金杉橋 ○ 0.081 ○ 2.2 
目黒川 太鼓橋 ○ 0.053 ○ 0.87 
立会川 立会川橋 ○ 0.097 ○ 54 
内川 富士見橋 ○ 0.18 ○ 17 
呑川 夫婦橋 ○ 0.060 ○ 0.37 
多摩川 和田橋 ○ 0.052 ○ 0.21 
秋川 東秋川橋 ○ 0.049 ○ 0.21 
養沢川 新橋 ○ 0.048 ○ 0.53 
残堀川 立川橋 ○ 0.14 ○ 2.4 
程久保川 玉川橋 ○ 0.061 ○ 0.95 
三沢川 天神橋 ○ 0.081 ○ 0.88 
仙川 鎌田橋 ○ 0.068 ○ 0.36 
鶴見川 麻生橋 ○ 0.072 ○ 0.59 
成木川 両郡橋 ○ 0.057 ○ 0.24 
霞川 金子橋 ○ 0.073 ○ 1.0 
柳瀬川 清柳橋 ○ 0.055 ○ 0.22 

河川（国土交通省測定）
江戸川 江戸川水門上 ○ 0.12 ○ 8.8 
中川 飯塚橋 ○ 0.72 ○ 1.8 
中川 高砂橋 ○ 0.64 ○ 1.4 
綾瀬川 内匠橋 × 1.4 ○ 14 
荒川 堀切橋 ○ 0.29 − −
多摩川 田園調布堰 ○ 0.068 ○ 0.53 
多摩川 多摩川原橋 ○ 0.068 ○ 0.28 
浅川 長沼橋 ○ 0.067 ○ 0.56 

河川（八王子市測定）
城山川 五反田橋 ○ 0.069 ○ 0.81 
川口川 川口川橋 ○ 0.070 ○ 0.64 
南浅川 横川橋 ○ 0.077 ○ 0.41 

海域
St.5（船の科学館前） ○ 0.068 ○ 15 
St.6（中央防波堤内側） ○ 0.061 ○ 15 
St.8（荒川河口付近） ○ 0.30 ○ 16 
St.22（浦安沖） ○ 0.077 ○ 27 
St.23（京浜島東） ○ 0.070 ○ 4.5 
St.25（東京灯標際） ○ 0.14 ○ 16 
St.32（多摩川河口） ○ 0.086 ○ 13 
St.35（多摩川河口沖） ○ 0.072 ○ 28 
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１　東海道新幹線

調査場所住所 類
型

環境基準
適合状況

騒音レベル（ｄＢ）
12.5ｍ 25ｍ 50ｍ

品川区二葉三丁目 Ⅰ ○ 66 63 60
品川区西大井二丁目 Ⅰ × 80 78 70
大田区東馬込一丁目 Ⅰ × 71 65 61
大田区南馬込一丁目 Ⅰ × 75 72 69
大田区西馬込一丁目 Ⅰ ○ − 70 61
大田区西馬込二丁目 Ⅰ ○ − 69 61
大田区上池台五丁目 Ⅱ ○ 69 67 61
大田区東雪谷五丁目 Ⅰ × 73 69 64
大田区北嶺町28 Ⅰ ○ 67 62 54
大田区田園調布本町13 Ⅰ × 75 73 69
大田区田園調布本町30 Ⅰ × 74 69 63

環境基準達成状況 22／31（71％）

２　東北新幹線

調査場所住所 類
型

環境基準
適合状況

騒音レベル（ｄＢ）
12.5ｍ 25ｍ 50ｍ

北区東十条五丁目 Ⅰ ○ − 59 56
北区浮間三丁目 Ⅱ ○ 68 69 63
板橋区舟渡一丁目 Ⅱ ○ 72 71 65
板橋区舟渡二丁目 Ⅰ ○ 61 56 55

環境基準達成状況 11／11（100％）

（備考）
⑴　環境基準値（類型Ⅰ：70ｄＢ以下、類型Ⅱ：75ｄＢ以下）
⑵　類型Ⅰ：主として住居の用に供される地域
　　類型Ⅱ：�商工業の用に供される地域等Ⅰ以外の地域であって通常の

生活を保全する必要がある地域
⑶�　測定地点：原則、軌道中心から直角方向に12.5ｍ、25ｍ及び50ｍ
の３地点で同時に測定。

⑷�　調査期間：2015（平成27）年２月22日から2016（平成28）年２
月21日まで

１　東京国際空港

地点名 所在地 類
型

環境基準
適合状況

Ｌｄｅｎ
（ｄＢ）

固
定
調
査

産業技術高専
（都立工業高専） 品川区

Ⅱ ○ 40

八潮中学校 Ⅰ ○ 46
大田市場

大田区
Ⅱ ○ 54

中富小学校 Ⅱ ○ 46
新仲七会館 Ⅰ ○ 50

分
布
調
査

大森東小学校

大田区

Ⅱ ○ 39
大森第一中学校 Ⅱ ○ 49
羽田中学校 Ⅰ ○ 48
中萩中小学校 Ⅱ ○ 41
東糀谷小学校 Ⅱ ○ 44

環境基準達成状況 10／10（100％）

２　横田飛行場

地点名 所在地 類
型

環境基準
適合状況

Ｌｄｅｎ
（ｄＢ）

固
定
調
査

瑞穂町農畜産物直売所 瑞穂町 Ⅰ × 64
昭島市役所 昭島市 Ⅰ ○ 57
福生第二中学校 福生市 Ⅰ ○ 50
武蔵村山第二老人福祉館 武蔵村山市 Ⅰ ○ 45

分
布
調
査

事業所（Ｃ）
瑞穂町

Ⅰ × 59
瑞穂町長岡会館 Ⅰ ○ 50
羽村第二中学校 羽村市 Ⅰ ○ 49
福生第五小学校 福生市 Ⅰ ○ 52
西砂小学校 立川市 Ⅰ ○ 51
建設局観測井

（堀向自治会集会所） 昭島市
Ⅰ × 64

中神小学校 Ⅰ ○ 46
石川市民センター

八王子市

Ⅰ ○ 54
都市づくり公社 Ⅱ ○ 52
大和田市民センター Ⅰ ○ 45
首都大学東京 Ⅰ ○ 50
滝合小学校 日野市 Ⅰ ○ 49

環境基準達成状況 13／16（81％）

３　厚木飛行場

地点名 所在地 類
型

環境基準
適合状況

Ｌｄｅｎ
（ｄＢ）

固
定
調
査

町田第一小学校
（旧町田市役所）

町田市

Ⅱ ○ 60

忠生小学校
（旧忠生一小） Ⅰ ○ 52

鶴川第二小学校 Ⅰ ○ 48

分
布
調
査

Ａビル

町田市

Ⅱ × 63
町田市民病院 Ⅰ ○ 55
南大谷中学校 Ⅰ ○ 51
金井小学校 Ⅰ ○ 54
野津田高等学校 Ⅰ ○ 49
南成瀬小学校 Ⅰ ○ 49
町田第四小学校 Ⅰ ○ 56
鶴間小学校 Ⅰ ○ 52

環境基準達成状況 10／11（91％）

■東京都内における新幹線騒音の調査結果　2015（平成27）年度

■東京都内における航空機騒音の調査結果　2015（平成27）年度
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データ集

■大気汚染に係る環境基準
物質 環境上の条件 物質 環境上の条件

二酸化硫黄 １時間値の１日平均値が0.04ｐｐｍ以下であり、か
つ、１時間値が0.1ｐｐｍ以下であること。

光化学オキシダント １時間値が0.06ｐｐｍ以下であること。

ベンゼン １年平均値が0.003ｍｇ／㎥以下であること。

一酸化炭素 １時間値の１日平均値が10ｐｐｍ以下であり、かつ、
１時間値の８時間平均値が20ｐｐｍ以下であること。

トリクロロエチレン １年平均値が0.2ｍｇ／㎥以下であること。

テトラクロロエチレン １年平均値が0.2ｍｇ／㎥以下であること。

浮遊粒子状物質 １時間値の１日平均値が0.10ｍｇ／㎥以下であり、
かつ、１時間値が0.20ｍｇ／㎥以下であること。

ジクロロメタン １年平均値が0.15ｍｇ／㎥以下であること。

ダイオキシン類 １年平均値が0.6ｐｇ-ＴＥＱ／㎥以下であること。

二酸化窒素 １時間値の１日平均値が0.04ｐｐｍから0.06ｐｐｍ
までのゾーン内又はそれ以下であること。 微小粒子状物質 １年平均値が15μｇ／㎥以下であり、かつ、１

日平均値が35μｇ／㎥以下であること。

（注）�１　ｐｇはピコグラムと呼び、１兆分の１ｇを表す単位。
� ２　ＴＥＱはダイオキシン類の中で、最も毒性の強い２,３,７,８−四塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシンの毒性に換算して表したもの。

■水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準

項目
基準値

項目
基準値

公共用水域 地下水 公共用水域 地下水

カドミウム 0.003ｍｇ／Ｌ以下 0.003ｍｇ／Ｌ以下 １,１,２-トリクロロエタン 0.006ｍｇ／Ｌ以下 0.006ｍｇ／Ｌ以下

全シアン 検出されないこと。 検出されないこと。 トリクロロエチレン 0.01ｍｇ／Ｌ以下 0.01ｍｇ／Ｌ以下

鉛 0.01ｍｇ／Ｌ以下 0.01ｍｇ／Ｌ以下 テトラクロロエチレン 0.01ｍｇ／Ｌ以下 0.01ｍｇ／Ｌ以下

六価クロム 0.05ｍｇ／Ｌ以下 0.05ｍｇ／Ｌ以下 １，３-ジクロロプロペン 0.002ｍｇ／Ｌ以下 0.002ｍｇ／Ｌ以下

砒素 0.01ｍｇ／Ｌ以下 0.01ｍｇ／Ｌ以下 チウラム 0.006ｍｇ／Ｌ以下 0.006ｍｇ／Ｌ以下

総水銀 0.0005ｍｇ／Ｌ以下 0.0005ｍｇ／Ｌ以下 シマジン 0.003ｍｇ／Ｌ以下 0.003ｍｇ／Ｌ以下

アルキル水銀 検出されないこと。 検出されないこと。 チオベンカルブ 0.02ｍｇ／Ｌ以下 0.02ｍｇ／Ｌ以下

PCB 検出されないこと。 検出されないこと。 ベンゼン 0.01ｍｇ／Ｌ以下 0.01ｍｇ／Ｌ以下

ジクロロメタン 0.02ｍｇ／Ｌ以下 0.02ｍｇ／Ｌ以下 セレン 0.01ｍｇ／Ｌ以下 0.01ｍｇ／Ｌ以下

四塩化炭素 0.002ｍｇ／Ｌ以下 0.002ｍｇ／Ｌ以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10ｍｇ／Ｌ以下 10ｍｇ／Ｌ以下

塩化ビニルモノマー — 0.002ｍｇ／Ｌ以下 ふっ素 0.8ｍｇ／Ｌ以下 0.8ｍｇ／Ｌ以下

１,２-ジクロロエタン 0.004ｍｇ／Ｌ以下 0.004ｍｇ／Ｌ以下 ほう素 １ｍｇ／Ｌ以下 １ｍｇ／Ｌ以下

１,１-ジクロロエチレン 0.1ｍｇ／Ｌ以下 0.1ｍｇ／Ｌ以下 １,４-ジオキサン 0.05ｍｇ／Ｌ以下 0.05ｍｇ／Ｌ以下

シス-１,２-ジクロロエチレン 0.04ｍｇ／Ｌ以下 — ダイオキシン類（水質） １ｐｇ-ＴＥＱ／Ｌ以下 １ｐｇ-ＴＥＱ／Ｌ以下

１,２-ジクロロエチレン — 0.04ｍｇ／Ｌ以下 ダイオキシン類（底質） 150ｐｇ-ＴＥＱ／ｇ以下 —

１,１,１-トリクロロエタン １ｍｇ／Ｌ以下 １ｍｇ／Ｌ以下

人の健康を保護するとともに生活環境を保全す

る上で望ましい基準として、大気、水質、土壌の

汚染及び騒音について環境基準が定められていま

す。この基準は、環境基本法及びダイオキシン類

対策特別措置法に基づいた公害対策を進めていく

上での行政上の目標を示しています。

環境基準
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■土壌の汚染に係る環境基準
項　目 環境上の条件 項　目 環境上の条件

カドミウム 検液１Ｌにつき0.01ｍｇ以下であり、かつ、農用地
においては、米１ｋｇにつき0.4ｍｇ以下であること。

１,２-ジクロロエタン 検液１Ｌにつき0.004ｍｇ以下であること。

１,１-ジクロロエチレン 検液１Ｌにつき0.1ｍｇ以下であること。

全シアン 検液中に検出されないこと。 シス１,２-ジクロロエチレン 検液１Ｌにつき0.04ｍｇ以下であること。

有機燐 検液中に検出されないこと。 １,１,１-トリクロロエタン 検液１Ｌにつき１ｍｇ以下であること。

鉛 検液１Ｌにつき0.01ｍｇ以下であること。 １,１,２-トリクロロエタン 検液１Ｌにつき0.006ｍｇ以下であること。

六価クロム 検液１Ｌにつき0.05ｍｇ以下であること。 トリクロロエチレン 検液１Ｌにつき0.03ｍｇ以下であること。

砒素
検液１Ｌにつき0.01ｍｇ以下であり、かつ農用地

（田に限る。）においては、土壌１ｋｇにつき15ｍ
ｇ未満であること。

テトラクロロエチレン 検液１Ｌにつき0.01ｍｇ以下であること。

１,３-ジクロロプロペン 検液１Ｌにつき0.002ｍｇ以下であること。

チウラム 検液１Ｌにつき0.006ｍｇ以下であること。

総水銀 検液１Ｌにつき0.0005ｍｇ以下であること。 シマジン 検液１Ｌにつき0.003ｍｇ以下であること。

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 チオベンカルブ 検液１Ｌにつき0.02ｍｇ以下であること。

ＰＣＢ 検液中に検出されないこと。 ベンゼン 検液１Ｌにつき0.01ｍｇ以下であること。

銅 農用地（田に限る。）においては、土壌１ｋｇにつ
き125ｍｇ未満であること。

セレン 検液１Ｌにつき0.01ｍｇ以下であること。

ふっ素 検液１Ｌにつき0.8ｍｇ以下であること。

ジクロロメタン 検液１Ｌにつき0.02ｍｇ以下であること。 ほう素 検液１Ｌにつき１ｍｇ以下であること。

四塩化炭素 検液１Ｌにつき0.002ｍｇ以下であること。 １,４-ジオキサン 検液１Ｌにつき0.05ｍｇ以下であること。

クロロエチレン
（別名塩化ビニル
又は塩化ビニル
モノマー）

検液１Ｌにつき0.002ｍｇ以下であること。 ダイオキシン類 1,000ｐｇ-ＴＥＱ／ｇ以下であること。

■騒音に係る環境基準
� （単位：デシベル）

地域の類型 当てはめ地域 地域の区分
時間の区分

昼間
（６～22時）

夜間
（22～６時）

Ａ
第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専
用地域、第１種中高層住居専用地域、第２種
中高層住居専用地域、これらに接する地先、
水面

一般地域 55以下 45以下

２車線以上の車線を有する道路に面する地域 60以下 55以下

Ｂ
第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地
域、用途地域に定めのない地域、これらに接
する地先、水面

一般地域 55以下 45以下

２車線以上の車線を有する道路に面する地域 65以下 60以下

Ｃ 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工
業地域、これらに接する地先、水面

一般地域 60以下 50以下

車線を有する道路に面する地域 65以下 60以下

（注）�１　特別区及び市については、平成24年より各区市で環境基準が定められている。
� ２　�この表は、瑞穂町及び日の出町の区域において適用される。
� 　　��ただし、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第八条第一項第一号の規定による工業専用地域及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協

力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（昭和三十五年条約第七号）第二条第
一項の規定による施設及び区域に存する区域を除く。

� ３　�Ａ：専ら住居の用に供される地域�
Ｂ：主として住居の用に供される地域�
Ｃ：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域

� ４　この基準は航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しない。
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東京の環境年表

1643（慶安２） ▶  慶安の御触書「下水や井戸をきれいに、ごみを
捨てるな…」

1655（明暦元） ▶ ごみ処理場を永代浦に設ける
1885（明18） ▶ 浅野セメント深川工場の降灰、問題化
1900（明33）  ▶  汚物掃除法制定　ごみの収集処分が市の義務と

なる
1921（大10） ▶ し尿、東京市の事業になる
1924（大13） ▶ 大崎じん芥焼却場竣工
1927（昭２） ▶ 深川地先８号地埋立開始（露天焼却）
1930（昭５） ▶  汚物掃除法改正　し尿くみ取り市の義務となる
1949（昭24） ▶  東京都、工場公害防止条例制定
 ▶ 有料くみ取り券制度始まる
1952（昭27） ▶ 東京都清掃本部設置
1954（昭29） ▶ 清掃法制定
 ▶  東京都清掃条例制定
1955（昭30） ▶   カとハエをなくす運動、自動車によるごみ収集

作業開始、ごみ減量利用運動開始
1956（昭31）  ▶  東京都清掃本部を清掃局と改称
1957（昭32） ▶  し尿収集作業機械化５ヵ年計画策定
1960（昭35） ▶  東京都、首都整備局に都市公害部設置
1961（昭36） ▶  ごみ容器による定時収集作業開始
1962（昭37） ▶   東京にスモッグが連続発生し問題化、ばい煙規

制法公布
1964（昭39） ▶  オリンピック清掃対策本部設置
1967（昭42） ▶  公害対策基本法制定
1968（昭43） ▶  東京都、東京電力と公害防止協定締結
 ▶  東京都公害研究所設置
 ▶  大気汚染防止法制定
1969（昭44） ▶  東京都公害防止条例制定
 ▶  し尿くみ取り手数料廃止
 ▶  粗大ごみ収集開始（５区）
1970（昭45） ▶  光化学スモッグ被害初めて発生
 ▶  東京都公害局設置
 ▶  水質汚濁防止法制定
 ▶  廃棄物の処理及び清掃に関する法律制定
1971（昭46） ▶  「都民を公害から防衛する計画」発表
 ▶  環境庁設置
 ▶  PCBによる環境汚染表面化
 ▶   「ごみ戦争」宣言東京都ごみ戦争対策本部設置
1972（昭47） ▶  自然環境保全法制定
 ▶   東京における自然の保護と回復に関する条例制定
 ▶  江東区、杉並区のごみを実力阻止
1974（昭49） ▶  酸性雨の被害発生
 ▶  杉並清掃工場問題、和解成立
1975（昭50） ▶   江東区、江戸川区を中心に六価クロム鉱さいに

よる土壌汚染問題発生
1979（昭54） ▶   「六価クロム鉱さい土壌の処理等に関する協定」

が東京都と日本化学工業㈱との間で成立
1980（昭55） ▶  東京都環境影響評価条例制定
 ▶  公害局を環境保全局と改称
1984（昭59） ▶  東京都緑の倍増計画の策定
1985（昭60） ▶  公害研究所、江東区に移設、名称を「東京都環

境科学研究所」に改める
1986（昭61） ▶  「都区制度改革の基本的方向」を都区合意
1987（昭62） ▶  東京都環境管理計画の策定
1989（平元） ▶   東京都における地球環境問題への取組方針の策

定
 ▶   ごみ減量キャンペーン「TOKYO SLIM」の展開
1990（平２） ▶  ごみ問題緊急対策室設置
1991（平３） ▶   ごみ減量化行動計画、清掃工場建設計画策定
1992（平４） ▶  東京都地球環境保全行動計画の策定
 ▶   東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例

（廃棄物条例）制定（５年４月施行）
1993（平５） ▶  東京都水辺環境保全計画の策定
 ▶  環境基本法の制定
 ▶   袋によるごみの排出のルール変更（６年１月本

格実施）
1994（平６） ▶  第１回環境の日（６月５日）

 ▶  東京都環境基本条例の制定
 ▶   都区制度改革に関するまとめ（協議案）を都区

合意
1995（平７） ▶   東京都地球温暖化防止対策地域推進計画の策定
1996（平８） ▶  事業系ごみ全面有料化実施
1997（平９） ▶  東京都環境基本計画を策定
1998（平10） ▶   東京都アイドリングストップ対策取組方針を策定
 ▶  東京都環境ホルモン取組方針を策定
 ▶  東京エネルギービジョンを策定
 ▶  地球温暖化対策の推進に関する法律制定
1999（平11）  ▶  「ディーゼル車NO作戦」展開
 ▶  総合環境アセスメント制度の試行開始
2000（平12） ▶  清掃事業の特別区への移管
 ▶  東京都環境局の発足
 ▶  都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

（環境確保条例）と東京における自然の保護と
回復に関する条例（自然保護条例）を制定

 ▶  緑の東京計画の策定
 ▶ 循環型社会形成推進法制定
2001（平13） ▶  環境省設置
2002（平14） ▶  「東京都環境基本計画」の策定
 ▶  地球温暖化阻止！東京作戦の開始
 ▶  東京都廃棄物処理計画の策定
 ▶   「都市と地球の温暖化阻止に関する基本方針」

の策定
 ▶  計画段階環境影響評価制度の開始
 ▶  「違反ディーゼル車一掃作戦」を展開
 ▶  多摩の森林再生事業を開始
 ▶  土壌汚染対策法制定
2003（平15） ▶  東京の名湧水選定
 ▶  地球温暖化対策パイロット事業を展開
 ▶  「エコツーリズム」を開始（小笠原諸島）
 ▶  ディーゼル車規制を開始
2004（平16） ▶  東京都レンジャー（自然保護員）が始動
2005（平17） ▶  地球温暖化対策やヒートアイランド対策の強化

を図るため、東京都環境確保条例を改正
 ▶  産業廃棄物の適正処理の徹底を図るため、東京

都廃棄物条例を改正
2006（平18） ▶  「持続可能な東京の実現をめざす新戦略プログ

ラム」の策定
 ▶  「東京都再生可能エネルギー戦略」の策定
 ▶  「10年後の東京」策定
2007（平19） ▶  「東京都気候変動対策方針」の策定
 ▶  「緑の東京10年プロジェクト」基本方針の策定
2008（平20） ▶  新しい「東京都環境基本計画」の策定
 ▶  地球温暖化対策の強化を図るため、東京都環境

確保条例を改正
2009（平21） ▶  緑あふれる東京を実現するため、東京都自然保

護条例を改正
2010（平22） ▶  温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制

度の開始
2011（平23） ▶  「東京都電力対策緊急プログラム」の策定
 ▶  小笠原諸島世界自然遺産登録
2012（平24） ▶  「緑施策の新展開〜生物多様性の保全に向けた

基本戦略〜」の策定
 ▶  「東京都省エネ・エネルギーマネジメント推進

方針」の策定
2014（平26） ▶   「東京都長期ビジョン」の策定
2015（平27） ▶  明治の森高尾国定公園公園計画の改定
 ▶  「東京都自然公園利用ルール」の策定
 ▶  「東京都「持続可能な資源利用」に向けた取組

方針」の策定
2016（平28） ▶  新しい「東京都環境基本計画」の策定
 ▶  「東京都資源循環・廃棄物処理計画」の策定
2017（平29） ▶  「都民ファーストでつくる『新しい東京』
　　　　　　　　　〜2020年に向けた実行プラン〜」の策定
 ▶  「東京の自然公園ビジョン」の策定
 ▶  「東京都災害廃棄物処理計画」の策定

 東京の環境年表
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環境局の組織

 環境局の組織

環
　境
　局

●環境対策の総合的・計画的推進
●環境行政に係る総合的な企画及び連絡調整、環境学習の推進
●広報、相談・苦情対応、公害紛争調整
●局の庶務、文書、人事、研修、経理
●国際環境協力の推進
　環境影響評価制度の実施

総務課
環境政策課
経理課

総務部

●地球温暖化対策の推進に関する企画及び調整
●温室効果ガス排出量の削減
●ヒートアイランド対策の推進に関する企画及び調整
●建築物に係る環境配慮の推進
●地域交通量対策の推進
●エネルギー施策の推進に関する企画及び調整
●都市エネルギー施策の推進
●地域エネルギー施策の推進

計画課
総量削減課
地域エネルギー課

次世代エネルギー推進課
環境都市づくり課

地球環境エネルギー部

●環境改善に関する施策の総合的な推進
●大気汚染防止対策の推進、大気汚染状況の監視測定
●悪臭、騒音・振動防止対策の推進
●土壌・地下水汚染防止対策の推進
●化学物質対策の推進、実態調査
●高圧ガス及び火薬等による災害防止対策の推進
●電気工事事業等に関する保安対策の推進
●自動車環境対策に関する施策の総合的な推進
●自動車排出ガス対策に関する事業者指導・支援
●自動車に起因する地球温暖化の対策
●ディーゼル車規制の実施
●局地汚染対策、自動車騒音・振動対策の推進

計画課
大気保全課
化学物質対策課
環境保安課
自動車環境課

環境改善部

●自然の保護と回復に関する施策の総合的な推進
●鳥獣、野生動植物の保護
●多摩の森林再生事業の推進
●保全地域の指定、保全計画の策定
●保全地域等における開発の規制
●林地開発許可、病害虫防除等の森林保全の推進
●自然公園及び近郊緑地に係る計画、調整、行為の規制及び事業の実施
●水質汚濁防止対策の推進、水質汚濁状況の監視測定
●水循環、水辺環境の保全

計画課
緑環境課
水環境課

自然環境部

計画課
一般廃棄物対策課
産業廃棄物対策課

資源循環推進部 ●廃棄物の減量、適正処理及びリサイクルに関する施策の総合的推進
●スーパーエコタウン事業の推進
●区市町村の清掃事業に対する技術的・財政的支援及び調整
●産業廃棄物に関する施策の推進
●産業廃棄物不法投棄対策の推進
●廃棄物の最終処分に係る計画、調整

●廃棄物埋立処分場の管理運営

●多摩地区の環境に関する施策の推進

［主な分掌事務］

多摩環境事務所

廃棄物埋立管理事務所
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◆環境局（本庁）03‒5321‒1111（都庁代表）
〒163‒8001　新宿区西新宿２‒８‒１
⃝総務部・環境改善部
　第二本庁舎23階
⃝自然環境部・資源循環推進部　第二本庁舎22階
⃝地球環境エネルギー部　第二本庁舎16階
⃝環境問題についての一般的なご相談・お問い合わせは
　総務部総務課広報広聴担当　03‒5388‒3436
⃝公害の苦情に関する相談・問い合わせ
　公害苦情相談受付窓口　03‒5388‒3432
⃝大気汚染情報についてお知りになりたいときは
　大気汚染情報テレフォンサービス　03‒5320‒7800
⃝ディーゼル車規制に関するご相談・お問い合わせは
　ディーゼル車規制総合相談窓口　03‒5388‒3528
⃝身近な環境問題でお困りの方は
　もよりの区市町村環境担当課
⃝一般ごみについてのご相談・ご質問は
　もよりの区市町村清掃・リサイクル担当課
◆多摩環境事務所

〒190‒0022　立川市錦町４‒６‒３（立川合同庁舎内）
・所の庶務等　042‒523‒0237
・高圧ガスの届出等　042‒525‒4772
・火薬・電気の届出等　042‒523‒3515

・西多摩郡の工場認可等　042‒523‒3516
・事業場の排ガス規制等　042‒523‒0238
・事業場の排水調査等　042‒525‒4771
・土壌地下水の水質調査等　042‒523‒3517
・保全地域の管理等　042‒521‒4804
・自然保護条例に係る開発規制等　042‒521‒4809
・鳥獣保護、狩猟取締等　042‒521‒2948
・自然公園の施設管理等　042‒521‒2947
・浄化槽の設置届出等　042‒528‒2692
・産業廃棄物処理業の許可等　042‒528‒2693
・産業廃棄物排出業者への指導等　042‒528‒2694

◆廃棄物埋立管理事務所　03‒5531‒3701
〒135‒0064　江東区青海三丁目地先
⃝埋立処分場の見学を受け付けています。（団体10人以上）
・個人見学については
　公益財団法人東京都環境公社　03‒3570‒2230

◆公益財団法人東京都環境公社東京都環境科学研究所
03‒3699‒1331（代表）
〒136‒0075　江東区新砂１‒７‒５

◆東京都地球温暖化防止活動推進センター
（クール・ネット東京）
03‒5990‒5061（代表）
〒163‒0810　新宿区西新宿２‒４‒１（新宿ＮＳビル10階）

【ご相談・お問い合わせ先】
▪ 環境法令による届出（一般届出）は、もよりの区市町村環

境担当課
▪ 身近な環境問題でお困りの方は、もよりの区市町村環境担

当課
【区市町村の窓口】　　　　　　　　　　　　　　電　話
千代田区環境まちづくり部環境政策課 03‒5211‒4255
　　　　　　　　　　　　 03‒5211‒4254
中央区環境土木部環境政策課 03‒3546‒5402
港区環境リサイクル支援部環境課 03‒3578‒2486
新宿区環境清掃部環境対策課 03‒5273‒3763
文京区資源環境部環境政策課 03‒5803‒1259
台東区環境清掃部環境課 03‒5246‒1292
墨田区都市整備部環境担当環境保全課 03‒5608‒6207
江東区環境清掃部温暖化対策課 03‒3647‒6124
　　　　　　　　　環境保全課 03‒3647‒9373
品川区都市環境部環境課 03‒5742‒6749
目黒区環境清掃部環境保全課 03‒5722‒9356
大田区環境清掃部環境対策課 03‒5744‒1366
世田谷区環境政策部環境計画課 03‒5432‒2272
　　　　　　　　　　　環境保全課 03‒5432‒2274
渋谷区都市整備部環境保全課 03‒3463‒2749
中野区環境部地球温暖化対策分野 03‒3228‒6584
　　　　　　　　　生活環境分野 03‒3382‒3135

杉並区環境部環境課 03‒3312‒2111（内3703）
豊島区環境清掃部環境政策課 03‒3981‒1293
　　　　　　　　環境保全課 03‒3981‒2690
北区生活環境部環境課 03‒3908‒8603
荒川区環境清掃部環境課 03‒3802‒3111（内486）
板橋区資源環境部環境課 03‒3579‒2591
練馬区環境部環境課 03‒5984‒4709
足立区環境部生活環境保全課 03‒3880‒5367
         　　   　　環境政策課 03‒3880‒5935
葛飾区環境部環境課 03‒5654‒8227
江戸川区環境部環境推進課 03‒5662‒1991
八王子市環境部環境保全課 042‒620‒7217
立川市環境下水道部環境対策課 042‒528‒4341
武蔵野市環境部環境政策課 0422‒60‒1842
三鷹市生活環境部環境政策課 0422‒45‒1151（内2523）
青梅市環境部環境政策課 0428‒22‒1111
府中市生活環境部環境政策課 042‒335‒4196
昭島市環境部環境課 042‒544‒5111（内2297）
調布市環境部環境政策課 042‒481‒7087
町田市環境資源部環境政策課 042‒724‒4379
　　　　　　　　環境保全課 042‒724‒2711
小金井市環境部環境政策課 042‒387‒9817
小平市環境部環境政策課 042‒346‒9536
日野市環境共生部環境保全課 042‒585‒1111

環境問題についてのお問合せ先・窓口

■インターネットホームページアドレス　　環境局　http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/

環境局�������������������������������������

区市町村環境担当課�������������������������������
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この「東京都環境白書2017」について、お気づきの点やご意見、ご感想等

ございましたら、ハガキや封書、FAX、E-mail等で下記宛にお送りください。

今後の参考にさせていただきます。

〒163-8001　東京都新宿区西新宿２-８-１
東京都環境局総務部環境政策課（都庁第二本庁舎23階南側）

TEL  03-5388-3429　　FAX  03-5388-1377
E-mail  S0000721@section.metro.tokyo.jp

皆様からのご意見・ご感想をお聞かせください！

あて先

東村山市環境安全部環境・住宅課 042‒393‒5111（内2422）
国分寺市まちづくり部まちづくり計画課 042‒325‒0111
国立市生活環境部環境政策課 042‒576‒2111（内135）
福生市生活環境部環境課 042‒551‒1718
狛江市環境部環境政策課 03‒3430‒1111
東大和市環境部環境課 042‒563‒2111（内1272）
清瀬市都市整備部水と緑の環境課 042‒492‒5111
東久留米市環境安全部環境政策課 042‒470‒7753
武蔵村山市協働推進部 042‒565‒1111（内295）
多摩市環境部環境政策課 042‒338‒6831
稲城市市民部環境課 042‒378‒2111
羽村市産業環境部環境保全課 042‒555‒1111（内224）
あきる野市環境経済部生活環境課 042‒558‒1111（内2514）
西東京市みどり環境部環境保全課 042‒438‒4042

瑞穂町住民部環境課 042‒557‒0544
日の出町生活安全安心課 042‒597‒0511（内334〜336）
檜原村産業環境課 042‒598‒1011（内127）
奥多摩町住民課 0428‒83‒2182
大島町水道環境課 04992‒2‒1478
利島村産業・環境課 04992‒9‒0011
新島村民生課 04992‒5‒0243
神津島村環境衛生課 04992‒8‒0011
三宅村地域整備課 04994‒5‒0938
御蔵島村総務課 04994‒8‒2121
八丈町住民課 04996‒2‒1123
青ヶ島村総務課 04996‒9‒0111
小笠原村環境課 04998‒2‒3111
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